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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の盤面に形成される遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な始動口と、前記
始動口への遊技球の受け入れに基づき特別抽選を行う特別抽選手段とを備え、前記特別抽
選の結果が当たりであることにもとづいて特別遊技が実行される遊技機であって、
　前記始動口の上流側に設けられるゲートと、
　前記ゲートを遊技球が通過したことにもとづいて普通抽選を行う普通抽選手段と、
　前記始動口への遊技球の受け入れが容易化されるように動作可能な可動部材と、
　前記普通抽選手段による普通抽選の結果に応じて前記可動部材を動作させることにより
前記始動口への遊技球の受け入れを容易化させる制御を実行可能な可動部材制御手段と、
を備え、
　１つのユニットに設けられる前記ゲートを通過した遊技球が、同じユニットに設けられ
る前記始動口に、この遊技球自身の通過に基づき行われる前記普通抽選の結果に応じた前
記可動部材の動作によって受入可能に構成され、
　前記ゲートを通過した遊技球は、前記ゲートと前記始動口との間に設けられる流下変化
部において前記遊技盤の盤面に対して垂直な方向での流下方向の変化を伴って流下したの
ち前記始動口に到達しうるようになっており、
　前記ゲートの通過から該ゲート通過に基づく前記可動部材の制御によって受け入れが容
易化される前記始動口への入球までが１個の遊技球によって可能とされるとともに、該１
個の遊技球が前記始動口へと入球したことに対して賞として付与される遊技球の数も１個
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のみとされる
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、特に普通図柄及び特別図柄を図柄変動ユニットにより変動さ
せる弾球式の遊技機に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、始動口への入球があったことを契機として、大当りについての当落にかかる判定
処理が行われる遊技機が知られている。
【０００３】
　すなわち、この種の遊技機では、遊技領域を流下するように打ち込まれる遊技球が始動
口に入球されたか否かを判断する。そして、始動口への入球があった時は、予め定められ
た当選確率をもって大当りについての判定を行う。そしてこの結果、上記大当りが当選さ
れた時は、遊技者に大量の遊技球が払い出される大当り遊技を行う。
【０００４】
　こうした遊技機では、当選確率として、いわゆる通常状態といわれる低確率状態と、当
選確率が高められた確変遊技状態との２つを用意し、確変遊技状態とする確率（確変継続
率）を高めることで、確変遊技状態を長く楽しませるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１８５５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、このような確変遊技状態を利用して遊技興趣の向上を図ろうとすることはも
はや常套手段となりつつあり、より斬新な遊技機の開発が望まれている。
【０００８】
　そこで、本願発明の課題は、今までにない斬新な遊技機を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するために、本願発明は、遊技盤の盤面に形成される遊技領域を流下
する遊技球を受け入れ可能な始動口と、前記始動口への遊技球の受け入れに基づき特別抽
選を行う特別抽選手段とを備え、前記特別抽選の結果が当たりであることにもとづいて特
別遊技が実行される遊技機であって、
　前記始動口の上流側に設けられるゲートと、
　前記ゲートを遊技球が通過したことにもとづいて普通抽選を行う普通抽選手段と、
　前記始動口への遊技球の受け入れが容易化されるように動作可能な可動部材と、
　前記普通抽選手段による普通抽選の結果に応じて前記可動部材を動作させることにより
前記始動口への遊技球の受け入れを容易化させる制御を実行可能な可動部材制御手段と、
を備え、
　１つのユニットに設けられる前記ゲートを通過した遊技球が、同じユニットに設けられ
る前記始動口に、この遊技球自身の通過に基づき行われる前記普通抽選の結果に応じた前
記可動部材の動作によって受入可能に構成され、
　前記ゲートを通過した遊技球は、前記ゲートと前記始動口との間に設けられる流下変化
部において前記遊技盤の盤面に対して垂直な方向での流下方向の変化を伴って流下したの
ち前記始動口に到達しうるようになっており、
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　前記ゲートの通過から該ゲート通過に基づく前記可動部材の制御によって受け入れが容
易化される前記始動口への入球までが１個の遊技球によって可能とされるとともに、該１
個の遊技球が前記始動口へと入球したことに対して賞として付与される遊技球の数も１個
のみとされる
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の遊技機によれば、今までにない斬新な遊技機を提供することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ遊技機の本体枠および扉枠を開放した状態の斜視図である。
【図２】パチンコ遊技機の正面から見た斜視図である。
【図３】パチンコ遊技機の正面図である。
【図４】パチンコ遊技機の側面図である。
【図５】パチンコ遊技機の平面図である。
【図６】パチンコ遊技機の背面図である。
【図７】パチンコ遊技機を後方から見た分解斜視図である。
【図８】パチンコ遊技機を前方から見た分解斜視図である。
【図９】外枠の正面斜視図である。
【図１０】外枠の正面から見た分解斜視図である。
【図１１】外枠の正面図である。
【図１２】外枠の背面図である。
【図１３】（Ａ）図１１のＢ－Ｂ断面図であり、（Ｂ）図１３（Ａ）のＣ－Ｃ断面図であ
り、（Ｃ）図１３（Ａ）のＤ－Ｄ断面図であり、（Ｄ）図１３（Ａ）のＥ－Ｅ断面図であ
る。
【図１４】扉枠の正面図である。
【図１５】扉枠の背面図である。
【図１６】図１４のＡ－Ａ断面図である。
【図１７】図１４のＢ－Ｂ断面図である。
【図１８】扉枠の正面から見た分解斜視図である。
【図１９】扉枠の背面から見た分解斜視図である。
【図２０】ハンドル装置と本体枠に設けられる打球発射装置を示す斜視図である。
【図２１】部品を取り付ける前の本体枠主体の正面図である。
【図２２】部品を取り付ける前の本体枠主体の背面図である。
【図２３】部品を取り付ける前の本体枠主体の側面図である。
【図２４】部品を取り付ける前の本体枠主体の背面から見た斜視図である。
【図２５】部品を取り付けた本体枠の前方から見た斜視図である。
【図２６】部品を取り付けた本体枠を外枠に軸支して前方から見た斜視図である。
【図２７】部品を取り付けた本体枠の背面図である。
【図２８】部品を取り付けた本体枠の背面から見た斜視図である。
【図２９】パチンコ遊技機の中程の断面平面図である。
【図３０】遊技盤の正面から見た斜視図である。
【図３１】遊技盤の正面図である。
【図３２】遊技盤の背面図である。
【図３３】遊技盤の平面図である。
【図３４】遊技盤に形成される取り外し防止機構部分の拡大斜視図である。
【図３５】遊技盤の取り外し防止機構に対する本体枠側の部分斜視図である。
【図３６】（Ａ）打球発射装置の全体の斜視図であり、（Ｂ）発射モータ部分を取り外し
た状態の斜視図である。



(4) JP 6497820 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

【図３７】打球発射装置の分解斜視図である。
【図３８】（Ａ）打球発射装置と発射レールとの関係を示す正面図であり、（Ｂ）発射モ
ータ部分の斜視図である。
【図３９】未操作状態の打球発射装置と発射レールとの関係を示す背面図である。
【図４０】操作状態の打球発射装置と発射レールとの関係を示す背面図である。
【図４１】（Ａ）打球発射装置に設けられるスライド部材の平面図であり、（Ｂ）打球発
射装置に設けられるスライド部材の正面図であり、（Ｃ）スライド部材の正面から見た斜
視図であり、（Ｄ）図４１（Ｂ）のＡ－Ａ断面図である。
【図４２】（Ａ）賞球タンクの斜視図であり、（Ｂ）賞球タンクの斜視図であり、（Ｃ）
賞球タンクの側面図である。
【図４３】（Ａ）従来の賞球タンクにおける排出口部分の圧力状態を示す図であり、（Ｂ
）従来の賞球タンクにおける排出口部分の圧力状態を示す図であり、（Ｃ）賞球タンクに
おける排出口部分の圧力状態を示す平面図である。
【図４４】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、賞球ユニット及び満タンユ
ニットの関係を示すパチンコ機の背面側から見た斜視図である。
【図４５】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、賞球ユニット及び満タンユ
ニットの関係を示すパチンコ機１の正面側から見た斜視図である。
【図４６】（Ａ）タンクレール部材の下流部と球通路ユニットの上流部との関係を示す断
面図であり、（Ｂ）タンクレール部材の下流部と球通路ユニットの上流部との関係を示す
平面図である。
【図４７】本体枠、球通路ユニット及び賞球ユニットの分解斜視図である。
【図４８】球通路ユニット及び賞球ユニットとの関係を示す背面図である。
【図４９】球通路ユニットの背面から見た斜視図である。
【図５０】球通路ユニットの正面図である。
【図５１】球通路ユニットと賞球ユニットとの連結構造の側面図である。
【図５２】賞球ユニットの背面側から見た分解斜視図である。
【図５３】払出モータ及び払出部材としてのスプロケットの背面図である。
【図５４】賞球ユニットの通路と駆動関係を説明するための背面図である。
【図５５】図５４のＡ－Ａ断面図である。
【図５６】賞球ユニットと満タンユニットとの関係を示す斜視図である。
【図５７】満タンユニットの斜視図である。
【図５８】満タンユニットの正面から見た分解斜視図である。
【図５９】満タンユニットの背面から見た分解斜視図である。
【図６０】満タンユニットとファール口との関係を示す一部破断斜視図である。
【図６１】満タンユニットに設けられる底面揺動板部分で切断した横断面図である。
【図６２】満タンユニットとファール口との関係を示す断面図である。
【図６３】錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。
【図６４】錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。
【図６５】パチンコ遊技機の縦方向中央よりやや下方の位置の一部断面図である。
【図６６】錠装置と本体枠の側壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。
【図６７】（Ａ）錠装置の側面図であり、（Ｂ）錠装置の前面側から見た斜視図である。
【図６８】（Ａ）錠装置の背面側から見た斜視図であり、（Ｂ）錠装置のコ字状基体の内
部に摺動自在に設けられるガラス扉用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図であり、（Ｃ）錠
装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられるガラス扉用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜
視図である。
【図６９】錠装置の分解斜視図である。
【図７０】ガラス扉用摺動杆及び本体枠用摺動杆の正面図である。
【図７１】不正防止部材の作用を説明するための正面図である。
【図７２】基板ユニットを背面側から見た斜視図である。
【図７３】基板ユニットを前面側から見た斜視図である。
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【図７４】遊技盤を可動装飾体が通常の状態で示す正面図である。
【図７５】遊技盤を可動装飾体が可動した状態で示す正面図である。
【図７６】遊技盤を斜め後から見た斜視図である。
【図７７】図７４のＡ－Ａ断面図である。
【図７８】図７４のＢ－Ｂ断面図である。
【図７９】盤用基板ホルダを斜め後から見た斜視図である。
【図８０】図７９を盤用基板ホルダ、ドロワホルダ及び主制御基板ボックスに分解して斜
め後から見た分解斜視図である。
【図８１】（Ａ）センター役物の左側面図であり、（Ｂ）センター役物の正面図であり、
（Ｃ）センター役物の右側面図である。
【図８２】センター役物を斜め前から見た斜視図である。
【図８３】センター役物を斜め後から見た斜視図である。
【図８４】アタッカユニットを右上斜め前から見た斜視図である。
【図８５】アタッカユニットを左上斜め前から見た斜視図である。
【図８６】（Ａ）図柄変動ユニットを左斜め前から見た斜視図であり、（Ｂ）図柄変動ユ
ニットの正面図であり、（Ｃ）図８６（Ｂ）のＡ－Ａ断面図であり、（Ｄ）図柄変動ユニ
ットを上から見た図であり、（Ｅ）図８６（Ｃ）を反対側から見た断面図である。
【図８７】主基板周辺の制御構成を概略的に示すブロック図である。
【図８８】周辺制御基板周辺の制御構成を概略的に示すブロック図である。
【図８９】特別図柄の抽選処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　〔パチンコ遊技機の全体構造〕
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳述する。まず、図１～図８
を参照して、本実施の形態にかかるパチンコ遊技機１の全体について説明する。
【００１３】
　図１は、パチンコ機１の外枠２に対して本体枠３を開放し、本体枠３に対して扉枠５を
開放した状態を示す斜視図である。図２は、パチンコ遊技機の正面から見た斜視図である
。図３は、パチンコ機１の正面図である。図４は、パチンコ機１の側面図である。図５は
、パチンコ機１の平面図である。図６は、パチンコ機１の背面図である。図７は、パチン
コ機１を構成する外枠２、本体枠３、遊技盤４および扉枠５の後方から見た分解斜視図で
ある。図８は、パチンコ機１を構成する外枠２、本体枠３、遊技盤４、扉枠５の前方から
見た分解斜視図である。
【００１４】
　図１～図８において、本実施の形態にかかるパチンコ機１は、島（図示しない）に設置
される外枠２と、外枠２に開閉自在に軸支され、かつ、遊技盤４を装着し得る本体枠３と
、本体枠３に開閉自在に軸支され、かつ、遊技盤４に形成されて球が打ち込まれる遊技領
域６０５を遊技者が視認し得る遊技窓１０１と該遊技窓１０１の下方に配置され、かつ、
遊技の結果によって払出される球を貯留する貯留皿としての皿ユニット３００とを備えた
扉枠５と、を備えて構成される。
【００１５】
　外枠２には、その下方前方に表面が装飾カバー板１５によって被覆されている下部前面
板１４が固着されている。本体枠３には、上記したように遊技盤４が着脱自在に装着し得
る他に、その裏面下部に打球発射装置６５０と、遊技盤４を除く扉枠５や本体枠３に設け
られる電気的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板等が一纏めに設けられてい
る基板ユニット１１００が取り付けられ、本体枠３の後面開口５８０（図７参照）を覆う
カバー体１２５０が着脱自在に設けられている。扉枠５には、上記した皿ユニット３００
の他に、遊技窓１０１を閉塞するようにガラスユニット２５０と、ハンドル装置４６０と
が設けられている。そして、本実施の形態の特徴は、扉枠５に設けられる皿ユニット３０
０が１つであり、しかも、従来は本体枠３に設けられていたハンドル装置４６０が扉枠５
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に設けられ、また、扉枠５と本体枠３とが正面から見てほぼ同じ方形の大きさであるため
、正面から本体枠３が視認できなくした点である。以下、パチンコ機１を構成する部材に
ついて詳細に説明する。
【００１６】
　〔外枠〕
　外枠２について、図９～図１３を参照して説明する。図９は、外枠２の正面斜視図であ
り、図１０は、同外枠２の正面から見た分解斜視図であり、図１１は、同外枠２の正面図
であり、図１２は、同外枠２の背面図であり、図１３は、図１１のＢ－Ｂ断面図（Ａ）と
図１３（Ａ）のＣ－Ｃ断面図（Ｂ）、Ｄ－Ｄ断面図（Ｃ）、Ｅ－Ｅ断面図（Ｄ）である。
【００１７】
　図９及び図１０において、本実施の形態に係る外枠２は、上下の上枠板１０及び下枠板
１１と左右の側枠板１２、１３とを、それぞれの端部を連結するための連結部材１９で連
結することによって方形状に組み付けられるものである。具体的には、連結部材１９は、
中央と左右とに段差のある表彰台状に形成され、突出した中央の部分が上枠板１０及び下
枠板１１の両端部中央に形成された係合切欠部２０に嵌合され、一段下がった左右の部分
の平面に上枠板１０の裏面と下枠板１１の上面とが当接しかつ一段下がった左右の部分の
一側面に側枠板１２、１３の内側面が当接するようになっている。
【００１８】
　なお、本実施の形態における上枠板１０及び下枠板１１は、本発明の横枠に相当し、ま
た、本例の左右の側枠板１２，１３は、本発明の縦枠に相当している。
【００１９】
　そして、その状態で、上枠板１０の係合切欠部２０の両側方及び下枠板１１の係合切欠
部２０の両側方にそれぞれ形成される挿通穴２１と連結部材１９の一段下がった左右の部
分の平面に形成される複数（図示の場合２個）の連結穴２２（図１０の上枠板１０と側枠
板１２とを連結する連結部材１９に表示するが、他の連結部材１９にも存在する）とを一
致させて上方又は下方から複数（図示の場合２本）の連結ビス２３で止着し、更に、側枠
板１２，１３の上下端部分に穿設される複数（図示の場合２個）の取付穴２４と連結部材
１９の一段下がった左右の部分の側面に形成される複数（図示の場合３個）の連結穴２５
とを一致させて側方外側から複数（図示の場合３本）の連結ビス２６，２７で止着するこ
とにより、上下の上枠板１０及び下枠板１１と左右の側枠板１２，１３とが強固に連結固
定される。ただし、３本の連結ビス２６，２７のうち、１本の連結ビス２７は、側枠板１
２，１３と連結部材１９とを連結するものではなく、上枠板１０及び下枠板１１と連結部
材１９とを側方から直接連結するものである。
【００２０】
　外枠２を構成する上枠板１０と下枠板１１、及び側枠板１２，１３のうち、上枠板１０
と下枠板１１とは従来と同じ木製であり、側枠板１２，１３は、軽量金属、例えば、アル
ミニュウム合金の押出し成型板により構成されている。上枠板１０及び下枠板１１を従来
と同じ木製で構成した理由は、パチンコ機１を遊技場に列設される島に設置する場合に、
島の垂直面に対し所定の角度をつけて固定する作業を行う必要があるが、そのような作業
は上枠板１０及び下枠板１１と島とに釘を打ち付けて行われるため、釘を打ち易くするた
めである。一方、側枠板１２，１３をアルミニュウム合金の押出し成型板により構成した
理由は、従来の木製に比べ強度を維持しつつ肉厚を薄く形成することができるため、側枠
板１２，１３の内側に隣接する本体枠３の側面壁５４０～５４３（図２３参照）の正面か
ら見たときの左右幅を広くすることができる。このため左右方向の寸法の大きな遊技盤４
を本体枠３に装着することができることになり、結果的に遊技盤４の遊技領域６０５を大
きく形成することができるからである。ただし、側枠板１２，１３をアルミニュウム合金
の平板で構成すると、充分な剛性が確保できないため、図１３（Ｃ）に示すように、側枠
板１２（側枠板１３も全く同じ構造である。）の後方部分内側にリブによって後方が開放
した空間部２８（側枠板１３の空間部２８は図１２に表示）を形成して後方部分の肉厚ｈ
１が厚くなるように引き抜き成型されている。もちろん、この肉厚ｈ１は、従来の木製の
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肉厚と同等若しくは若干薄い寸法となっている。
【００２１】
　また、図１３（Ｂ）、（Ｄ）に示すように、側枠板１２の空間部２８の前方には、連結
部材１９の一段下がった左右の部分の一方の部分が嵌め込まれる溝部２９（側枠板１３の
溝部２９は図９に表示）が形成されている。側枠板１２の溝部２９から前端部までは、図
１３（Ｂ）～（Ｄ）に示すように、その内側面が連結部材１９の一段下がった左右の部分
の他方の部分が当接する平板状をなすものであるが、その平板部に材料軽減のための浅い
凹部が形成されている。更に、前記溝部２９が形成される反対側の面（外側面）には、図
９及び図１３（Ｂ）に示すように、上支持金具４５の垂下片部５３が挿入される凹部３０
（側枠板１３の凹部３０は図１０に表示）が形成されている。
【００２２】
　そして、上記のように形成される軸支側の側枠板１２には、連結部材１９を取り付ける
ための構成以外に、その上部に上支持金具４５の垂下片部５３を側枠板１２の外側に止着
ビス３２で止着するための取付穴３１が穿設されると共に、その下部に下支持金具６６の
垂直当接片７２に形成される取付穴６９と一致させて止着ビス３４で止着するための取付
穴３３が穿設されている。また、取付穴３３の下部であって側枠板１２の前方部分に側枠
板１２と下部前面板１４とを止着ビス３６で止着するための取付穴３５が形成されている
。
【００２３】
　一方、開放側の側枠部１３には、連結部材１９を取り付けるための構成以外に、その上
部に閉鎖用突起３８を取付ネジ３９で取り付けるための取付穴３７が穿設され、その下部
に閉鎖用突起４１を取付ネジ４２で取り付けるための取付穴４０が穿設されると共に、さ
らに最下方に側枠板１３と下部前面板１４とを止着ビス４４で止着するための取付穴４３
が形成されている。
【００２４】
　なお、この閉鎖用突起３８，４１は、外枠２に対して本体枠３を閉じる際に、本体枠３
の開放側辺に沿って取り付けられる錠装置１０００のフック部１０５４，１０６５（図６
７参照）と係合するものであり、後に詳述するように錠装置１０００のシリンダー錠１０
１０に鍵を差し込んで一方に回動することにより、フック部１０５４，１０６５と閉鎖用
突起３８、４１との係合が外れて本体枠３を外枠２に対して開放することができるもので
ある。
【００２５】
　また、下枠板１１と左右の側枠板１２，１３の下部前面に固定される下部前面板１４は
、閉止時においてその上面に本体枠３が載置されるものであり、下部前面板１４の表面及
び側面は、装飾カバー板１５によって被覆されているが、装飾カバー板１５の裏面に、そ
の後端に弾性爪が形成される止着突起１６（図１２参照）が突設され、その止着突起１６
が下部前面板１４に貫通される止着穴１７に貫通させられることにより下部前面板１４に
取り付けられている。なお、外枠２の装飾カバー板１５の開放側の上面には、本体枠３の
閉止時に該本体枠３をスムーズに案内するための案内板１８が交換可能に装着されている
。
【００２６】
　ところで、本体枠３を開閉自在に軸支する構造として、上枠板１０と側枠板１２とを連
結する機能も兼用する上支持金具４５と下部前面板１４の一側上面に沿って取り付けられ
る下支持金具６６とが設けられている。上支持金具４５には、前方に突出している支持突
出片４６に該支持突出片４６の側方から先端中央部に向かって屈曲して形成された支持鉤
穴４７が形成されており、この支持鉤穴４７に本体枠３の後述する上軸支金具５０３の軸
支ピン５０４（図２５参照）が着脱自在に係合されるようになっている。
【００２７】
　また、下支持金具６６も前方に突出した形状に形成されているが、この突出した部分に
上向きに支持突起６８が突設され、この支持突起６８に本体枠３の後述する枠支持板５０
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６（図２６参照）に形成される支持穴が挿入される。したがって、外枠２に本体枠３を支
持するためには、下支持金具６６の支持突起６８に本体枠３の枠支持板５０６に形成され
る支持穴を係合させた後、本体枠３の上軸支金具５０３の軸支ピン５０４を支持鉤穴４７
に掛け止めることにより簡単に開閉自在に軸支することができる。
【００２８】
　また、上支持金具４５は、上枠板１０の軸支側の上面及び前面に凹状に形成される取付
段部４９に装着されるものであるが、その装着に際し、上支持金具４５に形成される複数
（図示の場合２個）の取付穴４８と取付段部４９に穿設される複数（図示の場合２個）の
取付穴５０とを一致させて取付ビス５１を上方から差し込み、上枠板１０の裏面から押し
当てられる挟持板５２に止着することにより上支持金具４５が上枠板１０に堅固に固定さ
れる。
【００２９】
　また、上支持金具４５の外側側方には、側枠板１２の外側に当接する垂下片部５３があ
り、その垂下片部５３にも取付穴が穿設され、この取付穴と前記取付穴３１とを止着ビス
３２で止着することにより、上支持金具４５と側枠板１２とを固定すると共に、上枠板１
０と側枠板１２とを上支持金具４５を介して連結している。
【００３０】
　一方、下支持金具６６は、前述したように側枠板１２の取付穴３３と垂直当接片７２の
取付穴６９とを一致させた状態で止着ビス３４で止着し、さらに、下支持金具６６の水平
面の中程に穿設される取付穴７０に取付ネジ７１を差し込むことにより、前記装飾カバー
板１５を介して前記下部前面板１４の上面に止着されるものである。
【００３１】
　上記のように構成される外枠２において、その構成部材である上枠板１０と下枠板１１
と側枠板１２、１３とを連結部材１９で連結することにより、連結部材１９が側枠板１２
、１３の内面に密着して止着されると共に連結部材１９と上枠板１０及び下枠板１１が係
合した状態で止着されるので、その組み付け強度が高く頑丈な方形状の枠組みとすること
ができる。上記した連結部材１９と上枠板１０及び下枠板１１との係合状態に加え、連結
部材１９の側枠板１２，１３への取り付けに際し、溝部２９に連結部材１９の一段下がっ
た左右の部分の一方の部分が嵌め込まれる構造であるため、連結部材１９の側枠板１２、
１３への取り付けが強固となり、これによっても方形状の枠組みの強度を向上することが
できると共にその位置決めを正確に行うことができる。
【００３２】
　また、連結部材１９によって上枠板１０、下枠板１１、側枠板１２、１３を連結した後
、上支持金具４５を所定の位置に取り付けたときに、図１１及び図１２に示すように、各
枠板１０，１１，１２，１３の外側面（外周面）から外側に突出する部材は存在しないの
で、パチンコ機１を図示しないパチンコ島台に設置する際に、隣接する装置（例えば、隣
接する玉貸器）と密着して取り付けることができる。また、下支持金具６６を取り付けた
ときにも、下部前面板１４の上面と下支持金具６６の上面とがほぼ同一平面となるように
なっている。
【００３３】
　〔扉枠〕
　次に、上記した本体枠３の前面側に開閉自在に設けられる扉枠５について、図１４～図
１９を参照して説明する。図１４は、扉枠５の正面図であり、図１５は、扉枠５の背面図
であり、図１６は、図１４に表示されるＡ－Ａ断面図であり、図１７は、図１４に表示さ
れるＢ－Ｂ断面図であり、図１８は、扉枠５の正面から見た分解斜視図であり、図１９は
、扉枠５の背面から見た分解斜視図である。
【００３４】
　図１４、図１５、図１８及び図１９に示すように、扉枠５は、方形状に形成される扉枠
本体１００の上部に縦長六角形状の遊技窓１０１が形成され、該遊技窓１０１の前面周囲
に扉レンズユニット１２０が取り付けられ、また、遊技窓１０１の下方の板状部の前面に
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扉枠本体１００に皿ユニット３００が設けられ、その皿ユニット３００の一側（開放側）
にハンドル装置４６０の操作ハンドル部４６１が突設固定されている。また、扉枠本体１
００の裏面には、遊技窓１０１の周囲に補強板金２１０が固定され、遊技窓１０１を閉塞
するようにガラスユニット２５０が取り付けられると共に、前記遊技窓１０１の下方の板
状部の裏面に、前記操作ハンドル部４６１に対応するジョイントユニット４８０、装着台
２８０、及び枠装飾中継基板２９０がそれぞれ取り付けられている。なお、ガラスユニッ
ト２５０の裏面下部には、防犯機能を有する防犯カバー２７０も装着されている。以下、
扉板５を構成する上記の各構成部材のより詳細な構造について説明する。
【００３５】
　＜扉枠本体＞
　図１８及び図１９に示すように、扉枠本体１００は、合成樹脂によって額縁状に形成さ
れ、前述したように上方部に縦長六角形状の遊技窓１０１が形成され、その遊技窓１０１
の下方が板状部となっている。遊技窓１０１の上部左右には、後述するスピーカ１６３を
貫通させる円形状のスピーカ用開口１０２が形成され、そのスピーカ用開口１０２の下方
に後述するガラスユニット２５０の止め片２５４を係止するための止めレバー１０８（図
１５参照）が回動自在に設けられている。なお、本実施の形態に係る遊技窓１０１は、従
来に比べて上下方向及び左右方向の寸法が大きくなった遊技盤４が取り付けられるため、
遊技窓１０１の上下方向及び左右方向の寸法も大きくなっている。このため、後述する扉
枠レンズユニット１２０の形状が従来一般的に知られているものと大きく相違する。
【００３６】
　一方、遊技窓１０１の下方の板状部には、軸支側上部に皿ユニット３００の賞球連絡樋
４５１が貫通する賞球通過口１０３が開設され、その斜め中央寄りに後述する側面開口蓋
４０６を脱着するための蓋用開口１０５が開設され、その蓋用開口１０５の開放側の隣接
する位置に球送りユニット２８７を装着するための球送り開口１０４が開設され、さらに
球送り開口１０４のさらに開放側寄りにシリンダー錠１０１０が貫通するための錠穴１０
６が開設されている。
【００３７】
　また、球送り開口１０４の下方の板状部の裏面側にジョイントユニット４８０を取り付
けるためのジョイントユニット装着凹部１０７が形成され、同じく下方の板状部の裏面側
の遊技窓１０１の下部左右にガラスユニット２５０の掛止突片２５５を掛け止めるための
係合受片（図示せず）が形成され、その係合受片の側方に防犯カバー２７０の後述する装
着弾性片２７３が装着される装着開口部１１０が形成されている。また、板状部の前面中
央には、前方に向って後述する皿ユニット３００の案内穴４５６（図１６参照）に挿入さ
れる係合突起１１１が形成されている。更に、扉枠本体１００の下辺は、後方に突出した
扉枠突片１１２となっており、後述するように、この扉枠突片１１２と本体枠３に形成さ
れる係合溝５８４、５８５とが扉枠５と本体枠３との下側辺部における外側の突条及び係
合部を構成するものである。
【００３８】
　＜扉レンズユニット＞
　次に、上記した扉枠本体１００の前面側の上部に取り付けられる扉レンズユニット１２
０の構成について説明する。扉レンズユニット１２０は、前面側を反射面とするリフレク
タと、リフレクタの前面及び内側に取り付けられる冷陰極管及びＬＥＤ基板と、リフレク
タの前方を覆う光透過性のあるレンズカバー１５０と、レンズカバー１５０に取り付けら
れるスピーカ１６３と、レンズカバー１５０のベースとなるレンズベース体１２１と、か
ら構成されている。
【００３９】
　レンズカバー１５０は、レンズベース体１２１における上レンズカバー部１５１と、側
方レンズカバー部１５６，１５７とが透過性の樹脂によって形成されている。そして、前
述したように扉枠本体１００に形成される遊技窓１０１の開口寸法が従来よりも大きく形
成されているため、扉枠本体１００の外周辺と遊技窓１０１の内周辺との間の寸法、換言
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するならば、レンズカバー１５０が取り付けられるための寸法（特に、左右両側部の寸法
）が狭くなっているため、本実施の形態におけるレンズカバー１５０は、上レンズカバー
部１５１と側方レンズカバー部１５６，１５７のすべての最大前方突出部において、その
基部寸法（扉枠本体１００に当接する部分の幅寸法）に対して前方に向って突出する突出
寸法が大きくなるような断面楔形状となっている。より詳細に説明すると、上レンズカバ
ー部１５１及び側方レンズカバー部１５６，１５７は、共に白色レンズ部として断面楔状
の前方膨出部が合成樹脂で成形され、その白色レンズ部の下部後端の遊技窓１０１を縁取
る内側に着色の異なる合成樹脂で成形された赤色レンズ部を連結して構成されるものであ
る。
【００４０】
　ところで、上レンズカバー部１５１は、内部が空洞で後方が開放した断面楔状に形成さ
れると共に平面視においてブーメラン形状に構成されるものであり、前述した「く」字状
に形成される上冷陰極管とその楔状の先端部内面との距離が近くなるように形成されてい
る。そして、上レンズカバー部１５１の楔状先端部外側には、銀色に着色された不透明な
先頭モール部材１５４が固着されており、上レンズカバー部１５１のほぼ全体に相当する
断面楔状の前方膨出面を上冷陰極管で照明している。また、側方レンズカバー部１５６、
１５７は、内部が空洞で後方が開放して断面楔状に形成される点で上レンズカバー部１５
１と同様であるが、側方視において楔状の突出量が上レンズカバー部１５１に比べて少な
く、また全体としてなだらかな曲線を有するブーメラン形状に構成されるものであり、前
述した直線状に形成される側方冷陰極管とその楔状の先端部内面との距離が近くなるよう
に形成されている。
【００４１】
　また、本実施の形態において、扉枠５の前面周囲を装飾する照明手段として冷陰極管を
使用している理由は、以下の通りである。扉枠５の前面周囲を装飾する際に、発光源とそ
の発光源の前面に配置されるレンズカバーの距離をあまり大きく取ることができないとい
う制約がある。この制約は、扉枠５は常に開閉されるため、あまり突出量を大きくすると
、開放時における作業等に支障を来たすおそれがあるからである。しかして、発光源とレ
ンズカバーとの間の距離があまりとれない状況において、従来のように、発光源として、
ランプやＬＥＤを点在させた場合に、レンズカバーを通して視認できる光装飾は、連続し
た状態の光装飾が視認できるものではなく光が強い部分と弱い部分との斑模様に視認でき
るに過ぎない。これに対し、本実施の形態のように、発光源として連続した冷陰極管を使
用した場合に、冷陰極管とレンズカバー１５０との距離が短くても、レンズカバー１５０
を通して視認できる光装飾は、連続した状態の美しい光装飾が視認できるものである。こ
のため、正に遊技盤４を囲む領域が連続した美しい光装飾により縁取られた状態となるの
で、従来のパチンコ遊技機にはない装飾効果を奏することができる。なお、発光源とレン
ズカバーとの距離をある程度とることができる場合には、ＬＥＤ等の点在する発光源を使
用しても光が拡散してレンズカバーの全域をあまり強弱がなく照明することができる。
【００４２】
　更に、レンズカバー１５０の側方レンズカバー部１５６，１５７の下方に装飾部材取付
領域１８４が形成され、その装飾部材取付領域１８４に装飾部材１８５が取り付けられて
いる。この装飾部材１８５は、上記したスピーカカバー１６５と類似した形状にして、レ
ンズカバー１５０を扉枠本体１００の表面に取り付けたときに、レンズカバー１５０の上
部左右と下部左右とがバランスのとれた印象を与えるために取り付けられるものである。
なお、上記したスピーカカバー１６５及び装飾部材１８５は、上記したように単にスピー
カ１６３の前方を覆ったり、あるいはレンズカバー１５０の下部を装飾したりするだけで
はなく、その周囲がＬＥＤで光装飾される構造となっている。
【００４３】
　以上、詳述したように、本実施の形態に係るスピーカカバー１６５及び装飾部材１８５
は、扉枠５の遊技窓１０１を囲む領域において、前述した冷陰極管及びＬＥＤ基板による
光装飾とは別に四隅を重点的に光装飾するように構成されているので、遊技窓１０１の下
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辺を除く全周が漫然と光によって装飾されるのではなく、強弱のある光装飾とすることが
できる。特に、扉枠５の左右上部における光装飾は、従来、スピーカだけが配置される傾
向が強く、そのスピーカ周りの光装飾が行われないため遊技窓１０１の外周周りの光装飾
に斑がある印象を与えていたが、本実施の形態のように構成することにより、遊技窓１０
１の下辺を除く全周を効果的に光装飾できるものである。
【００４４】
　＜補強板金＞
　扉枠本体１００の前面側には、上記した扉レンズユニット１２０が取り付けられると共
にその下方に皿ユニット３００が取り付けられる。ここで、皿ユニット３００の構造を説
明する前に、扉枠本体１００の裏面側に取り付けられる補強板金２１０、ガラスユニット
２５０、防犯カバー２７０、装着台２８０、枠装飾中継基板２９０、ハンドル装置４６０
について順次説明する。まず、補強板金２１０について主として図１８、図１９及び図１
５～図１７を参照して説明する。
【００４５】
　補強板金２１０は、図１８及び図１９に示すように、扉枠本体１００の上辺部裏面に沿
って取り付けられる上側補強板金２１１と、扉枠本体１００の軸支側辺部裏面に沿って取
り付けられる軸支側補強板金２１２と、扉枠本体１００の開放側辺部裏面に沿って取り付
けられる開放側補強板金２１３と、扉枠本体１００の遊技窓１０１の下辺裏面に沿って取
り付けられる下側補強板金２１４と、が相互にビス等で締着されて方形状に構成されるも
のである。
【００４６】
　図１８に示すように、軸支側補強板金２１２の上下端部には、その上面に上下方向に摺
動自在に設けられる軸ピン２１９を有する上軸支部２１８と、その下面に軸ピン２２１（
図１５参照）を有する下軸支部２２０と、が一体的に形成されている。そして、上下の軸
ピン２１９，２２１が本体枠３の軸支側上下に形成される上軸支金具５０３及び下軸支金
具５０９に軸支されることにより、扉枠５が本体枠３に対して開閉自在に設けられるもの
である。
【００４７】
　下側補強板金２１４は、所定幅を有して扉枠本体１００の横幅寸法とほぼ同じ長さに形
成され、その長辺の両端縁のうち下方長辺端縁が後方に向って折曲した下折曲突片２２９
となっており、上方長辺端縁の両側部が後方に向って折曲した上折曲突片２３０となって
いるものの、その両側部の上折曲突片２３０に挟まれる部分が垂直方向に延設される垂直
折曲突片２３１となっている。下折曲突片２２９の突出量はあまり大きくなく、この下折
曲突片２２９が溝部や凹部と係合して凹凸係合をなすものではなく、強度を高めるために
形成されているのに対し、両側部の上折曲突片２３０の突出量は下折曲突片２２９の突出
量よりもやや大きく下方からの不正具の侵入を多少防止するが、むしろ、本実施の形態に
おける下側補強板金２１４の構成で最も特徴的な構成は、垂直折曲突片２３１である。
【００４８】
　この垂直折曲突片２３１は、その上端縁形状が後述するガラスユニット２５０のユニッ
ト枠２５１の下端形状に合致するように凹状に形成され、ガラスユニット２５０を扉枠５
の裏面側に固定したときに、垂直折曲突片２３１の上端片がガラスユニット２５０のユニ
ット枠２５１の幅方向のほぼ中央の外周に沿って形成される係合溝２６１に係合するよう
になっている（図１７参照）。なお、下側補強板金２１４には、扉枠本体１００に形成さ
れる賞球通過口１０３の底面を除く外周を保護する賞球通過口被覆部２２８が形成されて
いる。
【００４９】
　＜ガラスユニット（透明板ユニット）＞
　次に、扉枠５の裏面に取り付けられる透明板ユニットとしてのガラスユニット２５０に
ついて説明する。ガラスユニット２５０は、図１８及び図１９に示すように、遊技窓１０
１よりも大きな開口を有する合成樹脂で成型した環状の縦長八角形状のユニット枠２５１
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と、ユニット枠２５１の開口の外周前後面に２枚の透明板としてのガラス板２６２（ガラ
ス板でなくても透明な合成樹脂板でもよい。）を（ホットメルト系接着剤で）接着するこ
とにより構成されるものである。なお、図示は省略するが、ユニット枠２５１には、内部
に乾燥剤を封入する乾燥剤封入空間部が形成されている。
【００５０】
　＜防犯カバー＞
　次に、上記したガラスユニット２５０の下部裏面を被覆して遊技盤４への不正具の侵入
を防ぐ防犯機能が付与された防犯カバー２７０について、主として図１５、図１７、図１
８、及び図１９を参照して説明する。防犯カバー２７０は、図示するように、透明な合成
樹脂によって左右の補強板金２１２，２１３の間のガラスユニット２５０の下方部を覆う
ような平板状に形成され、その上辺部が遊技盤４の内レール６０３の下方円弧面に沿った
円弧状の当接凹部２７１として形成されていると共に、その当接凹部２７１に沿って後方
に向って防犯後突片２７４が突設されている。また、防犯カバー２７０を取り付けた状態
で軸支側裏面には、防犯後端部突片２７５が斜め状に突設形成されている。一方、防犯カ
バー２７０の前面には、防犯カバー２７０を取り付けた状態で前記ガラスユニット２５０
のユニット枠２５１の下方形状に沿った防犯前突片２７２が突設されると共に、下部両端
にＵ字状に形成される装着弾性片２７３が前方に向けて突設形成されている。
【００５１】
　上記のように構成される防犯カバー２７０は、装着弾性片２７３を扉枠本体１００に形
成される装着開口部１１０に装着することにより、扉枠５の裏面側に着脱自在に取り付け
られる。そして、取り付けた状態では、図１７に示すように、防犯前突片２７２がガラス
ユニット２５０のユニット枠２５１の後方下片面と対面するようになっている。また、防
犯前突片２７２の前端は、垂直折曲突片２３１と当接している。また、防犯後突片２７４
及び防犯後端部突片２７５は、後方へ突出した状態となっているが、扉枠５を閉じたとき
に、防犯後突片２７４の軸支側の半分は、遊技盤４に固定される内レール６０３の下側面
に侵入して対面した状態となるが、防犯後突片２７４の開放側の半分は、前構成部材６０
１の内レール６０３に形成されたレール防犯溝６０７に挿入された状態となり、また、防
犯後端部突片２７５は、本体枠３の軸支側に形成される前記防犯突起６０８の上面に沿っ
て重合状の位置となる（図３０参照）。
【００５２】
　しかして、防犯カバー２７０を取り付けて扉枠５を閉じた状態においては、前述した扉
枠突片１１２と係合溝５８４，５８５とによる防犯構造、及び後述する防犯突片２８５と
防犯空間５８６とによる防犯構造に加えて、ガラスユニット２５０の下方から不正具を侵
入させようとしても、防犯前突片２７２とユニット枠２５１との重合により、防犯カバー
２７０の前面下方方向からの不正具の侵入が防止され、防犯後突片２７４と前構成部材６
０１を構成する内レール６０３との重合により、防犯カバー２７０の後面下方方向からの
不正具の侵入が防止される。特に、扉枠５の軸支側の斜め下方からの不正具の侵入に対し
ては、防犯突起６０８と防犯後端部突片２７５との重合構造によって外レール６０２への
不正具の侵入が阻止され、さらに内レール６０３と防犯後突片２７４との重合構造によっ
て遊技盤４の遊技領域６０５への不正具の侵入を阻止することができる。同様に、扉枠５
の開放側の斜め下方からの不正具の侵入に対しては、前述した開放側補強板金２１３の二
重の折曲突片２２３，２２５による防犯構造に加えて、レール防犯溝６０７と防犯後突片
２７４との凹凸係合によりさらに遊技盤４の遊技領域６０５への不正具の侵入を阻止する
ことができる。なお、防犯カバー２７０の裏面側の防犯後突片２７４と防犯後端部突片２
７５との間の垂直面は、扉枠５を閉じた状態で外レール６０２と内レール６０３とで形成
される打球の誘導通路の前面下方部分を覆うものであるため、当該誘導通路部分を飛送若
しくは逆送する打球のガラス板２６２への衝突を防止する機能も有している。
【００５３】
　＜装着台＞
　装着台２８０は、図１５、図１８及び図１９に示すように、扉枠本体１００の板部裏面
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の上半分を覆うように取り付けられるものであり、防犯カバー２７０と同様に透明な合成
樹脂によって前方が開放した横長直方体状に形成されるものである。この装着台２８０は
、発射レール５１５から発射された球をスムーズに遊技盤４に導くために、扉枠５を閉め
たときに装着台２８０の後面と本体枠３の板部５１１とによって発射レール５１５を挟持
するように形成されるものであり、このため、装着台２８０の後面に球飛送誘導面２８６
が形成されている。ところで、本実施の形態に係る装着台２８０には、その軸支側上部に
下側補強板金２１４に形成される賞球通過口被覆部２２８の後方突出部を貫通させる賞球
通過口用開口２８１が形成され、その開放側下部に球送りユニット２８７を取り付ける球
送りユニット取付凹部２８２が形成されている。この球送りユニット取付凹部２８２から
斜め方向の領域が球飛送誘導面２８６となっている。また、球送りユニット取付凹部２８
２に取り付けられる球送りユニット２８７は、後述する打球発射装置６５０の打球槌６８
７の往復動差に対応して揺動する球送り部材が設けられ、この球送り部材の揺動動作によ
って皿ユニット３００の誘導通路部の流下端にある球を発射レール５１５の発射位置に１
個ずつ供給するものである。また、装着台２８０の中程下部に後述する側面開口蓋４０６
を取り外す際に指を入れることができる蓋用開口２８３が形成されている。更に、装着台
２８０の上辺の一部に垂直に立設される立壁２８４が形成されている。この立壁２８４は
、図１５に示すように、前記防犯カバー２７０を取り付けたときに、該防犯カバー２７０
の前面と当接して防犯カバー２７０の下部が前方に移動しないように規制するためのもの
である。
【００５４】
　更に、本実施の形態に係る装着台２８０の特徴は、上述した球飛送誘導面２８６の下方
から賞球通過口用開口２８１にかけて斜め状に防犯突片２８５が後方に向って突設される
構造である。この防犯突片２８５は、前述したように、本体枠３の板部５１１に形成され
る防犯空間５８６との間で、扉枠５と本体枠３との下側辺部における内側の突条及び係合
部を構成するものである。
【００５５】
　＜枠装飾中継基板＞
　上記した装着台２８０の下部の軸支側には、図１５及び図１８に示すように、枠装飾中
継基板２９０が取り付けられ、その枠装飾中継基板２９０の後面を覆う中継基板カバー２
９１が取り付けられている。この枠装飾中継基板２９０は、扉枠５に設けられる電飾部品
や電気部品（冷陰極管、ＬＥＤ基板、スピーカ１６３、操作ハンドル部４６１内に設けら
れるスイッチ、貸球ユニット３２７、操作ボタンユニット３２９等）からの配線が集約し
て接続され、その枠装飾中継基板２９０からの配線が本体枠３の裏面に取り付けられる基
板ユニット１１００に組み込まれる扉中継基板１１０２等を介しての賞球払出制御基板１
１８６や遊技盤４に取り付けられる主制御基板ボックス６２４の主制御基板１３５０（図
７８及び図１３１を参照）に接続されている。
【００５６】
　＜皿ユニット＞
　次に、主として図１４、図１８及び図１９を参照して皿ユニット３００の構成について
説明する。皿ユニット３００は、大きく分けて外観を構成するユニット枠３０１と、ユニ
ット枠３０１の内部に取り付けられる下部スピーカユニット３４０と、下部スピーカユニ
ット３４０の上部に配置されかつ前記ユニット枠３０１の上面に臨むように設けられる皿
体３８０と、皿体３８０に設けられる第二球抜弁の球抜き動作をするための第二球抜きリ
ンクユニット（図示せず）と、ユニット枠３０１の後面を閉塞する皿蓋板４５０と、から
構成されている。
【００５７】
　ユニット枠３０１には、貸球ユニット３２７が備えられている。この貸球ユニット３２
７は、パチンコ機１に隣接して球貸し機が設けられている場合に、貸出指令を導出するス
イッチや貸出残表示器等が設けられるものである。また、ユニット枠３０１には、上面の
前方中央に操作ボタンユニット３２９が備えられている。なお、操作ボタンユニット３２
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９は、複数（図示の場合は３個）の押ボタン３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃを有して構成
されているが、この複数の操作ボタン３３０は、遊技盤４に設けられる液晶表示装置６４
０等で行われる遊技内容に遊技者が参加する際に操作されるものである。
【００５８】
　更に、皿ユニット３００には、ユニット枠３０１の上面右側に、第一球抜ボタン３１６
が配置されていると共に、ユニット枠３０１の中央下部に、第二球抜リンクユニットの一
部を構成する第二球抜ボタン４２１が配置されている。なお、本実施の形態において、第
一球抜ボタン３１６と第二球抜ボタン４２１の２つの球抜ボタン３１６，４２１を設けた
のは、第一球抜ボタン３１６の操作によって、皿体３８０の貯留部３８１及び誘導通路部
に貯留されているすべての球を球抜きすることができるものの、その球抜動作は、誘導通
路部３８２で一列状に整列された球を球抜するために多少時間がかかるのに対し、第二球
抜ボタン４２１の操作によって、皿体３８０の貯留部３８１から上流側の球を径の大きな
第二球抜開口から素早く球抜することができるため、球抜時間を短くすることができる。
このため、遊技者が球抜きにかける時間の長短を選択することができるものである。
【００５９】
　また、遊技中に大当りとなった場合に皿ユニット３００に大量の球が払出されることに
なり、これを放置して遊技を継続すると皿ユニット３００の上流側に設けられる満タンス
イッチ９１６（図５７参照）が機能して払出動作が停止されたり弾発動作が停止されて大
当り中であるにもかかわらず遊技が継続できなくなるおそれがあり、このような場合に、
第二球抜ボタン４２１の操作を行うことにより、皿ユニット３００に貯留されつつある球
を球抜すると同時に発射位置への球の供給を維持して大当り中の遊技を継続することがで
きるようになっている。
【００６０】
　＜ハンドル装置＞
　次に、扉枠５の開放側下部に取り付けられるハンドル装置４６０について、主に図１８
、図１９及び図２０を参照して説明する。図２０は、ハンドル装置４６０と本体枠３に設
けられる打球発射装置６５０との関係を示す斜視図である。ハンドル装置４６０は、扉枠
５の開放側下部前面に設けられる操作ハンドル部４６１と、操作ハンドル部４６１に対応
する扉枠５の裏面に組み付けられて操作ハンドル部４６１の回動操作に応じて回転する回
転軸４６５と連携されかつ回転軸４６５の回転運動をスライド運動に変化させるジョイン
トユニット４８０と、から構成されている。
【００６１】
　このハンドル装置４６０には、図示は省略するが、操作ハンドル部４６１を回転操作す
るとＯＮとなるマイクロスイッチと、マイクロスイッチがＯＮとなっている状態で押圧操
作するとマイクロスイッチがＯＦＦ状態となる単発ボタンと、操作ハンドル部４６１の外
周表面に施された導電性のメッキを介して遊技者の操作ハンドル部４６１への接触を検知
するタッチセンサとを備えている。そして、遊技者が操作ハンドル部４６１を回動してマ
イクロスイッチがＯＮとなりかつタッチセンサが接触を検出しているときに打球発射装置
６５０の後述する発射モータ６９５（図３７参照）が回転駆動されるようになっている。
また、回転軸４６５の先端には、勾玉状に形成されたカムが固定されており、このカムが
回転することで、ジョイントユニット４８０のスライド突片４９２が左右方向に移動する
ようになっている。
【００６２】
　このジョイントユニット４８０のスライド突片４９２のスライド移動が、図２０に示す
ように、打球発射装置６５０のスライド部材７１０に伝達されて打球発射装置６５０の付
勢バネ６８４（図３７参照）の張力を調節し、もって打球槌６８７の付勢力の強弱を調整
して遊技者の望む打球の弾発力を得ることができる。なお、ハンドル装置４６０と打球発
射装置６５０との関係については、打球発射装置６５０についての説明の後で詳細に説明
する。
【００６３】
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　〔本体枠〕
　次に、遊技盤４が前面側から着脱自在に装着し得ると共に、打球発射装置６５０と、賞
球を払い出すための賞球タンク７２０とタンクレール部材７４０と球通路ユニット７７０
と賞球ユニット８００（本発明の払出ユニットに相当）と満タンユニット９００と、外枠
２に対する本体枠３の施錠及び本体枠３に対する扉枠５の施錠を行う錠装置１０００と、
遊技盤４を除く扉枠５や本体枠３に設けられる電気的部品を制御するための各種の制御基
板や電源基板等が一纏めに設けられている基板ユニット１１００と、後面開口５８０を覆
うカバー体１２５０と、等の各種の部品が本体枠主体５００に装着されることにより構成
される本体枠３について、図面を参照して説明する。
【００６４】
　まず、図２１～図２９を参照して、上記した各種の部品が装着される本体枠主体５００
及び各種の部品が装着された本体枠３について説明する。図２１は、部品を取り付ける前
の本体枠主体５００の正面図であり、図２２は、部品を取り付ける前の本体枠主体５００
の背面図であり、図２３は、部品を取り付ける前の本体枠主体５００の側面図であり、図
２４は、部品を取り付ける前の本体枠主体５００の背面から見た斜視図であり、図２５は
、部品を取り付けた本体枠３の前方から見た斜視図であり、図２６は、部品を取り付けた
本体枠３を外枠２に軸支した状態を前方から見た斜視図であり、図２７は、部品を取り付
けた本体枠３の背面図であり、図２８は、部品を取り付けた本体枠３の背面から見た斜視
図であり、図２９は、パチンコ機１の中程（主制御基板ボックス６２４部分）の水平線で
切断したパチンコ遊技機の断面平面図である。
【００６５】
　図２１において、本体枠主体５００の一側上下には、本体枠３を外枠２に開閉軸支する
ための上軸支金具５０３及び下軸支金具５０９（共に図２５参照）を取り付けるための軸
支金具取付段部５０１，５０２が形成され、この軸支金具取付段部５０１，５０２に上軸
支金具５０３及び下軸支金具５０９を取り付けた状態では、本体枠主体５００の上辺及び
側辺が上軸支金具５０３の上辺及び側辺とほぼ同一平面状となり、本体枠主体５００の下
辺及び側辺が下軸支金具５０９の下辺及び側辺とほぼ同一平面状となっている（図２７参
照）。ここで、上軸支金具５０３と下軸支金具５０９について図２５と図２７を参照して
説明する。上軸支金具５０３は、本体枠主体５００の裏面に取付部を有すると共にその上
端辺が前方に突出し、その前方に突出した上面に軸支ピン５０４が立設固定され、その軸
支ピン５０４の側方に扉軸支穴５０５が穿設されている。一方、下軸支金具５０９は、本
体枠主体５００の裏面に取付部を有すると共にその下端辺及びやや上部に２つの支持板５
０６，５０７が一体的に突設されている。下方に位置する支持板５０６は、本体枠３を外
枠２の下支持金具６６に支持するための枠支持板５０６を構成するものであり、上方に位
置する支持板５０７は、扉枠５の下軸支部２２０を本体枠３に支持するための扉支持板５
０７を構成するものである。このため、枠支持板５０６に外枠２の下支持金具６６の支持
突起６８を挿入するための軸支穴（図示しない）が形成され、扉支持板５０７に扉枠５の
下軸支部２２０に突設される軸ピン２２１を挿入するための軸支穴５０８が穿設されてい
る。
【００６６】
　ところで、本体枠主体５００は、正面から見た場合に、長方形状に形成され、その上部
の約３／４が遊技盤４を設置するための遊技盤設置凹部５１０（図２５参照）となってお
り、その遊技盤設置凹部５１０の下方のやや奥まった領域が板部５１１となっている。ま
た、遊技盤設置凹部５１０を囲む前面側の前面上辺部及び前面開放側辺部は、扉枠５の裏
面と対面するように所定幅を有して形成されており、前面上辺部には、横方向に平行状に
突設される突起によって上部防犯二重溝５８１が形成され、正面から見て右側の前面開放
側辺部には、外側に側部防犯溝５８２が形成されると共に内側に後端が第一側面壁５４０
に接続される傾斜面となっている内壁によって形成される防犯凹部５８３が形成され、正
面から見て左側の前面軸支側辺部は、前面上辺部や前面開放側辺部と異なり扉枠５の裏面
と対面する所定幅を有するように形成されていないが、本体枠主体５００の前面軸支側辺
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部が前面上辺部や前面開放側面部に比べて前方への突出量が多い軸支辺部５８７となって
いる。
【００６７】
　より詳細に説明すると、前面上辺部に形成される上部防犯二重溝５８１は、扉枠５の上
辺部裏面に取付固定される上側補強板金２１１の両長辺端を後方に向って折曲される折曲
突片２１５，２１６がそれぞれ挿入されるようになっているものである。また、前面開放
側辺部に形成される側部防犯溝５８２及び防犯凹部５８３は、扉枠５の開放部裏面に取付
固定される開放側補強板金２１３の両長辺端を後方に向って折曲される開放側外折曲突片
２２３及び開放側内折曲突片２２５がそれぞれ挿入されるようになっているものである。
更に、前面軸支側辺部の軸支辺部５８７には、扉枠５の軸支側裏面に取付固定される軸支
側補強板金２１２の軸支側Ｌ字状折曲突片２１７の先端部が当接するようになっている。
そして、上記した構造によって扉枠５と本体枠３との当接面の隙間からピアノ線等の不正
具を挿入する不正行為を防止することができ、特に、最も不正行為が行われやすい開放側
辺部や次いで不正行為が行われやすい上辺部における不正行為の防止をはかることができ
る構造となっている。もちろん、軸支側における軸支側補強板金２１２と軸支側Ｌ字状折
曲突片２１７との当接による不正行為の防止も充分に機能するが、多くの場合、軸支側は
、頑丈な支持金具４５，６６と軸支金具５０３，５０９とで本体枠３と扉枠５とが連結さ
れているため、上辺部及び開放側辺部に比べて本体枠３と扉枠５との間に隙間が作り難い
。このため、本実施の形態においては、二重の防犯構造ではなく、一重の防犯構造として
いる。これらの点については、後に詳述する。
【００６８】
　また、遊技盤設置凹部５１０を囲む前面側の前面上辺部、前面開放側辺部、及び前面軸
支側辺部には、上記した構成以外に前面開放側辺部の上部、中間部、下部に本体枠３の開
放側裏面に取り付けられる後述する錠装置１０００に設けられる扉用フック部１０４１（
図６７参照）を貫通させて前方に飛び出させるための扉用フック穴５４９が開設されてお
り、また、前面軸支側辺部の内側面に遊技盤４に形成される位置決め凹部６１１と係合す
るための盤位置決め突起５７６が設けられている。更に、前面軸支側辺部の盤位置決め突
起５７６のやや下方位置の内側前方面に、扉枠５を閉じた状態で軸支側補強板金２１２の
軸支側Ｌ字状折曲突片２１７の先端が挿入される上下２つの規制突起５７７が突設されて
いる。この規制突起５７７の作用については前述した通りである。また、図２１に示すよ
うに、開放側の平面部分と遊技盤設置凹部５１０との境目の上下に遊技盤４に設けられる
遊技盤止め具６１４の端部が係合される盤止め具挿入穴５７８が形成されている。
【００６９】
　次に、板部５１１の構成について図２１～図２６を参照して説明する。板部５１１の上
面は、遊技盤４を載置するための遊技盤載置部５１２となっており、その遊技盤載置部５
１２のほぼ中央に、当該載置部５１２に遊技盤４を載置したときに遊技盤４に形成される
アウト口６０６（図３０参照）の下面を支持する通路支持突起５１３が突設されている。
また、図２１に示すように、板部５１１の前面の中央部から開放側の端部に向かってレー
ル取付ボス５１４が所定間隔を置いて突設され、このレール取付ボス５１４に発射レール
５１５（図２５参照）がビス止め固定されている。また、発射レール５１５の先端位置に
対応する板部５１１の前面には、レール接続部材５１６が突設され、遊技盤設置凹部５１
０に遊技盤４が設置されたときに、遊技盤４の内レール６０３の下流端である接続通路部
６０９（図３０参照）と隣接するようになっている。また、レール接続部材５１６の側方
位置（発射レール５１５と反対側の位置）には、遊技盤４の下部を固定するための楕円形
状の遊技盤固定具５１９（図２５参照）の上端部を取り付けるための固定具取付ボス５１
７が突設され、その斜め下方にストッパー５１８が突設されている。即ち、遊技盤固定具
５１９は、固定具取付ボス５１７を中心にして回転自在に設けられ、前記遊技盤載置部５
１２に遊技盤４が載置された状態で時計方向に回動して遊技盤固定具５１９を遊技盤４の
前面に押圧して遊技盤４を固定するものである。また、遊技盤を取り外す場合には、遊技
盤固定具５１９を反時計方向に回して取り外すことにより、簡単に行うことができる。
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　この場合、遊技盤固定具５１９はストッパー５１８により反時計方向の余分な回転がで
きないようになっている。
【００７０】
　また、板部５１１の開放側下部は、手前側に膨出状に突設された（裏面から見れば凹状
となっている）直方体状の発射装置取付部５２０が形成されており、この発射装置取付部
５２０に本体枠主体５００の裏面から打球発射装置６５０が固定されている。この点につ
いては、後に詳述する。上記した発射装置取付部５２０の前面壁部分には、前述したジョ
イントユニット４８０のスライド突片４９２と連携されるスライド部材７１０（図４１参
照）が収納されるハンドル連結窓５２２が形成され、該ハンドル連結窓５２２の隣接する
位置に打球槌６８７の軸受６８９（図３７参照）の端面が臨む軸用穴５２３が開設されて
いる。また、発射装置取付部５２０の上壁部分には、打球発射装置６５０の打球槌６８７
が上方に突出するための槌貫通開口５２１が切欠形成され、その槌貫通開口５２１の斜め
上方の板部５１１の前面に錠装置１０００のシリンダー錠１０１０が貫通するシリンダー
錠貫通穴５２６が開設されている。
【００７１】
　一方、板部５１１の裏面には、図２２に示すように、軸支側の上部から板部５１１の中
央部分に向けて延設された後下方に向かう球抜排出通路５２４が形成されている。この球
抜排出通路５２４は、後述する球抜接続通路８８０（図２５参照）から排出される球をパ
チンコ機１の下方から島の内部に排出するためのものである。また、上述した発射装置取
付部５２０の上方には、円柱状の案内突起５２５が後方に向かって突設され、この案内突
起５２５に後述する基板ユニット１１００の案内孔１２１２（図７３参照）が差し込まれ
て基板ユニット１１００の取付けを容易にしている。また、基板ユニット１１００をビス
で取り付けるための取付穴部５２７が板部５１１の左右上下に形成され、この取付穴部５
２７に基板ユニット１１００の取付片１１２２を対応させてビスで止着する。また、発射
装置取付部５２０の凹状の内部には、打球発射装置６５０を取り付けるための発射装置取
付ボス５２９が後方に向かって突設され、更に、開放側の最下端部には、図２４に示すよ
うに、本体枠３を外枠２に対して閉じる際に、装飾カバー板１５の上面に当接しながら本
体枠３の閉止動作を案内するために先端が先細状で縦長形状の案内突片５２８が後方に向
かって突設されている。
【００７２】
　板部５１１には、以上説明した構成以外に、図２４に示すように、軸支側の端部上面に
前記球抜排出通路５２４の上流端の開口である球抜接続開口５３０が形成されている。こ
の球抜接続開口５３０に球抜接続通路８８０の下流端が接続されるようになっている。ま
た、球抜接続開口５３０に隣接する部分は、後に詳述する満タンユニット９００（図２５
参照）を載置するための満タンユニット載置部５３１が板部５１１と直交するように水平
状に形成され、その満タンユニット載置部５３１の前方部分に満タンユニット９００の係
合片９２４（図５７参照）と係合するユニット係合溝５３２が形成されている。更に、図
２５に示すように、満タンユニット載置部５３１の前方の板部５１１の前面には、扉枠５
の開放時に満タンユニット９００の出口９２１から排出される賞球を堰き止める出口開閉
装置５７９が設けられている。この出口開閉装置５７９については、詳細に説明しないが
、扉枠５が閉じているときには、扉枠５の裏面に当接するレバーによって開閉板が下降し
た状態となっているが、扉板５が開放されるとレバーへの当接がなくなるため開閉板が上
昇して出口９２１を閉塞するものである。このため、扉枠５の開放時においても満タンユ
ニット９００内に貯留された賞球が出口９２１から零れ落ちることがない。また、図２５
に示すように、板部５１１の上端辺にそって形成される遊技盤載置部５１２であって発射
レール５１５の発射部の上方に対応する位置に上下方向に貫通する締結穴５３３を形成し
、その締結穴５３３の前方部分に締結バンド６１９を掛け止めるための締結連杆５３４が
差し渡されている。この締結連杆５３４は、本体枠３からの遊技盤４の取り外しを防止す
るための機構である。
【００７３】
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　次に、遊技盤設置凹部５１０の構成について説明する。遊技盤設置凹部５１０は、軸支
側の内側面及び上記した上辺部及び開放側の鍔面部から後方へ周設される第一側面壁５４
０と、該第一側面壁５４０から後方に周設される第二側面壁５４１と、該第二側面壁５４
１から後方に周設される第三側面壁５４２と、該第三側面壁５４２から後方に周設される
第四側面壁５４３、とにより、本体枠３の左右側辺及び上辺の後方部分が囲まれた凹状に
形成されているものである。なお、第一側面壁５４０～第四側面壁５４３は、背面から見
て上辺及び右辺（軸支側の辺）が段差をもって後方に真っ直ぐに延長されるように形成さ
れるのに対し、左辺（開放側の辺）が第一側面壁５４０から第四側面壁５４３に向かうに
したがって内側に傾斜する段差状（図２９参照）に形成される。これは、左辺（開放側の
辺）の第一側面壁５４０から第四側面壁５４３までを後方に真っ直ぐ形成したときに、本
体枠３を開放する際に、第四側面壁５４３の最後端部が外枠２の側枠板１３の内面と当接
してスムーズに開放できない場合があるため、開放側の第一側壁面５４０から第四側面壁
５４３までが内側傾斜状とすることによりスムーズに開放することができるようにしたも
のである。それと同時に開放側の第一側面壁５４０に沿って錠装置１０００が取り付けら
れるが、その取付けを第一側面壁５４０の後端辺に設けられる錠取付穴５４７（図６３参
照）を利用して行うため、その錠取付穴５４７を形成するためにも開放側の第一側面壁５
４０から第四側面壁５４３を傾斜段差状に形成したものである。更に、第一側面壁５４０
～第四側面壁５４３の段差の寸法も、第一側面壁５４０と第二側面壁５４１との段差は、
後述する遊技盤４の裏面の周辺と当接する必要があるため、ある程度大きな段差をもって
形成されるが、それ以外の段差は、極めて小さな段差となっている。もちろん、第二側面
壁５４１～第四側面壁５４３までは段差を形成することなく連続的に形成してもよい。
【００７４】
　そして、上記した側面壁５４０～５４３は、図２３に示すように、それぞれ奥行き幅寸
法ｄ１，ｄ２，ｄ３，ｄ４を有するように形成され、本実施の形態の場合、ｄ１＋ｄ２＋
ｄ３＋ｄ４＝約１３５ｍｍとなっている。特に、第一側面壁５４０の幅寸法ｄ１は、遊技
盤４の厚みに相当し、残りの第二側面壁５４１と第三側面壁５４２と第四側面壁５４３と
によって形成される空間に遊技盤４に設けられる各種の遊技装置の後方突出部分が収納さ
れるようになっている。つまり、第一側面壁５４０は、遊技盤４の厚さとほぼ同じ奥行寸
法を有する前側面壁を構成し、第二側面壁５４１～第四側面壁５４３は、遊技盤４の周辺
部裏面と当接する段差部を有して第一側面壁５４０から後方に向かってほぼ当該第一側面
壁５４０と平行状に延設されかつ遊技盤４に設けられる遊技装置の後方突出部を収納する
後側面壁を構成するものである。特に、本実施の形態の場合には、図５に示すように、第
二側面壁５４１～第四側面壁５４３のすべての部位の後方への突出量が、本体枠３の裏面
側上部に固定される賞球タンク７２０の球を貯留する貯留部７２８の後面壁７２２とほぼ
同じ位置となるように形成されている。これにより、遊技盤４の周辺部に対応する位置ま
で第二側面壁５４１と第三側面壁５４２と第四側面壁５４３とによって形成される空間の
大きさが確保されているので、例えば、遊技盤４のほぼ全域を液晶表示画面が占めるよう
な遊技装置が取り付けられている場合においても、そのような遊技装置の後方突出部分を
楽に収納することができるものである。
【００７５】
　また、図２２及び図２４に示すように、第四側面壁５４３の後端辺からは背面から見て
その左辺（開放側）、上辺及び右辺（軸支側）に、開放側後面壁５４４、上後面壁５４５
及び後面壁としての軸支側後面壁５４６がそれぞれパチンコ機の正面と平行となるように
内側に向かって突設されている。軸支側後面壁５４６は、その前面が平板状（図２１参照
）となっており、その後面に球払出機構を構成する後述の球通路ユニット７７０と賞球ユ
ニット８００とが着脱自在に取り付けられるようになっている。したがって、軸支側後面
壁５４６の内側への突出幅寸法は、球通路ユニット７７０と賞球ユニット８００とを取り
付ける幅があれば充分である。また、上後面壁５４５は、その前面が平板状（図２１参照
）となっており、その後面に後述するタンクレール部材７４０が取り付けられるため、そ
の下端辺が傾斜状に形成されている。したがって、上後面壁５４５の内側への突出幅は、
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傾斜状に取り付けられるタンクレール部材７４０の高さ幅寸法があれば充分である。更に
、開放側後面壁５４４には、その前面が平板状（図２１参照）となっており、その後面に
後述するカバー体１２５０を軸支するカバー体支持筒部５７５が形成されている。したが
って、開放側後面壁５４４の内側への突出幅寸法は、カバー体支持筒部５７５を形成する
幅寸法があれば充分である。
【００７６】
　上述したように、第四側面壁５４３の後端辺から内側に向かって突設される開放側後面
壁５４４、上後面壁５４５及び軸支側後面壁５４６の前面が平板状に形成され、この平板
状部分が遊技盤４の周辺部に対応するものであるため、上記したように、遊技盤４の周辺
部に対応する位置まで第二側面壁５４１と第三側面壁５４２と第四側面壁５４３とによっ
て形成される空間の大きさが確保されているので、例えば、遊技盤４のほぼ全域を液晶表
示画面が占めるような遊技装置が取り付けられている場合においても、そのような遊技装
置の後方突出部分を楽に収納することができるものである。なお、開放側後面壁５４４、
上後面壁５４５及び軸支側後面壁５４６の内側は、後面開口５８０となっており、この後
面開口５８０が後述するカバー体１２５０によって開閉自在に閉塞されるようになってい
る。
【００７７】
　なお、本実施の形態における第一側面壁５４０は、本発明の前側面壁に相当し、本例の
第二側面壁、第三側面壁、及び第四側面壁は、本発明の後側面壁に相当している。
【００７８】
　次に、遊技盤設置凹部５１０の更に詳細な構成について説明すると、前述したように、
開放側の平面部分には、錠装置１０００の扉枠用フック部１０４１が貫通する扉用フック
穴５４９が上中下の３箇所開設されているが、その上下の扉用フック穴５４９のさらに上
中下に錠装置１０００の後述する係止突起１００４が係合される錠係止穴５４８（図２２
参照）が形成されている。また、開放側の第一側面壁５４０に沿って錠装置１０００が取
り付けられるが、その取付けをビスで行うための錠取付穴５４７（図２２参照）が第一側
面壁５４０の後端部の上部と中程に形成されている。なお、錠装置１０００のビスによる
取付けは、上部と中程だけではなく、後述する錠取付片１００８に形成されるビス止め部
１００３と前記シリンダー錠貫通穴５２６の上方近傍に形成される錠取付穴５４７とを対
応させてビスで止着することにより、錠装置１０００の下方も取り付けられるようになっ
ている。
【００７９】
　また、図２４に示すように、第一側面壁５４０の上辺前方の左右には、本体枠３を外枠
２に対して閉止する際に、外枠２の上枠板１０の内周面と当接する案内円弧突起５５２が
突設され、第一側面壁５４０の後端辺中央に後述する賞球タンク７２０の切欠部７２９と
連通する逃げ凹部５５１が形成され、第一側面壁５４０と第二側面壁５４１と接続する垂
直面にタンク取付溝５５０が形成されている。そして、このタンク取付溝５５０に賞球タ
ンク７２０の取付鍔部７３３を取り付けたときには、図２８に示すように、賞球タンク７
２０の切欠部７２９が逃げ凹部５５１と連通して賞球タンク７２０内に貯留された球の球
圧が増加したときに圧抜きして球詰まりが発生しないように機能する。また、賞球タンク
７２０を本体枠３に取り付けたときには、平面視で賞球タンク７２０の正面側から見て奥
側の後面壁７２２と第四側面壁５４３の後端辺がほぼ一致（図５参照）するようになって
いる。なお、上記した案内円弧突起５５２は、本体枠３の上辺を外枠２の上枠板１０の内
周面と当接させることにより、本体枠３を持ち上げて本体枠３の下辺と装飾カバー板１５
との間に隙間を形成し、その隙間から不正器具を挿入するような不正行為を防止するため
のものである。
【００８０】
　また、前述した上後面壁５４５には、タンクレール部材７４０を取り付けるためのレー
ル係止溝５５３が後面開口５８０の開口縁に沿って形成されており、また、第四側面壁５
４３と上後面壁５４５の屈曲部にレール係止溝５５４が形成されている。そして、これら
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レール係止溝５５３，５５４にタンクレール部材７４０の係止突片７４９，７５０（図４
５参照）を係止させることにより、タンクレール部材７４０を本体枠３に取り付けること
ができる。また、タンクレール部材７４０を取り付けたときの下流側に対応する上後面壁
５４５の上部には、レール掛止弾性片５５５が形成され、レール係止溝５５３，５５４に
タンクレール部材７４０の係止突片７４９，７５０を係止させて、タンクレール部材７４
０を本体枠３に取り付けたときに、その係止状態が外れないようにレール掛止弾性片５５
５がタンクレール部材７４０の下流側上端の上から当接するようになっている。タンクレ
ール部材７４０を取り外すときには、レール掛止弾性片５５５を後方へ押圧しておいてか
らレール係止溝５５３，５５４と係止突片７４９，７５０との係止状態を解除すべくタン
クレール部材７４０を上方に持ち上げればよい。また、レール掛止弾性片５５５の側方に
逃げ穴５５６が穿設され、レール掛止弾性片５５５の下方にアース線接続具５５７形成さ
れている。逃げ穴５５６は、タンクレール部材７４０に設けられる整列歯車７４７の軸ピ
ン７４８の端部を逃がすために穿設されるものであり、また、アース接続具２０７は、タ
ンクレール部材７４０の内部に貼着される金属製の導電板（図示しない）に接触している
と共に、電源基板に設けられるアース用コネクタに接続される配線が接続されるものであ
る。
【００８１】
　また、軸支側後面壁５４６には、図２２及び図２４に示すように、軸支側後面壁５４６
の左右両端に垂直状の立壁５６０を立設し、その立壁５６０の間に球通路ユニット７７０
と賞球ユニット８００とが取り付けられる。また、左右の立壁５６０の間の最上流部から
中流部よりやや上方まで賞球案内突起５６１が屈曲状に突設されている。この賞球案内突
起５６１は、軸支側後面壁５４６にその突出高さが下流側に向かって徐々に低くなるよう
に後方に向かって突設され、後述する球通路ユニット７７０を取り付けたときに、該球通
路ユニット７７０の球落下通路７７２（図５０参照）に対応するもので、賞球を一列状に
誘導するものである。また、賞球案内突起５６１の左右には、球通路ユニット７７０をビ
スで止着するための通路ユニット取付ボス５６２、及び位置決めするための位置決めピン
５７４が突設されると共に、後述する球切れスイッチ７７８（図５０参照）に対面するス
イッチ対応突起５６３が突設されている。通路ユニット取付ボス５６２及び位置決めピン
５７４については、後に詳述する。
【００８２】
　更に、左右の立壁５６０の中流部から下流部にかけて賞球ユニット８００の係合部とし
ての鉤状係合部８２４（図５２参照）と係合する係止部としての係合突片５６５と、賞球
ユニット８００のボタン挿通係合穴８２１（図５２参照）と係合するロック用弾性爪５６
４と、が形成されると共に、賞球ユニット８００のスプロケット８０７の回転軸８０８（
図５２参照）の端部が受け入れられる逃げ穴５６６が形成されている。また、軸支側後面
壁５４６の下方には、払出モータ用逃げ開口部５７２が形成されており、この払出モータ
用逃げ開口部５７２に賞球ユニット８００の駆動モータとしての払出モータ８１５が臨む
ようになっている（図２５参照）。そして、賞球ユニット８００は、軸支側後面壁５４６
の裏面最下端に形成される係止溝５７３のその下端を係止して前記係合突片５６５及びロ
ック用弾性爪５６４によって軸支側後面壁５４６に着脱自在に取り付けられるようになっ
ている。この着脱自在の構成については、後に詳述する。
【００８３】
　また、軸支側後面壁５４６の開放側の端部には、そのカバー体１２５０の開放側の端辺
が入り込むカバー体当接溝５６７が形成されていると共に、該カバー体当接溝５６７の下
方に施錠壁５６９が突設されている。カバー体当接溝５６７には、カバー体１２５０の止
め穴１２５３（図２８参照）に対応する止め穴５６８が形成されており、これら止め穴１
２５３，５６８を一致させて図示しないビスで止着することにより、カバー体１２５０に
よって本体枠３の後面開口５８０を閉塞固定することができるようになっている。また、
施錠壁５６９には、平面視Ｕ字状の施錠用突出鉤片５７０が突設され、本体枠３に対して
カバー体１２５０を閉じた状態で施錠用突出鉤片５７０をカバー体１２５０に形成される
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貫通穴１２５４（図２８参照）を貫通させ、例えば、南京錠等の錠を施錠用突出鉤片５７
０に掛け止めることにより、南京錠の鍵を有する責任者しかカバー体１２５０を開放する
ことができないようにすることができる。
【００８４】
　以上、遊技盤設置凹部５１０及び板部５１１とからなる本体枠主体５００の構成につい
て説明してきたが、上記に説明した以外に、板部５１１の最下端辺部に、扉枠５を閉じた
ときに、扉枠本体１００の下辺を後方に向けて折曲した扉枠突片１１２，１１３（図１９
参照）が挿入される係合溝５８４，５８５（図２１参照）が形成されている。係合溝５８
４は、前述した発射装置取付部５２０の下方に形成される溝であり、係合溝５８５は、前
記係合溝５８４の一端から軸支側に向って形成される溝である。なお、係合溝５８５に対
応する扉枠突片１１２は、係合溝５８４に対応する扉枠突片１１３の突出量よりも大きく
なるように後方に向って突設されている。ただし、開放端下部には、突出量の多い扉枠突
片１１２が僅かに形成されている。そして、上記した扉枠突片１１２，１１３と係合溝５
８４，５８５とが扉枠５と本体枠３との下側辺部における外側の突条及び係合部を構成す
るものである。
【００８５】
　上記のように板部５１１には、発射レール５１５や出口開閉装置５７９が設けられ、か
つ、レール接続部材５１６や発射装置取付部５２０が突設形成されているが、発射装置取
付部５２０及び発射レール５１５の板部５１１における配置位置が開放側に偏り、しかも
それらが板部５１１の表面よりも突出して形成されている。このため、扉枠５を閉じた状
態において、発射装置取付部５２０及び発射レール５１５が配置される板部５１１のほぼ
中央部から開放側にいたる領域は、扉枠５の裏面と発射装置取付部５２０及び発射レール
５１５の前面とが密着した状態となるため、前述した扉枠突片１１２と係合溝５８５との
隙間を上手にすり抜けてきたピアノ線等の不正具を扉枠５の裏面と発射装置取付部５２０
及び発射レール５１５の前面との間をさらに上手にすり抜けさせて遊技盤４の表面側若し
くは遊技盤４の裏面側に到達させることは極めて困難である。
【００８６】
　一方、発射装置取付部５２０及び発射レール５１５が配置されない板部５１１のほぼ中
央部から軸支側にいたる領域は、板部５１１の表面に突出した部分がないため、扉枠５を
閉じた状態において、扉枠５の裏面と板部５１１の前面との間に空間５８６が生じてしま
う。このため、前述した扉枠突片１１２と係合溝５８４との隙間を上手にすり抜けてきた
ピアノ線等の不正具が扉枠５の裏面と板部５１１の前面との間の空間５８６を簡単にすり
抜けてしまうことができるため、この空間５８６を不正具が上方に向ってすり抜けないよ
うに、扉枠５の裏面下部に取り付けられる装着台２８０には、扉枠５を閉じた状態で該空
間５８６に侵入する防犯突片２８５が形成されている。この防犯突片２８５は、板部５１
１のほぼ中程から軸支側端部までいたるように装着台２８０に形成されている。したがっ
て、発射レール５１５及び遊技盤４に取り付けられる外レール６０２の下方空間は、装着
台２８０に突設される防犯突片２８５を受け入れる防犯空間５８６を構成している。そし
て、この防犯突片２８５と防犯空間５８６とが扉枠５と本体枠３との下側辺部における内
側の突条及び係合部を構成するものである。
【００８７】
　本体枠３は、上記したように、遊技盤４、打球発射装置６５０、賞球タンク７２０、タ
ンクレール部材７４０、球通路ユニット７７０、賞球ユニット８００、満タンユニット９
００、錠装置１０００、基板ユニット１１００及びカバー体１２５０が取り付けられるが
、以下、これらを順次説明する。
【００８８】
　＜遊技盤の概略構成＞
　遊技盤４の概略構成について図３０～図３５を参照して説明する。図３０は、遊技盤４
の正面から見た斜視図であり、図３１は、遊技盤４の正面図であり、図３２は、遊技盤４
の背面図であり、図３３は、遊技盤４の平面図であり、図３４は、遊技盤４に形成される
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取り外し防止機構部分の拡大斜視図であり、図３５は、遊技盤４の取り外し防止機構に対
する本体枠側の構造を示す本体枠３の部分斜視図である。
【００８９】
　図３０において、遊技盤４は、透明板状の遊技パネル５９９を保持したほぼ正方形状の
パネルホルダ６００と、パネルホルダ６００の前面に遊技領域６０５を囲むように取り付
けられる前構成部材６０１と、から構成されている。遊技パネル５９９の表面には、遊技
領域６０５に各種の遊技装置や多数の障害釘（いずれも図示省略）が植立されている。そ
して、それらの遊技装置や障害釘が設けられた後に前構成部材６０１がパネルホルダ６０
０の前面に取り付けられるが、その前構成部材６０１は、遊技パネル５９９の周囲を囲む
ように内部が円形の空洞状に形成されかつ外形がパネルホルダ６００の外形に沿った形状
に形成されており、その下辺中程から上辺の中心を過ぎた斜め上方までの円弧面が外レー
ル６０２として形成され、その外レール６０２の終端に設けられる衝止部６２０の下部位
置から上辺の前記衝止部６２０の対称の逆流防止部材６０４が設けられる位置までが内レ
ール６０３として形成されている。外レール６０２は、その始端部に前記発射レール５１
５の延長状に設けられたレール接続部材５１６に連接する接続通路部６０９が斜め状に形
成されており、その接続通路部６０９に隣接してファール口６１０が形成されている。ま
た、ファール口６１０の上流端から衝止部６２０までの外レール６０２には、金属製のレ
ールが密着して取り付けられている。なお、衝止部６２０は、勢いよく外レール６０２を
滑走してきた打球が衝突したときに、その衝突した打球を遊技領域６０５の内側に反発さ
せるようにゴムや合成樹脂の弾性体が設けられるものであり、逆流防止部材６０４は、一
端発射されて遊技領域６０５の内側に取り入れられた打球が再度外レール６０２に逆流し
ないように防止するものである。更に、外レール６０２の下部一側には、金属製のレール
の一部に沿うように防犯突起６０８が突設されている。この防犯突起６０８は、扉枠５が
閉じられた状態で前述したように防犯カバー２７０に突設される防犯後端部突片２７５と
上下方向に重複して本体枠３と扉枠５の軸支側の隙間の中程よりやや下方から挿入される
ピアノ線等の不正具の侵入を防止するものである。
【００９０】
　また、内レール６０３の下部中央には、アウト口６０６が設けられ、そのアウト口６０
６から逆流防止部材６０４までの内レール６０３と外レール６０２との間は、発射された
打球が遊技領域６０５まで誘導される誘導通路を構成するものであるが、遊技領域６０５
に到達せずに外レール６０２を逆流した打球はファール口６１０に取り込まれて後述する
満タンユニット９００のファール球入口９２３に導かれて再度皿ユニット３００に排出さ
れるようになっている。なお、遊技領域６０５は、実質的に内レール６０３によって囲ま
れる領域である。また、内レール６０３のアウト口６０６から衝止部６２０に向かう途中
の前構成部材６０１には、レール防犯溝６０７が形成されている。このレール防犯溝６０
７は、扉枠５が閉じられた状態で前述したように防犯カバー２７０に突設される防犯後突
片２７４の一部が侵入するように溝状に形成されており、このレール防犯溝６０７と防犯
後突片２７４との凹凸係合により、上下方向に重複して本体枠３と扉枠５の開放側の隙間
の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を最終的に防止するもので
ある。
【００９１】
　ところで、遊技盤４の一側には、本体枠３に形成される前記盤位置決め突起５７６に嵌
合する位置決め凹部６１１が形成され、遊技盤４の他側には、本体枠３に形成される前記
盤止め具挿入穴５７８に挿入される遊技盤止め具６１４が設けられている。遊技盤止め具
６１４は、押し込み固定したときにその端部が盤止め具挿入穴５７８に挿入されるように
なっている。しかして、遊技盤４を本体枠３に固定するためには、本体枠３の前面側から
位置決め凹部６１１が盤位置決め突起５７６に嵌合するように斜め方向から差し込んだ後
、遊技盤４の全体を本体枠３の第一側面壁５４０に押し込み、その状態でフリーな状態と
なっている遊技盤止め具６１４を押し込み固定してその端部を盤止め具挿入穴５７８に挿
入して固定する。その後、遊技盤固定具５１９を回動して遊技盤４の下部前面を固定する
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。これによって遊技盤４を本体枠３に簡単に装着することができる。遊技盤４を取り外す
には、上記の手順と逆の手順で取り外せばよい。
【００９２】
　ところで、本実施の形態における遊技盤４は、遊技盤４の本体枠３からの不正な取り外
しを極めて簡単に防止する構成を有している。即ち、図３０及び図３４に示すように、遊
技盤４の下方の前記通路用切欠部６１３と反対側の下端部に遊技盤４の前後に貫通する取
付用切欠部６１６を形成し（正確には、前構成部材６０１に取付用切欠部６１６が形成さ
れている。）、その取付用切欠部６１６の下部に水平方向に締結バー６１７を掛け渡し固
定する。締結バー６１７には、そのほぼ中央に締結バンド６１９を掛け止めるための帯溝
状の締結部６１８が形成されている。一方、本体枠３に設けられる取り外し防止機構とし
ては、前述したように、本体枠３下方の板部５１１の上端辺にそって形成される遊技盤載
置部５１２であって発射レール５１５の発射部の上方に対応する位置に上下方向に貫通す
る締結穴５３３を形成し、その締結穴５３３の前方部分に締結バンド６１９を掛け止める
ための締結連杆５３４が差し渡されている（図３５参照）。
【００９３】
　上記のように構成される遊技盤４を本体枠３の遊技盤設置凹部５１０に収納配置したと
きには、図３４に示すように、締結バー６１７が遊技盤載置部５１２に当接して載置した
状態になると共に、締結部６１８と締結連杆５３４とが一致した状態となる。そして、そ
の状態で締結部６１８と締結連杆５３４との一致している部分に対して、締結バー６１７
の上方から一般的に市販されている締結バンド６１９の先端を取付用切欠部６１６に差し
込んで下方に向けて締結穴５３３に差し込み前方に導き、その先端を締結バンド６１９の
締結具部分に係合させる。そして、締結バンド６１９の締結具より前方に飛び出した不必
要な先端部分を切断しておく。このようにすれば、締結バンド６１９を切断しない限り、
遊技盤止め具６１４と遊技盤固定具５１９等の固定を解除しても、遊技盤４を本体枠３か
ら取り外すことができない。締結バンド６１９を切断すれば、遊技盤４を本体枠３から取
り外すことはできるものの、例えば、締結バンド６１９をパチンコ店独特のものを使用す
ることにより、異なる締結バンドが締結されていれば、遊技盤４を取り外して何らかの不
正行為を行われたことが容易に理解することができるものである。このように極めて簡単
な取り外し防止機構により遊技盤４の本体枠３からの不正な取り外しを防止することがで
きる。
【００９４】
　また、遊技盤４の外形形状は、その上部左右に前記扉枠５の裏面に設けられるスピーカ
１６３の後方突出部分を受け入れるようにスピーカ用切欠部６１２が形成され、また、フ
ァール口６１０の側方斜め下に後述する満タンユニット９００の前方誘導通路９２０部分
の一部が挿入される通路用切欠部６１３が形成されている。また、前構成部材６０１の下
方左右には、証明確認用の証紙を貼付する証紙貼付部６１５が設けられている。
【００９５】
　一方、遊技盤４の裏面には、遊技領域６０５に設けられる各種の遊技装置（例えば、大
入賞口装置や一般入賞口等の入賞口）に入賞した球を下流側に整列して誘導する入賞空間
形成カバー体６２１（後述では裏箱２００２と称す）が取り付けられており、その入賞空
間形成カバー体６２１の裏面に遊技領域６０５のほぼ中央に配置される表示装置としての
液晶表示装置６４０（図７４等参照）の表示を制御する液晶制御基板２６１２（図１３２
参照。）が収納される表示制御基板ボックスとしての液晶表示制御基板ボックス６２２が
取り付けられている。なお、この液晶表示基板ボックス６２２には、後述する周辺制御基
板２６００（図１３２参照。）も収納されており、周辺制御基板２６００と液晶制御基板
２６１２とが基板コネクタによって電気的に接続された状態となっている。
【００９６】
　更に、遊技盤４の裏面には、入賞空間形成カバー体６２１の下方に盤用基板ホルダ６２
３が固定されている。この盤用基板ホルダ６２３は、その前方に前記入賞空間形成カバー
体６２１によって整列誘導された入賞球を集めるように空間部（この空間部は、前後方向
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の幅が入賞空間形成カバー体６２１の幅よりも比較的広いものとして形成されている。）
が形成され、その空間部の底面に落下口６２９（図２９参照）が形成されている。この落
下口６２９は、前記アウト口６０６の後面部分で合流して後述する基板ユニット１１００
に形成されるアウト球通路１１１９（図７３参照）に連通するものである。また、盤用基
板ホルダ６２３には、その裏面に遊技動作を制御する主制御基板１３５０を収納する主制
御基板ボックス６２４と、後述する基板ユニット１１００に設けられる払出制御基板１１
８６や電源基板等と接続するための中継端子板６２５と、が取付けられている。中継端子
板６２５には、遊技盤４を本体枠３に装着するだけで自動的に前記基板ユニット１１００
に設けられるドロワコネクタ１２００、１２０２と接続されるドロワコネクタ６２６、６
２７が設けられている。また、盤用基板ホルダ６２３には、ドロワコネクタ６２６，６２
７の間から中継端子板６２５を貫通するように後方に向かって突出する接合案内突起６２
８が形成されている。この接合案内突起６２８は、後に詳述するように遊技盤４を本体枠
３に装着する作業を行ったときに、基板ユニット１１００側に設けられるドロワコネクタ
１２００，１２０２と遊技盤４側に設けられるドロワコネクタ６２６，６２７とが自然に
接続されるように基板ユニット１１００の枠用基板ホルダ１１０１に形成される接合案内
孔１２１３に挿入される（図７３参照）ものである。なお、これらドロワコネクタの接続
については、後に詳述する。
【００９７】
　＜打球発射装置＞
　打球発射装置６５０について図３６～図４１を参照して説明する。図３６は、打球発射
装置６５０の全体の斜視図（Ａ）、発射モータ部分を取り外した状態の斜視図（Ｂ）であ
り、図３７は、打球発射装置６５０の分解斜視図であり、図３８は、打球発射装置６５０
と発射レール５１５との関係を示す正面図（Ａ）、発射モータ部分の斜視図（Ｂ）であり
、図３９は、操作ハンドル部４６１を操作していない状態における打球発射装置６５０と
発射レール５１５との関係を示す背面図であり、図４０は、操作ハンドル部４６１を操作
している状態における打球発射装置６５０と発射レール５１５との関係を示す背面図であ
り、図４１は、打球発射装置６５０に設けられるスライド部材７１０の平面図（Ａ）、正
面図（Ｂ），正面から見た斜視図（Ｃ），正面図（Ｂ）のＡ－Ａ断面図（Ｄ）である。
【００９８】
　打球発射装置６５０は、発射ベース枠６５１に打球槌６８７を回動自在に軸支すると共
に、その打球槌６８７に往復回動を付与する発射モータ６９５を発射ベース枠６５１に取
り付け、さらに打球槌６８７に復帰する付勢力を付与する付勢バネ６８４の付勢力を調節
するスライド杆６７７及びスライド部材７１０が発射ベース枠６５１に設けられることに
より構成される。
【００９９】
　より詳細に説明すると、図３７に示すように、発射ベース枠６５１は、合成樹脂によっ
て横長な長方形状に成型されるものであり、そのほぼ中心に打球槌６８７の軸受６８９が
嵌合される軸受筒６５２が形成され、その上部及び側方に打球槌６８７の発射原点位置を
規制するゴムストッパー部材６５３、６５４が取り付け固定されている。即ち、ゴムスト
ッパー部材６５３、６５４は、打球槌６８７が付勢バネ６８４の付勢力により発射原点位
置に戻ったときに打球槌６８７の衝撃を受け止めるものである。また、発射ベース枠６５
１の後方（発射レール５１５の下方に対応する部位の反対側）の上方に横長細溝状のスラ
イド案内孔６５５が形成され、そのスライド案内孔６５５の下方にスライド部材収納空間
６５６が形成されている。スライド案内孔６５５は、後述するスライド杆６７７の後端上
部に突設される案内係止片６７８が挿入されてスライド杆６７７のスライド移動を案内す
るものであり、スライド部材収納空間６５６には、スライド部材７１０が左右方向に移動
可能に収納されるものである。なお、スライド杆６７７の前方部分のスライド案内は、ス
ライド杆６７７の前方に形成される案内長孔６８０に止めネジ６８２によって発射ベース
枠６５１に形成される止め穴６６２に止着される案内ブッシュ６８１を貫通させることに
より行われる。また、スライド部材収納空間６５６の底面には、図３８に示すように、長
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方形状の連結開口６６４が形成されている。
【０１００】
　また、発射ベース枠６５１の上辺の前方部分には、発射ベース枠６５１の本体に対して
庇部が形成されており、前記軸受筒６５２の上方の庇部に作動片用開口６５７が穿設され
ている。この作動片用開口６５７には、前記扉枠５の皿ユニット３００の下流側の打球供
給口２８８（図１５参照）に臨んで設けられている供給揺動片２８９（図１５参照）と当
接する作動片６５８が作動片用開口６５７の開口縁の後方上部に突設されている取付部６
６０に止めピン６５９によって揺動自在に設けられるものである。作動片６５８は、「て
」字状に形成され、その上辺の後端部が止めピン６５９によって軸支され、その軸支部か
ら下方の円弧部に打球槌６８７と一体的に回動するベース板６９０に突設される作動片当
接部６９３と当接し、打球槌６８７の往復動作に連動して上辺部が供給揺動片２８９を揺
動させ、供給揺動片２８９の揺動動作により打球供給口２８８から流出する打球を１個ず
つ発射レール５１５の発射位置に供給するようになっている。
【０１０１】
　更に、発射ベース枠６５１には、発射モータ６９５を内蔵するモータカバー６９４を止
着するためのモータ取付ボス６６１が後方下部に２箇所と前方上部に１箇所の合計３箇所
に突設されていると共に、前記スライド部材収納空間６５６の下部後方にスライド杆６７
７をスライドさせるためにスライド部材７１０と連結される揺動片６７２の下端の軸穴６
７３が挿入される揺動片用ボス６６３が突設されている。
【０１０２】
　上記した発射ベース枠６５１には、打球発射装置６５０の剛性を高めるために金属プレ
ート６６５がほぼ密着するように取り付けられている。このため、金属プレート６６５に
は、軸受筒６５２、下方のゴムストッパー部材６５３、スライド案内孔６５５、案内ブッ
シュ６８１、及び揺動片用ボス６６３にそれぞれ対応する貫通孔６６６、６６７、６６８
、６６９、６７１が形成されていると共に、スライド部材７１０の連結凸部７１２が貫通
する横長楕円状の貫通孔６７０も貫通されている。上記のように構成される金属プレート
６６５は、スライド部材７１０をスライド部材収納空間６５６に収納した後、それぞれの
貫通孔６６６～６７１がそれに対応する部材６５２、６５３、６５５、６８１、７１２、
６６３を貫通あるいは一致させるように発射ベース枠６５１に密着させてビス止めするこ
とにより発射ベース枠６５１に固定されるものである。
【０１０３】
　金属プレート６６５が取り付けられた発射ベース枠６５１の揺動片用ボス６６３の先端
部分が貫通孔６７１から頭を出しているが、その頭の部分に揺動片６７２の軸穴６７３が
挿通されて、揺動片６７２が下端を中心にして揺動自在に軸支される。揺動片６７２は、
図３７に示すように、縦長杆状に形成され、その下端に前記軸穴６７３が形成され、その
中程にスライド部材７１０の連結凸部７１２が挿入されるやや縦長穴形状の連結穴６７４
が形成されている。そして、その連結穴６７４より上方の前方面がスライド杆６７７の一
端（後端）と当接する当接部６７５となっている。しかして、揺動片６７２を揺動片用ボ
ス６６３に挿通し、かつ貫通孔６７０から頭を出しているスライド部材７１０の連結凸部
７１２に連結穴６７４を挿入してワッシャ付きピン６７６を連結凸部７１２に止着するこ
とにより、揺動片６７２が発射ベース枠６５１に取り付けられる。そして、取り付けられ
た揺動片６７２は、スライド部材７１０のスライドに伴って下端を中心にしてその上方部
分が揺動するようになっている。
【０１０４】
　また、金属プレート６６５の上部前面には、横長杆状のスライド杆６７７が左右方向に
スライド可能に取り付けられる。即ち、スライド杆６７７の後方上部に突設されるＬ字状
の案内係止片６７８を金属プレート６６５の貫通孔６６８に貫通係合させ、スライド杆６
７７の前方に形成される案内長孔６８０に止めネジ６８２を有する案内ブッシュ６８１を
貫通させて止めネジ６８２を止め穴６６２に止着する。上記した案内係止片６７８と貫通
孔６６８、及び案内長孔６８０と案内ブッシュ６８１とにより、スライド杆６７７が金属
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プレート６６５を介して発射ベース枠６５１にスライド可能に装着される。また、スライ
ド杆６７７には、その一端（後端）に上述した揺動片６７２の当接部６７５と当接する被
当接部６７９が形成され、その他端（前端）に付勢バネ６８４の一端の係止輪６８５を掛
け止めるためのバネ係止部６８３が突設されている。
【０１０５】
　金属プレート６６５が取り付けられた発射ベース枠６５１の軸受筒６５２が貫通孔６６
６から突出しているが、その軸受筒６５２には、打球槌６８７の軸受６８９が抜け落ちな
いように嵌合されている。軸受６８９の軸には、打球槌６８７の下端部が固着されると共
に同時にベース板６９０が固着される。ベース板６９０には、その前方裏面側に前記作動
片６５８と当接する作動片当接部６９３が突設され、その前方前面に付勢バネ６８４の他
端の係止輪６８６を掛け止めるためのバネ係止部６９２が突設され、さらにその後方前面
に発射モータ６９５のモータカム６９７と係脱するモータ当接突片６９１が突設されてい
る。打球槌６８７の上端には、合成樹脂製の槌先６８８が固着されており、この槌先６８
８が発射レール５１５の下端部とその上方に固着される発射位置ストッパー７０２とによ
って形成される発射位置に突入するように臨んでいる。
【０１０６】
　一方、発射ベース枠６５１の前述したモータ取付ボス６６１には、モータカバー６９４
に収納された発射モータ６９５が取り付けられる。より具体的には、図３８（Ｂ）に示す
ように、モータカバー６９４は、内部に発射モータ６９５を収納するように形成された円
筒部と、該円筒部の前方に拡大して前記モータ取付ボス６６１に取り付けるための取付固
定穴６９９が形成される取付部と、が一体的に形成され、円筒部の内部に収納される発射
モータ６９５のモータ軸６９６の先端に逆回転防止カム６９８とモータカム６９７とが固
定されている。逆回転防止カム６９８の外周には、多数の逆歯が形成されており、ストッ
パー片取付ボス７０１に揺動自在に固定されるストッパー片７００（図３９参照）と係合
して発射モータ６９５の逆方向の回転を防止している。これは、モータカム６９７が逆方
向に回転してモータカム６９７とモータ当接突片６９１とが噛み合って打球発射装置６５
０が駆動できなくなる故障が発生しないように防止するためである。また、モータカム６
９７は、勾玉状に形成されており、発射モータ６９５の回転に伴いモータ当接突片６９１
と係脱しながら打球槌６８７を往復動作させる。なお、モータカバー６９４をモータ取付
ボス６６１に取り付けたときには、図３６（Ａ）に示すように、打球発射装置６５０の主
たる構成が後面から見て被覆されたような状態となっている。
【０１０７】
　ところで、前述したスライド部材収納空間６５６に収納されてスライド移動するスライ
ド部材７１０は、図４１に示すように、後方が開放した直方体状に形成され、その前面に
楕円形状の楕円凸部７１１が突設され、さらに該楕円凸部７１１の後方位置に円形状の連
結凸部７１２が突設されている。また、上面及び下面には、スライド部材収納空間６５６
内をスライドし易いように断面円弧状のスライド用当接突部７１３がその両端に突設され
ている。一方、直方体状に形成されるスライド部材７１０の空間は、前記扉枠５の裏面下
部に設けられるジョイントユニット４８０のスライド突片４９２が挿入される挿入空間７
１４となっている。しかして、この挿入空間７１４は、スライド方向前方の側壁手前側に
第一傾斜面７１５が形成されると共に、その第一傾斜面７１５のやや後方寄りに上面及び
下面の内側から内部に向かって突設されかつ相互の先端間に所定の間隔が形成される挟持
片７１６が形成されている。挟持片７１６の手前側にも奥に向かって側方視でハ字状に傾
斜する第二傾斜面７１７も形成されている。しかして、スライド突片４９２が挿入空間７
１４に挿入された状態では、図４１（Ｂ）に示すように、スライド突片４９２の傾斜辺４
９３側の一端辺がスライド方向前方の側壁に当接した状態でかつ上下の挟持片７１６の間
に挿入された状態となっている。なお、スライド部材７１０の挿入空間７１４の側方に空
間部７１８が形成されているが、この空間部７１８は、特に機能を奏しているわけではな
い。
【０１０８】
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　しかして、上記のように構成されるスライド部材７１０は、スライド部材収納空間６５
６に収納された状態で、図３８（Ａ）に示すように、スライド部材収納空間６５６の底面
に形成される楕円形状の連結開口６６４に挿入空間７１４が臨むように形成されていると
共に、スライド部材７１０がスライド部材収納空間６５６の一方の空間内壁に当接した状
態（図３８（Ａ）では左の空間内壁に当接しているように図示されているが、通常の状態
では右の空間内壁に当接した状態となっている。）となっている。
【０１０９】
　そこで、まず、スライド部材７１０と打球発射装置６５０の付勢バネ６８４の強弱を調
整する関係について説明すると、スライド部材７１０がスライド部材収納空間６５６の内
部の初期位置（図３８（Ａ）において右の空間内壁に当接した位置）にあるときには、図
３９に示すように、該スライド部材７１０の連結凸部７１２に連結された揺動片６７２が
ほぼ垂直状態となっている。このため、揺動片６７２と当接しているスライド杆６７７も
付勢バネ６８４の付勢力により一方向（図３９において左側方向）に付勢された状態で揺
動片６７２の当接部６７５とスライド杆６７７の被当接部６７９とが当接した状態となっ
ている。この状態では、付勢バネ６８４が張力されていないので、打球槌６８７が発射モ
ータ６９５の回転に従動して往復回動しても、打球槌６８７の復帰力も弱く、発射位置に
ある打球が弾発されても遊技盤４の遊技領域６０５に到達することはない。
【０１１０】
　一方、スライド部材収納空間６５６の内部をスライド部材７１０が初期位置から他方方
向に移動したとき（図３８（Ａ）において左の空間内壁方向に向かって移動したとき）、
図４０に示すように、揺動片６７２が下端の軸穴６７３を軸として揺動して傾動するため
、当接部６７５と被当接部６７９との当接によりスライド杆６７７が他方向（図４０にお
いて右側方向）に向かってスライド移動する。すると、スライド杆６７７のバネ係止部６
８３に係止されている付勢バネ６８４も張力されて伸びた状態となる。この状態では、付
勢バネ６８４が張力されているので、打球槌６８７が発射モータ６９５の回転に従動して
往復回動したときの打球槌６８７の復帰力が強くなり、発射位置にある打球が強く弾発さ
れて遊技盤４の遊技領域６０５に到達する。そして、この打球の弾発力の強弱は、スライ
ド部材７１０のスライド部材収納空間６５６内でのスライド量に応じて調整することがで
きる。
【０１１１】
　上記したように、スライド部材７１０を移動させることにより、打球発射装置６５０に
よる弾発力を調整することができるが、このスライド部材７１０の移動は、前述したハン
ドル装置４６０の操作ハンドル部４６１の回動操作部材４６４の回動操作に応じて移動す
るジョイントユニット４８０のスライド体４８３の移動と連動するようになっている。こ
の点について図２０、を参照して説明する。
【０１１２】
　前述したように、ハンドル装置４６０の操作ハンドル部４６１の回動操作部材４６４を
回転させることにより、回転軸４６５の先端に固着される勾玉状のカム４６６も回転する
ため、ジョイントユニット４８０のスライド体４８３が収納体４８１の内部を一方向に向
かってスライド移動する。このため、スライド体４８３の前面に突設されるスライド突片
４９２も同じ方向にスライド移動することになる。スライド体４８３のスライド突片４９
２は、扉枠５を本体枠３に対して閉じた状態では、本体枠５の発射装置取付部５２０に形
成される連結開口６６４を貫通してスライド部材７１０の挿入空間７１４に挿入されるよ
うになっている。この場合の挿入状態は、前述したようにスライド突片４９２の傾斜辺４
９３側の一端辺がスライド方向前方の側壁に当接した状態でかつ上下の挟持片７１６の間
に挿入された状態である。したがって、スライド突片４９２が一方向に向かってスライド
移動すると、スライド部材７１０も同一方向に向かってスライド移動することになる。こ
のとき、前述したように、スライド部材７１０のスライド移動に伴ってスライド杆６７７
もスライド移動するので、付勢バネ６８４の付勢力を調整することができる。つまり、ハ
ンドル装置４６０の回動操作部材４６４を回動操作することにより、打球発射装置６５０
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の打球の弾発力を調整することができるものである。
【０１１３】
　ところで、本実施の形態においては、ハンドル装置４６０が扉枠５に設けられ、打球発
射装置６５０が本体枠３に設けられているので、扉枠５を開閉する毎にハンドル装置４６
０のスライド突片４９２と打球発射装置６５０のスライド部材７１０とが連携したり離れ
たりすることになる。しかし、本実施の形態においては、上述したように、本体枠３に対
して扉枠５を閉じることにより、スライド突片４９２がスライド部材７１０の挿入空間７
１４に自動的に挿入されてハンドル装置４６０と打球発射装置６５０とが連携され、逆に
、本体枠３に対して扉枠５を開放することにより、スライド突片４９２が挿入空間７１４
から離れてハンドル装置４６０と打球発射装置６５０とを分離することができるので、極
めて簡単に扉枠５の開閉に伴ってハンドル装置４６０と打球発射装置６５０との連携・分
離を行うことができる。特に、スライド突片４９２が挿入空間７１４に挿入される際には
、スライド突片４９２の位置が上下方向に多少ずれていても、挿入空間７１４内に突設さ
れる挟持片７１６の第二傾斜面７１７によってスライド突片４９２がスムーズに挟持位置
に挿入されるようになっている。
【０１１４】
　また、時として、操作ハンドル部４６１の回動操作部材４６４に遊技者が詰め物を詰め
てある程度回動した位置で固定している場合があるが、遊技場の店員がその詰め物を知ら
ずに扉枠５を開閉する場合がある。このような場合でも、扉枠５を開放する場合には、単
にスライド突片４９２が挿入空間７１４から離れるだけであるので問題はないが、扉枠５
を閉める場合に、スライド突片４９２の位置が多少一方向にずれた状態となっているもの
の、スライド突片４９２の傾斜辺４９３とスライド部材７１０の第一傾斜面７１５との協
働作用により、扉枠５の閉止動作に伴ってスライド部材７１０を一方向に移動させながら
最終的にスライド突片４９２とスライド部材７１０とが係合するようになっている。つま
り、本実施の形態においては、操作ハンドル部４６１の回動操作部材４６４がどのような
回動位置で固定されていても、操作ハンドル装置４６０と打球発射装置６５０との連携を
行うことができるものである。
【０１１５】
　＜賞球タンク＞
　次に、本体枠３の裏面上部に取り付けられる賞球タンク７２０について、主として図４
２を参照して説明する。図４２は、賞球タンク７２０の斜視図（Ａ）、平面図（Ｂ）、側
面図（Ｃ）である。賞球タンク７２０は、前述したように、本体枠３の裏面上部に形成さ
れるタンク取付溝５５０（図２４参照）に着脱自在に取り付けられるものである。しかし
て、賞球タンク７２０は、長方形状の箱状に形成され、パチンコ機１の正面側から見て、
その前面壁７２１に切欠部７２９が形成され、その底面が上流側壁７２４から下流側壁７
２３に向かって傾斜する第一傾斜底面７２６と前面壁７２１から次に説明する排出口７３
０に向かって傾斜する第二傾斜底面７２７とによって貯留部７２８が形成されている。ま
た、その第二傾斜底面７２７の傾斜下端に排出口７３０が形成されるが、この排出口７３
０は、パチンコ機１の正面側から見て賞球タンク７２０の後面壁７２２よりも外側に突出
するように下流側壁７２３と後面壁７２２とをコ字状に連結する排出口突出壁７２５に囲
まれるように形成されている。また、賞球タンク７２０の前面壁７２１の両端外側には、
前記タンク取付溝５５０と係合する取付鍔部７３３が形成されていると共に、賞球タンク
７２０の底面の裏面側に本体枠３の前記第四側面壁５４３に載置当接する載置当接片７３
１，７３２が突設され、さらに、賞球タンク７２０の上流側の後面壁７２２の下部に後述
する球ならし部材７４４を取り付けるための球ならし取付軸７３５が突設されている。ま
た、排出口７３０を除く賞球タンク７２０の後面壁７２２及び上流側壁７２４には、球の
跳ね飛びを防止するための溢れ防止部材７３４が着脱自在に取り付けられるようになって
いる。
【０１１６】
　上記のように構成される賞球タンク７２０においては、本体枠３のタンク取付溝５５０
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に対して取付鍔部７３３を上方から差し込むように取り付け、載置当接片７３１、７３２
を本体枠３の第四側面壁５４３に当接させる。これによって、賞球タンク７２０が本体枠
３の裏面側上部に載置して取り付けられるが、この取り付けられた状態においては、図２
８に示すように、前面壁７２１の切欠部７２９を介して貯留部７２８と本体枠３の裏面に
形成された逃げ凹部５５１とが連通し、また、図５に示すように、排出口７３０が次に説
明するタンクレール部材７４０の上流端部に臨むようになっている。したがって、賞球タ
ンク７２０において、球を貯留する貯留部７２８（第一傾斜底面７２６及び第二傾斜底面
７２７に対応する貯留空間部分）の前後方向の幅は、本体枠３の第二側面壁５４１～第四
側面壁５４３までの前後方向の幅とほぼ同じとなるように形成されると共に、それらの側
面壁５４１～５４３までの上部に載置されるようになっている。しかして、前述したよう
に、本体枠３の第一側面壁５４０～第四側面壁５４３は、遊技盤４の周辺部の後方突出空
間を覆うように深く形成されているので、その側面壁５４１～５４３の上部に載置される
賞球タンク７２０の貯留部の深さは、従来の貯留タンクにくらべて浅く形成されているも
のの、賞球が貯留されて重量が増加しても賞球タンク７２０の全体を本体枠３の側面壁５
４２～５４３で支持しているので、傾斜底面７２６，７２７が変形することなく貯留され
た球をスムーズに排出口７３０に導くことができる。また、排出口７３０が賞球タンク７
２０の後面壁７２２から外側に外れた位置に設けられているため、貯留部７２８に貯留さ
れた球の流れが第二傾斜底面７２７から外側に向かって流れるように構成されている。こ
のため、従来のように傾斜底面の一部に開口を設けて排出口としていた賞球タンクに比べ
て、排出口近傍の貯留部に球詰まり解消のための球崩し突部を突出形成することなく球詰
まりが発生し難い構造とすることができる。
【０１１７】
　そして、本実施の形態においては、前述したように、遊技装置の後方突出部を収納する
後側面壁５４１～５４３の上部外側に賞球タンク７２０の貯留部が載置された状態で、し
かも、賞球タンク７２０の排出口７３０が貯留部の後面壁７２２よりも外側に突出して設
けられているため、タンクレール部材７４０が賞球タンク７２０の貯留部の外側（パチン
コ機１の正面から見て奥側）に位置して、タンクレール部材７４０と賞球タンク７２０の
貯留部７２８とが上下方向に重複しない位置となっているので、遊技盤４の裏面に設けら
れる遊技装置の後方突出部を収納する後側面壁５４１～５４３の上辺を本体枠３の上辺に
近い位置で後方に向って突出させることができ、これにより、遊技装置の後方突出部が遊
技盤４の上辺部で突出していても後側面壁５４１～５４３の内部に楽に収納することがで
きる。
【０１１８】
　更に、賞球タンク７２０の貯留部７２８が遊技装置の後方突出部を収納する後側面壁５
４１～５４３の上部外側に載置されているか否かに関係なく、排出口７３０が賞球タンク
７２０の後面壁７２２から外側に外れた位置に設けられているという構成だけで従来の賞
球タンクにはない独特の効果を奏するものである。これについて図４３を参考にして説明
する。図４３は、従来の賞球タンク（Ａ）、（Ｂ）と本実施の形態に係る賞球タンク（Ｃ
）との排出口部分における球の圧力状態を示す平面図である。図において、通常時、賞球
タンク７２０に貯留される球は、賞球タンク７２０の貯留部に貯留されて滞留した状態と
なっている。この場合、従来の賞球タンクのように貯留部の傾斜底面の一部を開口して排
出口７３０Ａを形成している場合、例えば、図４３（Ａ）に示すように、球崩し突部７３
６Ａと反対側に排出口７３０Ａが形成された賞球タンクや、図４３（Ｂ）に示すように、
球崩し突部７３６Ｂに隣接して排出口７３０Ｂが形成されている場合には、排出口７３０
Ａ、７３０Ｂの部分では、貯留された球の圧力とその圧力に基づく賞球タンクの側壁から
の反作用により、常に排出口７３０Ａ，７３０Ｂ部分に四方から球圧がかかった状態とな
っている。このため、たまたま球の重合具合によって球同士の圧力が釣り合い、下流側の
球が流れ出ても、排出口７３０Ａ，７３０Ｂ部分で球噛み状態が発生し球詰まりが発生す
ることがあった。これに対し、本実施の形態に係る賞球タンク７２０では、排出口７３０
が賞球タンク７２０の後面壁７２２から外側に外れた位置に設けられているので、図４３
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（Ｃ）に示すように、排出口７３０部分における貯留された球の圧力は、貯留部から排出
口７３０方向に向かう作用力とその反作用だけの二方向からの圧力であり、従来のように
四方から圧力を受けるわけではない。このため、下流側の球が流れ出ても、排出口７３０
部分における球噛み状態が発生し難く、球詰まりが発生しないという優れた効果を奏する
ことができる。
【０１１９】
　＜タンクレール部材＞
　上記した賞球タンク７２０の下方に配置されるタンクレール部材７４０について主とし
て図４４～図４６を参照して説明する。図４４は、賞球タンク７２０、タンクレール部材
７４０、球通路ユニット７７０、賞球ユニット８００、及び満タンユニット９００の関係
を示すパチンコ機１の背面側から見た斜視図であり、図４５は、賞球タンク７２０、タン
クレール部材７４０、球通路ユニット７７０、賞球ユニット８００、及び満タンユニット
９００の関係を示すパチンコ機１の正面側から見た斜視図であり、図４６は、タンクレー
ル部材７４０の下流部と球通路ユニット７７０の上流部との関係を示す断面図（Ａ）と平
面図（Ｂ）である。
【０１２０】
　タンクレール部材７４０は、前述したように、本体枠３の上後面壁５４５のレール係止
溝５５３，５５４（図２４参照）に着脱自在に取り付けられるものである。そのため、タ
ンクレール部材７４０には、その後面側の側面の左右辺及び下辺にレール係止溝５５３に
上から差し込まれる複数の係止突片７４９が突設されると共に、その後面側側面の上辺中
央にレール係止溝５５４に上から掛け止められる鉤状の係止突片７５０が突設されている
。しかして、タンクレール部材７４０は、上面が開放した傾斜樋状に形成され、その上流
端上面が賞球タンク７２０の排出口７３０に臨み、その下流端下面が後に詳述する球通路
ユニット７７０に臨んでいる。また、タンクレール部材７４０の内部は、図５に示すよう
に仕切壁７４１によって球が２列に整列して流下する通路７４２となっている。なお、通
路７４２の底面は、細溝が切り欠けられており、通路７４２を球と一緒に転動する異物が
その細溝から下方に落下するようになっている。また、通路７４２の側壁には、静電気を
除去するための金属板（図示しない）が貼付されており、この金属板の下流端が前述した
アース線接続具５５７（図２２参照）に接続されている。このため、タンクレール部材７
４０を流下する球に帯電していた静電気が金属板からアース線接続具５５７を介して電源
基板のアース用コネクタを経て外部にアースされるようになっている。
【０１２１】
　また、タンクレール部材７４０の中流域のやや下流側に重錘を有する卵形状の球ならし
部材７４４が揺動自在に設けられている。この球ならし部材７４４は、前述した賞球タン
ク７２０の球ならし取付軸７３５に揺動自在に軸支されるものであり、タンクレール部材
７４０の２列のそれぞれの通路７４２内に向かって垂下され、各通路７４２を流下する球
が上下方向に複数段で流下してきたときに１段となるように整流するものである。また、
球ならし部材７４４の設置位置より下流側のタンクレール部材７４０の上面が球押え板７
４５によって被覆されている。この球押え板７４５は、球ならし部材７４４によって１段
とならなかった球を強制的に１段とするように傾斜円弧状に形成されるものである。更に
、タンクレール部材７４０の下流端部には、それぞれの通路７４２に臨んで一対の整列歯
車７４７が軸ピン７４８によって回転自在に軸支されている。この整列歯車７４７は、外
周に複数の歯が形成され、一対の整列歯車７４７の歯のピッチが半ピッチずつずれるよう
にして軸ピン７４８に固定されている。このため、タンクレール部材７４０の各通路７４
２を流下してきた球の上部が整列歯車７４７の歯と噛み合いながら下流側に流下するとき
に２列の通路７４２の球が交互に１つずつ送られることになる。この場合、図４６に示す
ように、各通路７４２を流れてきた球は、整列歯車７４７と噛み合いながら２列の通路７
４２の下部に形成される傾斜面７４３に沿って中央方向に誘導され、その誘導中に次に説
明する球通路ユニット７７０の球落下通路７７２の上端入口７７３に２列の通路７４２か
らの球を交互に一列状にして落下するようになっている。なお、整列歯車７４７は、その
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上面を円弧状の歯車カバー７４６によって被覆されている。
【０１２２】
　＜球通路ユニット＞
　上記したタンクレール部材７４０から一列状に落下される球を賞球ユニット８００に導
くための球通路ユニット７７０について、主として図４７～図５１を参照して説明する。
図４７は、本体枠３と球通路ユニット７７０及び賞球ユニット８００との関係を示す分解
斜視図であり、図４８は、球通路ユニット７７０及び賞球ユニット８００との関係を示す
背面図であり、図４９は、球通路ユニット７７０の背面から見た斜視図であり、図５０は
、球通路ユニット７７０の正面図であり、図５１は、球通路ユニット７７０と賞球ユニッ
ト８００との連結構造を説明するための側面図である。なお、図４８及び図４９において
、賞球ユニット８００部分は、ギヤカバー８６６、アルミ放熱板８４１、ユニットサブ板
８２５が削除され、ユニットベース体８０１に形成された球通路部分をわかりやすく描い
たものである。ただし、ギヤ等については、球通路との関係を理解し易くするため、一点
鎖線で示してある。
【０１２３】
　球通路ユニット７７０は、ほぼ長方形状の板材の裏面（背面から見える面を表面という
。）に屈曲した一対の屈曲通路壁７７１によって球落下通路７７２が形成されている。こ
の球落下通路７７２は、図４６（Ａ）に示すように、その上流が前後方向（背面から見て
奥行方向）に屈曲する前後屈曲通路部７７２ａと、該前後屈曲通路部７７２ａに連通して
左右方向（背面から見て左右方向）に屈曲する左右屈曲通路部７７２ｂと、該左右屈曲通
路部７７２ｂに連通してほぼ垂直状となっている垂直通路部７７２ｃとからなっている。
前後屈曲通路部７７２ａは、図４６（Ａ）に示すように、上述したタンクレール部材７４
０から落下する上端入口７７３の位置が前述したように２列の通路７４２のほぼ中央であ
るため、本体枠３の上後面壁５４５及び軸支側後面壁５４６の表面から背面側に離れた位
置となっているので、前後屈曲通路部７７２ａと軸支側後面壁５４６に突設される前記賞
球案内突起５６１とによって球落下通路７７２を軸支側後面壁５４６の表面に近い位置と
するように前後方向に屈曲するものである。また、左右屈曲通路部７７２ｂは、図５０に
示すように、タンクレール部材７４０から前後屈曲通路部７７２ａを落下してきた球の勢
いを弱めるために球通路ユニット７７０のほぼ横幅一杯にコ字状に屈曲して形成されるも
のである。更に、垂直通路部７７２ｃもほぼ垂直状に形成されているものの若干緩やかに
湾曲して形成され、その垂直通路部７７２ｃを構成する一方の屈曲通路壁７７１に切欠部
７７５が形成され、その切欠部７７５に上端が支軸７７７によって軸支される球切れ検出
片７７６が揺動自在に取り付けられている。この球切れ検出片７７６の側方には、球切れ
スイッチ７７８が取り付けられ、球切れスイッチ７７８のアクチュエータ７７９が球切れ
検出片７７６に当接している。球切れ検出片７７６及び球切れスイッチ７７８によって垂
直通路部７７２ｃでの球切れを検出する球切れ検出機構が構成されている。
【０１２４】
　しかして、垂直通路部７７２ｃに球が存在しているときには、垂直通路部７７２ｃに存
在する球によって球切れ検出片７７６が押圧されてアクチュエータ７７９を押して球切れ
スイッチ７７８をＯＮとするが、垂直通路部７７２ｃに球詰まりや球欠乏により球が存在
しなくなると球切れ検出片７７６が垂直通路部７７２ｃ内に向かって揺動するので、アク
チュエータ７７９が球切れスイッチ７７８をＯＦＦとする。球切れスイッチ７７８がＯＦ
Ｆになると、後述する賞球ユニット８００の払出モータ８１５の回転が停止して賞球の払
出が停止されるようになっている。なお、切欠部７７５の下端部には、球切れ検出片７７
６の通路部と反対側への過剰な揺動を防止するためにストッパー突起７８０が形成されて
おり、また、球通路ユニット７７０の球切れ検出片７７６に対応する垂直通路部７７２ｃ
に球詰まり用挿入溝７８１が形成されている。この球詰まり用挿入溝７８１は、球詰まり
等で球切れ検出片７７６の揺動動作が行われ難い場合に、球通路ユニット７７０の後面側
からピンを差し込んで球切れ検出片７７６部分の球詰まりの解消を図るために設けられる
ものである。更に、球切れ検出片７７６に対面する他方の屈曲通路壁７７１は、若干球切
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れ検出片７７６側に向かって膨出状に形成されている。これは、垂直通路部７７２ｃに球
が存在しているときに確実に球切れ検出片７７６を押圧して球切れスイッチ７７８をＯＮ
にするためである。
【０１２５】
　また、球通路ユニット７７０には、上記した球落下通路７７２を避けた位置に止め穴７
８２と位置決めボス７８３とが形成されている。位置決めボス７８３は、本体枠３の軸支
側後面壁５４６に形成される位置決めピン５７４に係合されるものであり、止め穴７８２
は同じく軸支側後面壁５４６に形成される通路ユニット取付ボス５６２に対応するもので
ある。しかして、球通路ユニット７７０を本体枠３に取り付けるには、図４７に示すよう
に、位置決めボス７８３を位置決めピン５７４に係合させながら通路ユニット取付ボス５
６２と止め穴７８２とを一致させ、その状態で止め穴７８２からビス７８４を螺着するこ
とにより行うことができる。更に、球通路ユニット７７０には、その一側中程にカバー体
１２５０の係合片と係合するカバー体係合溝７８５が形成されていると共に、下部に賞球
ユニット８００と連結するための連結蓋部材７８６が回動自在に設けられている。
【０１２６】
　連結蓋部材７８６は、図４９に示すように、長方形状の板材の裏面に円弧状に突設され
る一対の通路壁７９０を突設することにより構成されており、球通路ユニット７７０の下
部表面の左右両端部に突設される軸支部としての支持突片７８７に、連結蓋部材７８６の
両端部から延びる支持片７８８の先端に突設される回転軸部としての突起軸７８９を嵌合
することにより回動自在に軸支されるものである。また、連結蓋部材７８６は、閉じるこ
とにより球通路ユニット７７０の下方に延長されて通路壁７９０によって形成される通路
と球落下通路７７２の下流端部とが連通した状態（図５１（Ｂ）に示す状態）と、開放す
ることにより通路壁７９０によって形成される通路と球落下通路７７２の下流端部とが連
通しない状態（図５１（Ａ）に示す状態）と、に回動し得るが、開放した状態から閉じた
状態に移行する際に、連結蓋部材７８６の支持片７８８を案内する案内突起７９１が球通
路ユニット７７０の後面下端部に突設されている。
【０１２７】
　しかして、球通路ユニット７７０を本体枠３の軸支側後面壁５４６に固定した状態で、
しかも、後述するように賞球ユニット８００を同じく軸支側後面壁５４６に装着した状態
（図５１（Ａ）に示す状態）で、連結蓋部材７８６を閉じて賞球ユニット８００に設けら
れる係止弾性爪８２０によってその後面を係止することにより、球通路ユニット７７０の
球落下通路７７２と賞球ユニット８００の屈曲通路８０３とを通路壁７９０にて連通して
、球通路ユニット７７０の球落下通路７７２を落下する球を賞球ユニット８００の屈曲通
路８０３に導くことができるものである。このように球通路ユニット７７０に回動自在な
連結蓋部材７８６を設けた理由は、後述するように賞球ユニット８００を本体枠３に対し
て着脱自在に装着し易くすることと、その着脱自在に装着したことに起因して球通路ユニ
ット７７０と賞球ユニット８００との間に形成される空間が球のスムーズな落下を阻害し
ないようにするためである。
【０１２８】
　また、球通路ユニット７７０に突設される一対の屈曲通路壁７７１の間に本体枠３の軸
支側後面壁５４６にその突出高さが下流側に向かって徐々に低くなるように突設される賞
球案内突起５６１を挿入することで、球落下通路７７２の上端入口７７３がタンクレール
部材７４０の２列の通路７４２のほぼ中央下部に位置するように、球落下通路７７２の上
流部を背面からみて前後方向に屈曲する前後屈曲通路部７７２ａとして形成する。これに
より、一対の整列歯車７４７によって２列で流下する球を交互に１個ずつ賞球ユニット８
００側に送り出す構成において、球落下通路７７２を通して球を１個ずつスムーズに賞球
ユニット８００に送り出すことができる。また、この構成によれば、複数の部材の組立体
から球落下通路７７２を構成する必要がないため、球落下通路７７２を構成する部品点数
を削減することができると共に、球落下通路７７２の組み付け作業性を向上することがで
きる。
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【０１２９】
　また、タンクレール部材７４０から前後屈曲通路部７７２ａを落下してきた球は、左右
屈曲通路部７７２ｂを通過することでその勢いを弱め、その後、垂直通路部７７２ｃを通
って賞球ユニット８００に送られる。また、勢いが弱められた状態で球が送り込まれる垂
直通路部７７２ｃには、球切れを検出するための球切れ検出機構（球切れ検出片７７６及
び球切れスイッチ７７８）が設けられる。これにより、球落下通路７７２での球切れ、言
い換えれば賞球ユニット８００に供給する球が切れたこと（球切れ）を確実に検出するこ
とができる。
【０１３０】
　＜賞球ユニット＞
　次に、上記した球通路ユニット７７０の下流側に配置される賞球ユニット８００につい
て、主として図５２～図５５を参照して説明する。図５２は、賞球ユニット８００の背面
側から見た分解斜視図であり、図５３は、払出モータ８１５と払出部材としてのスプロケ
ット８０７との関係を説明するための背面図であり、図５４は、賞球ユニット８００の通
路と駆動関係を説明するための背面図であり、図５５は、図５４のＡ－Ａ断面図である。
【０１３１】
　図５２において、賞球ユニット８００は、一対の屈曲通路壁８０２によって球通路を構
成する屈曲通路８０３、賞球通路８１０、及び球抜通路８１１が形成されるユニットベー
ス体８０１と、該ユニットベース体８０１の後面を覆うユニットサブ板８２５と、該ユニ
ットサブ板８２５の上部表面（後面側）に取り付けられる中継基板８３０と、前記ユニッ
トサブ板８２５のほぼ中央表面領域（後面側領域）に設けられるギヤ群８４３、８４４、
８４７及び検出円盤８５０（回転伝達部材）を被覆するギヤカバー８６６とから構成され
ている。以下、これらの構成を順次説明する。
【０１３２】
　ユニットベース体８０１は、ほぼ長方形状の板状（この板部分を「底面」という場合が
ある。）に形成され、その板状のユニットサブ板８２５側に向かって突設される一対の屈
曲通路壁８０２によって屈曲通路８０３が形成されている。屈曲通路壁８０２は、ユニッ
トベース体８０１の上部中央から下流側のほぼ中程まで球の直径よりもやや大きな間隔で
突設されるが、その中程から下流側に大きく左右に分かれて中程から下流端までユニット
ベース体８０１の両端辺の側壁を兼ねている。また、中程の屈曲通路壁８０２が大きく左
右に分かれた部分は、球送り回転体としてのスプロケット８０７が配置される振分空間８
０５を構成し、その振分空間８０５の下部からユニットベース体８０１の下流端までに左
右に分かれた前記屈曲通路壁８０２の対をなすように通路区画壁８０９が突設形成されて
いる。つまり、中程から下流側の左右の屈曲通路壁８０２と通路区画壁８０９とによって
振分空間８０５から左右に２つの通路が構成されることなり、一方の通路が賞球通路８１
０を構成し、他方の通路が球抜通路８１１を構成している。なお、通路区画壁８０９も左
右に大きく分かれており、その分かれた通路区画壁８０９の内側に払出モータ８１５を収
納するモータ収納空間８１４が形成されている。即ち、払出モータ８１５は、球通路（屈
曲通路８０３、賞球通路８１０、球抜通路８１１）を避けた位置であって当該球通路の奥
行き幅寸法内に形成されるモータ収納空間８１４に収納固定される。なお、屈曲通路８０
３は、該通路８０３内に停留する球のスプロケット８０７への圧力を弱めるために蛇行状
に形成されて振分空間８０５に到達しているが、その振分空間８０５の上流側の底面に楕
円形状の開口８０４が形成されている。この開口８０４は、屈曲通路８０３内に入った小
さなゴミ等を貯留するもので、賞球ユニット８００を本体枠３から取り外したときに溜ま
ったゴミ等を取り出すことができるようになっている。
【０１３３】
　また、上記した振分空間８０５には、外周に球が嵌り合う複数（図示の場合は、３つ）
の凹部が形成された払出部材としてのスプロケット８０７が回転自在に配置されるが、こ
のスプロケット８０７が固定される回転軸８０８の他端を軸支する軸受筒８０６が振分空
間８０５の底面に形成されている。また、振分空間８０５の底部を構成する通路区画壁８
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０９の上端部は、スプロケット８０７の回転円弧に沿った凹円弧状に形成され、その一方
に形成される賞球通路８１０の上流部には、払出球検出センサ８１２が着脱自在に装着さ
れている。払出球検出センサ８１２は、先端部に球が通過する円形状の通過穴が形成され
た直方体状の磁気センサからなり、その後端部の形状と合致するスイッチ嵌合凹部８６５
を屈曲通路壁８０２で形成することにより、簡単に着脱自在に取り付けられるものである
。なお、払出球検出センサ８１２からの配線（図示しない）は、後述する中継基板８３０
に接続されるようになっている。更に、賞球通路８１０を構成する屈曲通路壁８０２の下
流側には、ユニットサブ板８２５と一体的に形成される通路蓋板部８５９に形成される係
止部８６０と係合する係止爪８１３が複数形成されている。ただし、複数の係止爪８１３
のうち、通路蓋板部８５９の下端の一方の係止部８６０と係合する係止爪８１３は、通路
区画壁８０９側に形成されている。
【０１３４】
　また、ユニットベース体８０１の下方であって賞球通路８１０と球抜通路８１１との間
には、払出モータ８１５を収納する円形状のモータ収納空間８１４が形成されるが、この
モータ収納空間８１４の内部に払出モータ８１５の円筒状本体が収納されるようになって
いる。ただし、払出モータ８１５は、その前面に形成される一対の取付片８１６によって
ユニットサブ板８２５の下方に取り付けられるアルミ放熱板８４１の裏面側にビス８１７
で固着されるようになっている。そして、払出モータ８１５がユニットサブ板８２５のア
ルミ放熱板８４１に取り付けられた状態で、払出モータ８１５のモータ軸８１８は、アル
ミ放熱板８４１に穿設された軸挿通穴８４２を貫通して第一ギヤ８４３が固着されるよう
になっている。また、ユニットサブ板８２５及びアルミ放熱板８４１でユニットベース体
８０１の後面側を被覆することにより、上記した屈曲通路８０３、賞球通路８１０、及び
球抜通路８１１が形成される奥行幅方向の空間内に払出モータ８１５の円筒状本体部分も
収納配置されることになる。そして、払出モータ８１５を収納するモータ収納空間８１４
と前述したスプロケット８０７が配置される振分空間８０５とが、上下方向の極めて近い
位置関係に形成されているため、ユニットベース体８０１の上下方向の長さを短くするこ
とができ、結果的に賞球ユニット８００のコンパクト化を図ることができる。
【０１３５】
　更に、ユニットベース体８０１には、上記した球抜通路８１１の最下端に球抜きされた
球を賞球ユニット８００の裏面側に誘導する誘導突片８１９が突設され、この誘導突片８
１９に誘導された球が後述する球抜接続通路８８０に誘導されて最終的にパチンコ機１の
外部（島台の下方に設けられる回収樋）に放出されるようになっている。また、ユニット
ベース体８０１の上部には、前述した球通路ユニット７７０の連結蓋部材７８６を係止す
る係止弾性爪８２０が突設されると共に、賞球ユニット８００を本体枠３の軸支側後面壁
５４６に着脱自在に取り付けるためのボタン挿通係合穴８２１及び鉤状係合部８２４と、
ユニットベース体８０１とユニットサブ板８２５を挟持した状態でギヤカバー８６６とを
連結するための取付ボス８２３が設けられている。ボタン挿通係合穴８２１には、ユニッ
トベース体８０１の上部一側に設けられて棒状の着脱ボタン８２２が奥行幅方向に摺動自
在に取り付けられるものであり、後述するように、その前方先端が本体枠３の軸支側後面
壁５４６に形成されるロック用弾性爪５６４に対応している。また、ボタン挿通係合穴８
２１の後端面は、図４７に示すように、ロック用弾性爪５６４の先端部が入り込むように
凹状となっている。また、鉤状係合部８２４は、本体枠３の軸支側後面壁５４６に形成さ
れる係合突片５６５と係合するもので、賞球ユニット８００を軸支側後面壁５４６に押し
当てて下方に押下げることにより、鉤状係合部８２４と係合突片５６５とが係合するもの
である。そして、その係合状態においてロック用弾性爪５６４とボタン挿通係合穴８２１
とが係合するので、賞球ユニット８００の上方向の移動ができないようになっている。な
お、鉤状係合部８２４は、ユニットベース体８０１の上部左右に形成されている。また、
ユニットサブ板８２５を挟持した状態でユニットベース体８０１とギヤカバー８６６とを
連結するための取付ボス８２３は、後面側に向かって長く突設され、ユニットサブ板８２
５に穿設される貫通穴８５８を貫通した後、ギヤカバー８６６の取付穴８６７に対応させ
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、そのギヤカバー８６６の表面からネジ８６８を螺着することにより、ユニットサブ板８
２５を挟持した状態でユニットベース体８０１とギヤカバー８６６とを連結している。
【０１３６】
　上記したユニットベース体８０１を被覆するユニットサブ板８２５の構成について説明
すると、ユニットサブ板８２５は、ユニットベース体８０１の屈曲通路８０３部分と振分
空間８０５部分と賞球通路８１０部分とを覆う合成樹脂製の板材に払出モータ８１５が取
り付けられると共に球抜通路８１１の下流部分とを覆うアルミ放熱板８４１を取り付ける
ことにより構成されている。そして、ユニットサブ板８２５の合成樹脂板部の表側（後面
側）には、中継基板８３０を取り付けるための中継基板領域８２６が上部に形成され、そ
の下方に複数のギヤ８４３，８４４，８４７や検出円盤８５０が取り付けられるギヤ領域
８４０が形成されている。中継基板領域８２６は、ほぼ正方形状に形成され、その正方形
状に沿って中継基板８３０を載置する載置リブ８２７が突設され、その一側垂直辺の上下
に後述する基板カバー８３５の係合突起８３６と係合する係合溝部８２８が形成され、そ
の他側垂直辺の中央に基板カバー８３５の係止突部８３７と係合する係止爪部８２９が形
成されている。また、中継基板領域８２６には、着脱ボタン８２２が挿通されるボタン挿
通穴８３４と中継基板８３０をビス（図示しない）で止着するための取付ボス部８３２が
形成されている。
【０１３７】
　上記した中継基板領域８２６に取り付けられる中継基板８３０は、賞球ユニット８００
に設けられる上述した払出球検出センサ８１２、払出モータ８１５、及び後述するセンサ
８５５からの配線と、後述する払出制御基板１１８６（図２５及び図７２参照）からの配
線とを中継するもので、そのために複数のコネクタが設けられると共に、着脱ボタン８２
２が挿通されるボタン挿通穴８３３と前記取付ボス部８３２に対応する取付穴８３１とが
穿設されている。しかして、中継基板８３０を中継基板領域８２６の載置リブ８２７に載
置した状態で取付穴８３１と取付ボス部８３２とを合致させて図示しないビスで止着する
ことにより中継基板８３０をユニットサブ板８２５の表面（後面）に止着することができ
る。
【０１３８】
　また、上記のように取り付けられる中継基板８３０は、基板カバー８３５によって被覆
される。基板カバー８３５は、ほぼ正方形状の前面側が開放したボックス状に形成され、
その一側垂直辺の上下基部に係合突起８３６と他側垂直辺のほぼ中央側面に係止突部８３
７が形成されている。また、基板カバー８３５の正方形状の垂直面には、ボタン開口８３
８と接続開口部８３９とが形成されている。しかして、基板カバー８３５の係合突起８３
６を中継基板領域８２６の係合溝部８２８に差し込んで係合した後、係止突部８３７と係
止爪部８２９とを係合させることにより、簡単に基板カバー８３５で中継基板８３０を被
覆することができる。逆に、取り外す場合には、係止爪部８２９を弾性変形させて係止突
部８３７との係合を解除すると共に基板カバー８３５を斜め手前側に引いて係合突起８３
６と係合溝部８２８との係合を解除することができる。なお、基板カバー８３５を被覆し
た状態では、ボタン挿通係合穴８２１に係合されている着脱ボタン８２２の頭部がボタン
挿通穴８３３，８３４を挿通してボタン開口８３８から外部に僅かに臨んでいる。また、
中継基板８３０に接続された配線は、接続開口部８３９から外部に引き出されるようにな
っている。
【０１３９】
　次に、ユニットサブ板８２５に形成されるギヤ領域８４０に設けられるギヤ８４３、８
４４、８４７、及び検出円盤８５０について説明する。前述したように、払出モータ８１
５のモータ軸８１８の先端は、ユニットサブ板８２５のアルミ放熱板８４１に穿設される
軸挿通穴８４２を貫通してユニットサブ板８２５の表面（後面側）に突出しており、その
突出した部分に第一ギヤ８４３（駆動ギヤ）が固着されている。第一ギヤ８４３の上方に
は、該第一ギヤ８４３と噛合する第二ギヤ８４４（回転伝達ギヤ）がギヤカバー８６６の
裏面（前面側）に一端が圧入されかつアルミ放熱板８４１に穿設される軸穴８４６に他端
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が支持される軸８４５に回転自在に設けられ、その第二ギヤ８４４の上方には、該第二ギ
ヤ８４４と噛合する第三ギヤ８４７（回転伝達ギヤ）がユニットサブ板８２５に形成され
る軸穴８４９に圧入された軸８４８に回転自在に設けられている。更に、第三ギヤ８４７
の上方には、該第三ギヤ８４７と噛合するギヤ部８５２（従動ギヤ）を有する検出円盤８
５０が前記スプロケット８０７を軸支する回転軸８０８に回転自在に設けられている。な
お、図５５に示すように、モータ軸８１８の先端部がギヤカバー８６６に形成される受穴
に遊嵌されている。また、回転軸８０８は、その一端がユニットベース体８０１に形成さ
れる軸受筒８０６に圧入されて支持され、その他端がギヤカバー８６６に形成される軸受
穴に支持されるものであるが、ギヤ領域８４０の中央よりやや下方に形成された軸貫通穴
８６４を貫通して振分空間８０５においてスプロケット８０７を回転自在に軸支し、ユニ
ットサブ板８２５とギヤカバー８６６とによって形成される空間において検出円盤８５０
を回転自在に軸支している。ただし、図５５に示すように、スプロケット８０７の後端部
が検出円盤８５０の中心前面部と係合した状態となっているので、スプロケット８０７と
検出円盤８５０とは、回転軸８０８を中心として一体的に回転するようになっている。し
たがって、払出モータ８１５が回転駆動すると、その回転が第一ギヤ８４３、第二ギヤ８
４４、第三ギヤ８４７、検出円盤８５０のギヤ部８５２を介してスプロケット８０７を回
転するように伝達される。
【０１４０】
　検出円盤８５０の外周は、ギヤ部８５２の円よりも一回り大きく形成されており、その
ギヤ部８５２よりも外側に突出している外周部分には、スプロケット８０７の凹部と同じ
数（図示の場合には、３個）の検出切欠８５１が形成されている。この検出切欠８５１は
、ユニットサブ板８２５の表面に形成される基板取付部８５７に挟持支持されるセンサ基
板８５４に設けられる投受光方式のセンサ８５５（回転位置検出手段）によって検出され
るものである。そして、センサ８５５は、払出動作時において所定のインターバル時間内
に検出切欠８５１の検出個数を検出することにより、スプロケット８０７が正常に回転し
ているか否かを監視するためのものである。仮に、センサ８５５により、異常回転が検出
されたとき（多くは、スプロケット８０７による球噛み状態）には、スプロケット８０７
を所定回数正逆回転させて異常状態（例えば、球噛み状態）を解消するものである。なお
、実際に払いだされた球の個数は、前述した賞球通路８１０に設けられる払出球検出セン
サ８１２によって検出して計数のために使用している。なお、図５５に示すように、セン
サ基板８５４の他端辺もギヤカバー８６６に形成される基板取付部に挟持されるようにな
っている。
【０１４１】
　上述したように、ギヤ領域８４０に設けられる複数のギヤのうち、第二ギヤ８４４だけ
がギヤカバー８６６側に圧入される回転軸８４５に回転自在に設けられているところ、ギ
ヤ領域８４０を覆うギヤカバー８６６には、前記ユニットベース体８０１に突設されてユ
ニットサブ板８２５の貫通穴８５８を貫通する取付ボス８２３の先端部に対応する位置に
穿設される取付穴８６７が形成されている。そして、ギヤカバー８６６側に設けられる第
二ギヤ８４４の歯とユニットサブ板８２５側に設けられる第一ギヤ８４３及び第三ギヤ８
４７の歯とを噛み合わせながら、取付穴８６７と取付ボス８２３とを一致させた状態でギ
ヤカバー８６６の後面からネジ８６８で螺着することにより、ユニットサブ板８２５を挟
持する状態でベースユニット体４５１とギヤカバー８６６とが一体的に固定される。また
、ギヤカバー８６６の一側側面には、前記中継基板８３０に接続される配線（例えば、中
継基板８３０と後述する払出制御基板１１８６とを接続する配線等）を掛け留めて纏める
配線処理片８６９が突設されている。
【０１４２】
　以上、賞球ユニット８００の構成について説明してきたが、ユニットベース体８０１と
ユニットサブ板８２５と中継基板８３０と基板カバー８３５とギヤカバー８６６とを組み
付けた状態においては、図５５に示すように、払い出すべき球が導かれる屈曲通路８０３
の下方位置に払出モータ８１５の円筒状の本体部分が収納されるように位置する。また、
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ユニットベース体８０１には、球通路（屈曲通路８０３、賞球通路８１０、球抜通路８１
１）内に配置されたスプロケット８０７と、球通路を避けた位置であって球通路の奥行き
幅寸法内に形成されるモータ収納空間８１４に収納された払出モータ８１５と、を設け、
ユニットサブ板８２５には、その非閉塞面側に沿って払出モータ８１５のモータ軸８１８
の回転をスプロケット８０７の回転軸８０８に伝達する回転伝達部材（第一ギヤ８４３、
第二，３ギヤ８４４，８４７、及び検出円盤８５０のギヤ部８５２）を設け、しかも、払
出モータ８１５と屈曲通路８０３の振分空間８０５に配置される払出部材としてのスプロ
ケット８０７とをユニットサブ板８２５の後面のギヤ領域８４０に設けられる複数のギヤ
８４３，８４４，８４７，８５０（８５２）によって回転駆動するように連結した構造と
なっている。即ち、ユニットベース体８０１とユニットサブ板８２５との間に形成される
球通路（屈曲通路８０３、賞球通路８１０、球抜通路８１１）の奥行き幅内にスプロケッ
ト８０７と払出モータ８１５とを収納し、しかも、スプロケット８０７と払出モータ８１
５とを連結する回転伝達部材（第一ギヤ８４３、第二，３ギヤ８４４，８４７、及び検出
円盤８５０のギヤ部８５２）をユニットサブ板８２５の非閉塞面側の所定幅内に沿って設
けたので、球通路の外側に払出モータやスプロケットの一部を配置したものに比べて、賞
球ユニット８００を薄型化することができる。また、このような賞球ユニット８００は、
当該賞球ユニット８００内の球通路（屈曲通路８０３、賞球通路８１０、球抜通路８１１
）が一条の通路形状で形成されることにより、より一層の薄型化が図られている。即ち、
従来のように、払出モータ８１５を賞球ユニットの前面側又は後面側又は側方側に突出さ
せるものと異なり、本体枠３の軸支側後面壁５４６の後面側に取り付けたときに、賞球ユ
ニット８００のいずれの部分もさらに後方に向かって突出することがない構造とすること
ができる。なお、図５５において、払出モータ８１５の前端部分がユニットベース体８０
１の後面よりも僅かに突出して構成されているが、この突出部分は、図２５に示すように
、軸支側後面壁５４６の下方の払出モータ用逃げ開口部５７２から本体枠３の前方部分に
臨むようになっているため、結果的にその突出寸法から軸支側後面壁５４６の板厚寸法を
差し引いた寸法だけ突出する程度となり、軸支側後面壁５４６よりも前方に向かう突出量
は僅かなものとなっている。また、このような構成をとることにより、本実施の形態では
、賞球ユニット８００が取り付けられる本体枠３の軸支側後面壁５４６と遊技盤４の裏面
との間に、遊技盤４に設けられる遊技装置の後方突出部分を収納する収納空間を奥行き幅
方向で大きくとることができる。
【０１４３】
　また、上記のように構成される賞球ユニット８００を本体枠３の軸支側後面壁５４６に
取り付けるためには、図４７に示すように、鉤状係合部８２４と係合突片５６５とを対応
させて位置合わせした後、賞球ユニット８００の下端を係止溝５７３に掛け止めかつ鉤状
係合部８２４と係合突片５６５とを係合させるために賞球ユニット８００を軸支側後面壁
５４６に密着させたまま下方に押下げる。このとき、賞球ユニット８００の下端部と係止
溝５７３とが係合しかつ鉤状係合部８２４と係合突片５６５とが係合しているので、取付
自体は完了しているが、賞球ユニット８００を上方に移動させることにより簡単に上記の
それぞれの係合状態が解除されてしまうため、これを防止するために、ロック用弾性爪５
６４がボタン挿通係合穴８２１に係合するようになっている。つまり、ロック用弾性爪５
６４とボタン挿通係合穴８２１とが係合することにより、取付状態で賞球ユニット８００
の上方への移動を防止している。このように、賞球ユニット８００を取り付けた後に、球
通路ユニット７７０の連結蓋部材７８６を前述したように回動して係止弾性爪８２０で係
止することにより、球通路ユニット７７０の球落下通路７７２下流端と賞球ユニット８０
０の屈曲通路８０３の上流端とを一対の通路壁７９０によって構成される通路を介して連
通化することができる。また、賞球ユニット８００を取り付けた状態では、賞球通路８１
０の下流端と後に詳述する満タンユニット９００の賞球入口９２７とが接続され、球抜通
路８１１の下流端が球抜接続通路８８０の上流端と接続される。
【０１４４】
　一方、賞球ユニット８００を取り外すときは、係止弾性爪８２０による係合を解除して
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連結蓋部材７８６を手前側に回動し、その後、着脱ボタン８２２を押圧してロック用弾性
爪５６４を前面側に移動させてロック用弾性爪５６４とボタン挿通係合穴８２１との係合
を解除させ、その後着脱ボタン８２２を押圧したままの状態で賞球ユニット８００を上方
に引き上げて賞球ユニット８００の下端部と係止溝５７３との係合及び鉤状係合部８２４
と係合突片５６５との係合を解除して賞球ユニット８００を手前側に引き出すことにより
、賞球ユニット８００を簡単に取り外すことができる。
【０１４５】
　＜満タンユニット＞
　上記した賞球ユニット８００の下流側に配置される満タンユニット９００について、主
として図５６～図６２を参照して説明する。図５６は、賞球ユニット８００と満タンユニ
ット９００との関係を示す斜視図であり、図５７は、満タンユニット９００の斜視図であ
り、図５８は、満タンユニット９００の正面から見た分解斜視図であり、図５９は、満タ
ンユニット９００の背面から見た分解斜視図であり、図６０は、満タンユニット９００と
ファール口６１０との関係を示す一部破断斜視図であり、図６１は、満タンユニット９０
０に設けられる底面揺動板９０７部分で切断した横断面図であり、図６２は、満タンユニ
ット９００とファール口６１０との関係を示す断面図である。
【０１４６】
　満タンユニット９００は、前述したように本体枠３の満タンユニット載置部５３１に載
置固定されるものであり、図５８に示すように、上面が開放したボックス状に形成される
ボックス主体９０１と、該ボックス主体９０１の上面を覆う蓋体９２６とから構成されて
いる。ボックス主体９０１は、賞球通路８１０の下流端から流入した球が内部をジグザグ
状に誘導されて出口９２１から排出されるようになっている。このため、その上流部に蓋
体９２６に形成される賞球入口９２７から流入した球を一端から他端に向かって側方に誘
導する側方誘導通路９０２が形成されている。側方誘導通路９０２の賞球入口９２７の直
下の一端部には、球を側方に向かって誘導するように凹円弧状に形成される側方誘導受部
９０３が設けられ、側方誘導通路９０２の他端内面に側方誘導通路９０２を流れてきた球
の衝撃を受け止めて該球を下流側に誘導する緩衝部材９０４が設けられている。
【０１４７】
　また、側方誘導通路９０２の他端内面に設けられる緩衝部材９０４に衝突した球は、向
きを下流側に変えた後、側方誘導通路９０２の球の流れと逆方向に流れるように誘導され
る逆側方誘導通路９０５が形成されている。逆側方誘導通路９０５を流れた球は、その後
、前方に向かって形成される前方誘導通路９２０に導かれて該前方誘導通路９２０の流下
端に形成される出口９２１から前述した皿ユニット３００の賞球連絡樋４５１に導かれる
。
【０１４８】
　ところで、前記逆側方誘導通路９０５の上流側の底面には、その底面の全域に亘って開
口する底面開口９０６が形成され、その底面開口９０６を底面揺動板９０７が揺動自在に
閉塞している。底面開口９０６は、上面が開放されたほぼ正方形の凹状に形成され、その
内部の正面から見て前後方向の側壁に一対の軸支突起９１１が突設されている。また、底
面開口９０６の凹状の底面にバネ９１３の下端を位置決めするための円形状のバネ載置凹
部９１２が形成されている。一方、底面開口９０６を閉塞する底面揺動板９０７は、ほぼ
正方形状に形成され、その裏面下流側に正面から見て前記軸支突起９１１に嵌合すること
により軸支される半円形状の軸受部９０８が突設形成されている。また、底面揺動板９０
７の裏面中央には、図６１に示すように、バネ９１３の上端が係止されるバネ係止突起９
１０が下方に向かって突設されている。したがって、底面揺動板９０７は、バネ９１３の
付勢力によりその上流側が常に上方へ揺動された方向に付勢されている。そして、バネ９
１３は、通常の賞球の払出個数（例えば、１５個）が一度に底面揺動板９０７上に載置し
たときでも底面揺動板９０７が下方に揺動せず、賞球の払出個数以上の所定個数の球が底
面揺動板９０７上に載置したときに下方に揺動するようなバネ係数を有するバネ部材によ
って形成されている。更に、底面揺動板９０７の上流側に検出突片９０９が前方に向かっ
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て突出されている。この検出突片９０９は、底面揺動板９０７の軸受部９０８を軸支突起
９１１に嵌合軸支したときに、連通孔９２９を貫通して次に説明するスイッチ収納空間９
１４に位置するようになっている。
【０１４９】
　また、逆側方誘導通路９０５の上流端部の側壁の外側には、満タンスイッチ９１６を収
納するためのスイッチ収納空間９１４が一体的に形成されている。スイッチ収納空間９１
４に満タンスイッチ９１６を取り付けるために、スイッチ収納空間９１４の上部であって
逆側方誘導通路９０５の上流端部の側壁の外側面にスイッチ取付部９１８が形成され、そ
のスイッチ取付部９１８に満タンスイッチ９１６を保持するスイッチホルダ９１５の取付
片９１７がネジ９１９によって止着されている。満タンスイッチ９１６は、投光器と受光
器とからなるスイッチとして構成され、その受光器と投光器との間を検出突片９０９が上
下に揺動することによりＯＮ・ＯＦＦを検出するものである。
【０１５０】
　更に、逆側方誘導通路９０５の下流側の一側方にファール球通路９２２が形成されてい
る。ファール球通路９２２は、その上流側のファール球入口９２３が図６０に示すように
、前述したファール口６１０に連通し、その下流側が前方誘導通路９２０の上流側に連通
するように屈曲して形成されている。このため、ファール口６１０に取り入れられたファ
ール球は、ファール球入口９２３から屈曲したファール球通路９２２を通って前方誘導通
路９２０に導かれ、さらに出口９２１及び賞球連絡樋４５１を通って皿ユニット３００に
戻される。
【０１５１】
　また、ボックス主体９０１には、前記出口９２１の両側方と前記ファール球入口９２３
の一側方に前記満タンユニット載置部５３１に形成されるユニット係合溝５３２に係合さ
れる係合片９２４が突設されると共に、蓋体９２６に形成される掛止片９２８と係合する
掛止突起９２５が形成されている。この掛止突起９２５は、ボックス主体９０１の左右後
方の側壁上部に適宜形成されている。
【０１５２】
　一方、蓋体９２６は、ボックス主体９０１の側方誘導通路９０２、逆側方誘導通路９０
５、前方誘導通路９２０、及びファール球通路９２２の上面を覆うような板形状に形成さ
れ、前記側方誘導通路９０２に上流端に対応する位置に正方形状の賞球入口９２７が開口
されている。また、蓋体９２６の周囲には、ボックス主体９０１の前記掛止突起９２５と
係合するための掛止片９２８が下方に向かって突設されている。
【０１５３】
　上記のように構成される満タンユニット９００においては、図５６に示すように、賞球
ユニット８００の賞球通路８１０から払出された球が賞球入口９２７から側方誘導通路９
０２の上流側に入って側方誘導受部９０３によって側方に向かって誘導されて緩衝部材９
０４に衝突する。緩衝部材９０４に衝突した球は、そのまま下流側に向かって逆側方誘導
通路９０５を前記側方誘導通路９０２の誘導方向と逆方向に誘導されて前方誘導通路９２
０に導かれ、前方誘導通路９２０の出口９２１から賞球連絡樋４５１を通って皿ユニット
３００に導かれる。また、ファール球入口９２３から入ったファール球も屈曲したファー
ル球通路９２２によって球の勢いを弱められて前方誘導通路９２０に合流し、前方誘導通
路９２０の出口９２１から賞球連絡樋４５１を通って皿ユニット３００に導かれる。
【０１５４】
　そして、通常時、満タンユニット９００内を球が自然に流れているときには、側方誘導
通路９０２から逆側方誘導通路９０５に球が移動する際に、底面揺動板９０７に落下する
が、通常の賞球の払出個数程度では、バネ９１３の弾発力が強いので、底面揺動板９０７
が揺動することがなく、図６１の実線で示すように、検出突片９０９が投受光方式の満タ
ンスイッチ９１６の投光器と受光器との間に入ってスイッチが導通しない状態（ＯＦＦ）
となっている。これに対し、皿ユニット３００に賞球が貯留されて満タンユニット９００
内にも球が充満してきたときには、前方誘導通路９２０及び逆側方誘導通路９０５の上流
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側の全域に形成される底面揺動板９０７上に貯留された球の圧力により底面揺動板９０７
がバネ９１３の付勢力に抗して下方に揺動し、図６１の二点鎖線で示すように、検出突片
９０９が投受光方式の満タンスイッチ９１６の投光器と受光器との間から外れてスイッチ
が導通した状態（ＯＮ）となる。満タンスイッチ９１６がＯＮすると、賞球ユニット８０
０の払出モータ８１５の回転駆動が停止（所定個数の賞球を払出している最中にＯＮ信号
が導出された場合には、その所定個数の賞球が払出されてから停止）するようになってい
る。
【０１５５】
　上記したように、満タンユニット９００においては、球が流下する通路（図示の場合に
は、逆側方誘導通路９０５）の通路底面の幅とほぼ同じ幅の底面揺動板９０７によって満
タンスイッチ９１６を作動させるようにすると共に、通常時の球の流れによって揺動せず
ある程度の球が載置したときに底面揺動板９０７揺動するように付勢部材（バネ９１３）
で付勢したので、従来のように一部の通路の底面等に球が載置したことにより球詰まりを
検出するものに比べて、その一部の通路部分における球の載置が球詰まりによって検出さ
れない事態を確実に防止することができる。このことは、球の満タンを確実に検出するこ
とができるものである。
【０１５６】
　上記したように、本実施の形態に係る満タンユニット９００においては、本体枠３の満
タンユニット載置部５３１に着脱自在に取り付けるものであるため、従来のように、満タ
ン装置を本体枠に形成された払出通路の内部に組み付けるものに比べて、本体枠に満タン
構造のための通路を形成する必要がない。また、満タンユニット９００の内部をジグザグ
状の通路とすることにより、賞球ユニット８００の賞球通路８１０から払出された球の勢
いを弱めながら皿ユニット３００に誘導することができるので、払い出された賞球が皿ユ
ニット３００から外に飛び出すこともない。更に、本実施の形態に係る満タンユニット９
００は、ファール球を導くファール球通路９２２が賞球を払い出す前方誘導通路９２０の
途中に球の勢いを弱めて合流するようになっているので、賞球の流れを阻害することなく
ファール球を合流させることができる。
【０１５７】
　＜錠装置＞
　次に、本体枠３の開放側の裏側端辺に沿って垂直方向に取り付けられる錠装置１０００
について主として図６３～図７１を参照して説明する。図６３は、錠装置１０００と本体
枠３との関係を示す背面斜視図であり、図６４は、錠装置１０００の本体枠３への掛け止
め構造を示す拡大側方断面図であり、図６５は、パチンコ機１の縦方向中央よりやや下方
の位置で水平方向に切断した一部断面図であり、図６６は、錠装置１０００と本体枠３の
側壁５４０，５４１との詳細な関係を示す拡大断面図であり、図６７は、錠装置１０００
の側面図（Ａ）、前面側から見た斜視図（Ｂ）であり、図６８は、錠装置１０００の背面
側から見た斜視図（Ａ）、錠装置１０００のコ字状基体１００１の内部に摺動自在に設け
られる扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０の斜視図（Ｂ），（Ｃ）であり、
図６９は、錠装置１０００の分解斜視図であり、図７０は、扉枠用摺動杆１０４０と本体
枠用摺動杆１０５０の作用を説明するための正面図であり、図７１は、不正防止部材１０
２３，１０３２の作用を説明するための正面図である。
【０１５８】
　錠装置１０００は、本体枠３の開放側の第一側面壁５４０に沿って本体枠３のほぼ上端
から下端にかけて取り付けられるものであり、図６３に示すように、本体枠３の外周側辺
と第一側面壁５４０の立ち上がり部との間の上下端近い部分及び中程に形成される複数（
図示の場合、３個）の錠係止穴５４８と、第一側面壁５４０の垂直面の上部と中程に切り
欠けられて形成される錠取付穴５４７とシリンダー錠貫通穴５２６の上部近傍に形成され
る錠取付穴５４７と、によって次に説明する錠装置１０００のコ字状基体１００１が支持
固定されるものである。そこで、以下、錠装置１０００の構造について詳細に説明する。
【０１５９】
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　図６７～図６９に示すように、錠装置１０００は、断面コ字状に形成される錠基体とし
てのコ字状基体１００１と、該コ字状基体１００１内に摺動自在に設けられる扉枠用摺動
杆１０４０と、前記コ字状基体１００１内に摺動自在に設けられる本体枠用摺動杆１０５
０と、該本体枠用摺動杆１０５０の摺動を不正に行うことができないようにコ字状基体１
００１の下部に取り付けられる不正防止部材１０２３，１０３２と、からなる。
【０１６０】
　コ字状基体１００１は、金属を断面コ字状となるように折り曲げ、その内部に扉枠用摺
動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とを摺動可能に設けるものであるが、その横幅寸
法は従来の断面Ｌ字状に成形された基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いものとな
っている。これは、前述したように遊技盤４の左右方向及び上下方向の大きさを極めて大
きくすると共に、本体枠３の側面壁５４０～５４３で囲まれる空間を大きくしたため、側
面壁５４０と本体枠３の外周辺との間の寸法が極めて小さくなっていることにより、本実
施形態に係る錠装置１０００の横幅寸法を小さく形成して錠装置１０００を本体枠３の裏
側に取り付けることができるような取付構造として改良したためである。そして、コ字状
基体１００１の断面コ字状の開放側が本体枠３の裏面に対面するように取り付けられるた
め、錠装置１０００が本体枠３に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動
杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とが、それぞれのフック部１０４１、１０５４，１
０６５を除いてコ字状基体１００１に完全に被覆された状態の不正防止構造となっている
。
【０１６１】
　まず、コ字状基体１００１の開放側と反対の閉塞側上下に本体枠用摺動杆１０５０のフ
ック部１０５４，１０６５が貫通される長方形状のフック貫通開口１００２が開設される
と共に、閉塞側であって第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂ（図６９参照）上部
と中程に水平方向にビス止め部１００３が突設され、更に、開放側の第一側面壁５４０と
密着しない側面１００１ａ（図６９参照）の上端部及び中間部と、開放側の両側面１００
１ａ，１００１ｂの下端部に係止突起１００４が突設形成されている。ビス止め部１００
３と係止突起１００４は、錠装置１０００を本体枠３の裏面に取り付けるためのものであ
り、係止突起１００４を本体枠３の錠係止穴５４８に差し込んで上方に移動させ（図６４
参照）、その状態でビス止め部１００３と錠取付穴５４７とが一致するため、その一致し
た穴に図示しないビスを螺着することにより、錠装置１０００を本体枠３に強固に固定す
ることができる。なお、錠装置１０００のビスによる取付けは、上部と中程のビス止め部
１００３だけではなく、後述する錠取付片１００８に形成されるビス止め部１００３と前
記シリンダー錠貫通穴５２６の上方近傍に形成される錠取付穴５４７とを対応させて図示
しないビスで止着することにより、錠装置１０００の下方も取り付けられるようになって
いる。
【０１６２】
　また、その取り付けに際し、コ字状基体１００１の開放側（前方部）の上中下の３箇所
に形成される係止突起１００４を錠係止穴５４８に差し込んで位置決め係止し、コ字状基
体１００１の閉塞側（後方部）の上中の２箇所に形成されたビス止め部１００３及びコ字
状基体１００１の開放側（前方部）に形成されたビス止め部１００３を錠取付穴５４７に
ビスで固定する構造であるため、錠装置１０００の前方部を係止突起１００４と錠係止穴
５４８で係止し、錠装置１０００の後方部をビス止め部１００３と錠取付穴５４７で固定
しかつ錠装置１０００の下方部をビス止め部１００３と錠取付穴５４７で固定するので、
極めて簡単な構造で錠装置１０００を本体枠３に強固に固定することができるものである
。換言するならば、錠装置１０００を極めて横幅寸法の薄いコ字状基体１００１に集約し
て構成した場合でも、錠装置１０００の前方部と後方部との係止及び固定により、錠装置
１０００を本体枠３に強固に固定することができるものである。特に、本実施の形態の場
合には、前方部の係止構造（固定構造でもよい）を構成する係止突起１００４がコ字状基
体１００１の第一側面壁５４０と密着しない側面１００１ａに突設形成される一方、後方
部の固定構造を構成するビス止め部１００３及びビス止め部１００３がコ字状基体１００
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１の第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂから水平方向に突設形成される構造であ
るため、前方部の係止構造が第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂに形成される場
合に比べて、ガタ付きが生じないように錠装置１０００を本体枠３に固定することができ
るものである。
【０１６３】
　また、コ字状基体１００１の両側面１００１ａ，１００１ｂの上部、中程、下部に挿通
穴１００５が形成され、コ字状基体１００１に扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆
１０５０を収納した状態で挿通穴１００５にリベット１００６を差込んでかしめることに
より、コ字状基体１００１の内部に扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０を
摺動自在に取り付けることができる。即ち、扉枠用摺動杆１０４０の上中下の３箇所に形
成されるリベット用長穴１０４２と本体枠用摺動杆１０５０の上フック部材１０５１及び
下フック部材１０５２にそれぞれ１つずつ形成されるリベット用長穴１０５５，１０６１
にリベット１００６を貫通させることにより、扉枠用摺動杆１０４０が上方に移動できる
ようにし、本体枠用摺動杆１０５０が下方に移動できるようになっている。したがって、
図６８（Ｂ）に示すように本体枠用摺動杆１０５０のリベット用長穴１０５５，１０６１
の下端部にリベット１００６が貫通しており、図６８（Ｃ）に示すように扉枠用摺動杆１
０４０のリベット用長穴１０４２の上端部にリベット１００６が貫通している。
【０１６４】
　更に、コ字状基体１００１の下方部には、その閉塞側面に不正防止切欠部１００７が形
成されると共に、その開放側の本体枠３の第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂの
前端部にシリンダー錠１０１０を取り付けるための錠取付片１００８が側方に向かって突
設され、更に、第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂに挿入縦開口１０２０、バネ
係止片１０２１、及び逃げ横穴１０２２がそれぞれ形成されている。不正防止切欠部１０
０７は、後に説明する第一不正防止部材１０２３のストッパー片部１０２７が進退するよ
うになっている。この点については、後に詳述する。また、錠取付片１００８は、錠装置
１０００を本体枠３の裏面に取り付けた状態で、遊技盤設置凹部５１０の下端辺よりも下
方の位置となるようにコ字状基体１００１の側面１００１ｂの前端部から側方に向かって
突設されるが、この錠取付片１００８には、シリンダー錠１０１０が貫通する錠挿通穴１
００９が形成されると共にシリンダー錠１０１０の錠取付基板１０１１に形成される取付
穴１０１３をビス１０１２で取り付けるための取付穴１０１４が上下２箇所に穿設され、
更に、錠装置１０００の下部を本体枠３の裏面に取り付けるためのビス止め部１００３が
穿設されている。また、挿入縦開口１０２０は、シリンダー錠１０１０に固定される係合
カム１０１６の第一係合突片１０１７及び第二係合突片１０１８がシリンダー錠１０１０
の回動時に侵入するための開口であり、バネ係止片１０２１は、不正防止部材１０２３、
１０３２に設けられるバネ１０３５が係止されるものであり、逃げ横穴１０２２は、連結
ピン１０３４の移動の邪魔をしないように逃げ穴を構成するものである。この点について
は後に詳述する。
【０１６５】
　上記した錠取付片１００８に取り付けられるシリンダー錠１０１０について説明すると
、シリンダー錠１０１０は、錠取付基板１０１１の前方に円筒状のシリンダー錠本体が固
定され、そのシリンダー錠本体の錠軸１０１５が錠取付基板１０１１より後面に出ており
、その錠軸１０１５の後端に係合カム１０１６がビス１０１９によって固定されている。
係合カム１０１６は、ブーメラン形状に形成され、その一端辺が回動時に本体枠用摺動杆
１０５０の下降係合穴１０６２に係合する第一係合突片１０１７となっており、その他端
辺が回動時に扉枠用摺動杆１０４０の上昇係合穴１０４５に係合する第二係合突片１０１
８となっている。そして、上記のように構成されるシリンダー錠１０１０は、円筒状のシ
リンダー錠本体部分を錠挿通穴１００９に挿通して錠取付基板１０１１の上下２箇所に形
成される取付穴１０１３と錠取付片１００８の取付穴１０１４とを一致させてビス１０１
２で螺着することにより、シリンダー錠１０１０をコ字状基体１００１に固定することが
できる。
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【０１６６】
　次に、コ字状基体１００１に取り付けられる不正防止部材１０２３，１０３２，につい
て図６９を参照して説明する。不正防止部材１０２３、１０３２は、シリンダー錠１０１
０を正式な鍵で回動せずに、例えばピアノ線や針金等で不正に本体枠用摺動杆１０５０を
下降させることを防止するためのものである。しかして、不正防止部材１０２３、１０３
２は、第一不正防止部材１０２３と第二不正防止部材１０３２とを連結ピン１０３４で連
結した構造となっている。第一不正防止部材１０２３は、上端の揺動軸穴１０２５を中心
にして揺動自在に構成される縦長の板状に形成され、その揺動軸穴１０２５を前述したコ
字状基体１００１の内部に扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０を摺動自在
に取り付けるための挿通穴１００５及びリベット１００６のうち、最下方の挿通穴１００
５及びリベット１００６によって取り付けられる。
【０１６７】
　また、第一不正防止部材１０２３には、その板状面に前記挿入縦開口１０２０と重複す
る縦長な突片挿入穴１０２６が開設され、この突片挿入穴１０２６に第二係合突片１０１
８が挿入し得るようになっている。つまり、突片挿入穴１０２６と挿入縦開口１０２０を
第二係合突片１０１８が貫通することにより、コ字状基体１００１の内部に設けられる扉
枠用摺動杆１０４０の上昇係合穴１０４５と第二係合突片１０１８とが係合するようにな
っている。また、第一不正防止部材１０２３の突片挿入穴１０２６の開設位置の斜め上方
の外形線が傾斜部１０２４となっている。この傾斜部１０２４は、係合カム１０１６の回
動時に第一係合突片１０１７の後面側と当接するもので、係合カム１０１６の回動時に第
一係合突片１０１７と傾斜部１０２４とが当接することにより第一不正防止部材１０２３
が揺動軸穴１０２５を中心として揺動（図７１（Ｂ）において時計回転方向）するように
なっている。
【０１６８】
　更に、第一不正防止部材１０２３には、前記突片挿入穴１０２６の斜め下方の外形線上
にストッパー片部１０２７が突設され、そのストッパー片部１０２７の下方に規制突片１
０３１が突設され、該規制突片１０３１の前方部にピン穴１０２９と連結穴１０３０とが
上下に形成されている。ストッパー片部１０２７は、本体枠用摺動杆１０５０の施錠時に
前記不正防止切欠部１００７及び本体枠用摺動杆１０５０の係合切欠部１０６６に侵入係
合して本体枠用摺動杆１０５０が不正に摺動しないようにするものである。また、規制突
片１０３１は、第一不正防止部材１０２３と第二不正防止部材１０３２とはバネ１０３５
によって連結されるが、そのバネ１０３５で連結されたときに第二不正防止部材１０３２
の付勢方向への移動を規制するものである。ピン穴１０２９は、ガイドピン１０２８が固
定されるものであり、ガイドピン１０２８が第一不正防止部材１０２３の裏面側からピン
穴１０２９に固定された状態で、そのガイドピン１０２８を前記挿入縦開口１０２０の最
下端部に形成される横長状開口部に係合させることにより、第一不正防止部材１０２３を
コ字状基体１００１の側面１００１ｂに沿って案内するものである。更に、連結穴１０３
０は、第一不正防止部材１０２３と第二不正防止部材１０３２とを連結ピン１０３４で連
結するためのものである。
【０１６９】
　上記した第一不正防止部材１０２３に連結される第二不正防止部材１０３２は、逆「て
」字状の板材で形成され、その上部一端に連結穴１０３３が形成され、その上部他端にバ
ネ係止穴１０３６が穿設され、下方端部に当接部１０３７が設けられている。連結穴１０
３３は、第一不正防止部材１０２３の連結穴１０３０と一致させて連結ピン１０３４で連
結するためのものであり、バネ係止穴１０３６は、一端がコ字状基体１００１のバネ係止
片１０２１に係止されるバネ１０３５の他端を係止するものである。また、当接部１０３
７は、本体枠３の閉鎖時に外枠２の内側下部に固定される閉鎖用突起４１と当接するもの
である。なお、上記した第一不正防止部材１０２３及び第二不正防止部材１０３２の作用
については、後に詳述する。
【０１７０】
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　次に、コ字状基体１００１の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆１０４０及び本
体枠用摺動杆１０５０について説明する。まず、扉枠用摺動杆１０４０は、縦長の金属製
の板状部材から構成され、その一側縦辺の上中下の３箇所に扉枠用フック部１０４１が前
方に向かって一体的に突設されている。この扉枠用フック部１０４１は、コ字状基体１０
０１内に収納したときに、その開放側から前方に突出しているもので、錠装置１０００を
本体枠３の裏面に固定したときに、本体枠３に形成される扉用フック穴５４９（図２１及
び図２２参照）から前方に突出し、扉枠５の裏面に形成されるフックカバー２２７（図１
５参照）に係止するものである。なお、扉枠用フック部１０４１は、下向きの係合爪形状
となっているため、扉枠用摺動杆１０４０を上昇させることにより扉枠用フック部１０４
１とフックカバー２２７との係止状態を解除することができる。
【０１７１】
　また、扉枠用摺動杆１０４０の上中下の側面中央に、前記リベット１００６が挿通され
る縦長のリベット用長穴１０４２が形成され、該リベット用長穴１０４２のうちの最上部
のリベット用長穴１０４２の下方及び扉枠用摺動杆１０４０の最下端にガイド突起１０４
３が突設されている。リベット用長穴１０４２は、コ字状基体１００１の挿通穴１００５
に挿通されるリベット１００６が貫通されるものであり、しかも、このリベット１００６
が扉枠用摺動杆１０４０の上昇動作を邪魔しないように縦長に形成されている。そして、
通常状態においては、リベット用長穴１０４２の上端部にリベット１００６が貫通当接し
た状態となっている。また、ガイド突起１０４３は、本体枠用摺動杆１０５０の上フック
部材１０５１及び下フック部材１０５２に形成される突片移動穴１０５６，１０６４に挿
通されるものであり、扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０との相互の摺動動
作を案内するようになっている。
【０１７２】
　また、扉枠用摺動杆１０４０の上端部にスプリングフック部１０４６が形成され、この
スプリングフック部１０４６にスプリング１０４８の一端が係止され、そのスプリング１
０４８の他端が本体枠用摺動杆１０５０の上フック部材１０５１に形成されるスプリング
フック部１０５７に係止される。これにより、扉枠用摺動杆１０４０が下方向に、本体枠
用摺動杆１０５０が上方向に、それぞれ相互に付勢されている。扉枠用摺動杆１０４０の
中程には、当接弾性片１０４７が凸状に形成されている。この当接弾性片１０４７は、扉
枠用摺動杆１０４０の一側側面からプレスで打ち出して凸状に形成したものであり、コ字
状基体１００１の内側面に当接して内部で扉枠用摺動杆１０４０がガタつかないようにす
るものである。更に、扉枠用摺動杆１０４０の下方部分の側面には、共に縦長な遊び穴１
０４４と上昇係合穴１０４５とが形成されている。遊び穴１０４４は、係合カム１０１６
の第一係合突片１０１７が差し込まれて回動するときに、その回動動作の邪魔にならない
ように第一係合突片１０１７の先端部が移動しえる空間を構成するものである。また、上
昇係合穴１０４５は、係合カム１０１６の第二係合突片１０１８が差し込まれて回動する
ときに、その回動動作によって扉枠用摺動杆１０４０が上昇するように係合するためのも
のである。なお、扉枠用摺動杆１０４０の縦辺下部後方には、前記不正防止切欠部１００
７よりも上下方向に大きな切欠である逃げ切欠部１０４９が形成されている。この逃げ切
欠部１０４９は、第一不正防止部材１０２３のストッパー片部１０２７を確実に不正防止
切欠部１００７及び係合切欠部１０６６に係合させるために邪魔しないように形成される
ものである。
【０１７３】
　一方、本体枠用摺動杆１０５０は、金属板製の上フック部材１０５１と、金属板製の下
フック部材１０５２と、上フック部材１０５１と下フック部材１０５２とを連結する連結
線杆１０５２と、から構成されている。つまり、本体枠用摺動杆１０５０は、従来のよう
に１つの金属製の縦長板で構成されているわけではなく、フック部１０５４，１０６５を
有する上フック部材１０５１と下フック部材１０５２とを金属製の板材をプレスで形成し
、その金属製の上フック部材１０５１と下フック部材１０５２とを細い金属製の連結線杆
１０５３で連結したものである。このため、狭いコ字状基体１００１の空間に扉枠用摺動
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杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とを効率よく収納することができる。
【０１７４】
　ところで、上フック部材１０５１には、その上端部に後方に向かってフック部１０５４
が突設され、その板面部にリベット用長穴１０５５と突片移動穴１０５６とが形成され、
また、その前方の縦辺下端部にスプリングフック部１０５７と連結穴１０５８とが形成さ
れ、さらに、その上辺及び下辺に当接部１０５９が形成されている。フック部１０５４は
、コ字状基体１００１の上方のフック貫通開口１００２を貫通して外枠２の開放側内側の
上部に設けられる閉鎖用突起３８に係合するもので上向きに係止爪部が形成されている。
リベット用長穴１０５５は、扉枠用摺動杆１０４０の上部に形成されるリベット用長穴１
０４２に対応するものであり、このリベット用長穴１０５５にリベット１００６が貫通さ
れた通常の状態では、リベット１００６がリベット用長穴１０５５の最下端部を貫通した
状態となっている。これにより、上フック部材１０５１が下方に向かって移動することが
できるようになっている。突片移動穴１０５６は、前述したように扉枠用摺動杆１０４０
の上方のガイド突片１０４３が挿入されて、扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０
５０との相互の移動を案内するようになっている。スプリングフック部１０５７は、前述
したようにスプリング１０４８の他端が係止されるものである。また、連結穴１０５８は
、連結線杆１０５３の上端が折り曲げられて挿入されるものである。更に、当接部１０５
９は、コ字状基体１００１に収納されたときに、該コ字状基体１００１の内部側壁に当接
して上フック部材１０５１の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるように
するためのものである。
【０１７５】
　一方、下フック部材１０５２には、その下端部に後方に向かってフック部１０６５が突
設され、その板面部の上方から下方にかけてリベット用長穴１０６１と下降係合穴１０６
２と遊び穴１０６３と突片移動穴１０６４とが順次形成され、また、その前方の縦辺上端
部に連結穴１０６０が、その後方の縦辺下部に係合切欠部１０６６がそれぞれ形成され、
さらに、その上辺及び下辺に当接部１０６７が形成されている。フック部１０６５は、コ
字状基体１００１の下方のフック貫通開口１００２を貫通して外枠２の開放側内側の下部
に設けられる閉鎖用突起４１に係合するもので上向きに係止爪部が形成されている。リベ
ット用長穴１０６１は、扉枠用摺動杆１０４０の下部に形成されるリベット用長穴１０４
２に対応するものであり、このリベット用長穴１０６１にリベット１００６が貫通された
通常の状態では、リベット１００６がリベット用長穴１０６１の最下端部を貫通した状態
となっている。これにより、下フック部材１０５２が下方に向かって移動することができ
るようになっている。下降係合穴１０６２は、係合カム１０１６の第一係合突片１０１７
が差し込まれて回動するときに、その回動動作によって本体枠用摺動杆１０５０が下降す
るように係合するためのものである。また、遊び穴１０６３は、係合カム１０１６の第二
係合突片１０１８が差し込まれて回動するときに、その回動動作の邪魔にならないように
第二係合突片１０１８の先端部が移動し得る空間を構成するものである。突片移動穴１０
６４は、前述したように扉枠用摺動杆１０４０の下方のガイド突片１０４３が挿入されて
、扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０との相互の移動を案内するようになっ
ている。また、連結穴１０６０は、連結線杆１０５３の下端が折り曲げられて挿入される
ものである。更に当接部１０６７は、コ字状基体１００１に収納されたときに、該コ字状
基体１００１の内部側壁に当接して下フック部材１０５２の摺動動作においてガタつきが
なくスムーズに行われるようにするためのものである。
【０１７６】
　以上、錠装置１０００を構成する各部材について説明してきたが、この錠装置１０００
を組み付けるには、本体枠用摺動杆１０５０の上フック部材１０５１と下フック部材１０
５２とを連結線杆１０５３で連結し、その状態で扉枠用摺動杆１０４０のガイド突片１０
４３を上フック部材１０５１と下フック部材１０５２の突片移動穴１０５６，１０６４に
挿入すると共に、相互のリベット長穴１０４２とリベット用長穴１０５５，１０６１を位
置合わせして重ね合わせ、その重ね合わせた状態で上フック部材１０５１のフック部１０
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５４と下フック部材１０５２のフック部１０６５とをコ字状基体１００１のフック貫通開
口１００２に貫通させながら扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０をコ字状
基体１００１のコ字状の空間に挿入する。その後、挿通穴１００５からリベット１００６
を差し込む。この際、リベット１００６がリベット用長穴１０５５，１０６１、１０４２
を貫通するように差し込む。ただし、最下端のリベット１００６を差し込むときには、第
一不正防止部材１０２３の揺動軸穴１０２５にもリベット１００６を差し込んで第一不正
防止部材１０２３をコ字状基体１００１に同時に取り付ける必要がある。なお、第一不正
防止部材１０２３をコ字状基体１００１に取り付ける前に、第一不正防止部材１０２３と
第二不正防止部材１０３２とを連結ピン１０３４で連結しかつガイドピン１０２８をピン
穴１０２９に図示しないビスで止着しておき、さらにガイドピン１０２８を挿入縦開口１
０２０の最下端の開口部に挿入しておく必要がある。
【０１７７】
　リベット１００６で扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０をコ字状基体１
００１内に収納固定した状態で、スプリング１０４８をスプリングフック部１０４６、１
０５７相互間に掛け渡し、扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とを相互に反
対方向に付勢し、さらに、バネ１０３５をバネ係止片（穴）１０２１，１０３６に掛け渡
して第二不正防止部材１０３２が規制突片１０３１に当接した状態とする。その後、錠取
付片１００８の錠挿通穴１００９にシリンダー錠１０１０の円筒状本体部分を挿入してシ
リンダー錠１０１０をビス１０１２で取付穴１０１４に固定する。なお、このとき係合カ
ム１０１６の第一係合突片１０１７の先端部が傾斜部１０２４の外側でかつ挿入縦開口１
０２０に僅かに挿入し、係合カム１０１６の第二係合突片１０１８の先端部が第一不正防
止部材１０２３の突片挿入穴１０２６及び挿入縦開口１０２０に僅かに挿入した状態とな
るようにシリンダー錠１０１０を錠取付片１００８に取り付ける。
【０１７８】
　上記のようにして組み付けた錠装置１０００を本体枠３の裏面に取り付けるためには、
前述したように、扉枠用摺動杆１０４０の扉枠用フック部１０４１を本体枠３に形成され
る扉用フック穴５４９に差し込みながら、鉤型に突出する係止突起１００４を本体枠３の
錠係止穴５４８に差し込んで上方に移動させ、その状態で水平方向に突出したビス止め部
１００３及びビス止め部１００３を錠取付穴５４７に一致させ、その一致した穴に図示し
ないビスを螺着することにより、図６３に示すように、錠装置１０００を本体枠３の裏面
に強固に固定することができる。特に、本実施の形態の場合には、前方部の係止構造を構
成する係止突起１００４がコ字状基体１００１の第一側面壁５４０と密着しない側面１０
０１ａに突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部１００３及びビス
止め部１００３がコ字状基体１００１の第一側面壁５４０と密着する側面１００１ｂから
水平方向に突設形成される構造であるため、前方部の係止構造が第一側面壁５４０と密着
する側面１００１ｂに形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように錠装置１００
０を本体枠３に固定することができるものである。
【０１７９】
　ところで、本体枠３の裏面に取り付けられた錠装置１０００の作用について図７０及び
図７１を参照して説明する。まず、図７０を参照して本体枠３の開閉動作と扉枠５の開閉
動作について説明する。本体枠３が外枠２に対して閉じかつ扉枠５が本体枠３に対して閉
じている状態においては、図７０（Ａ）に示すように、外枠２の閉鎖用突起３８，４１と
本体枠用摺動杆１０５０のフック部１０５４，１０６５とが係止しかつ扉枠用摺動杆１０
４０の扉枠用フック部１０４１と扉枠５のフックカバー２２７とが係止した状態となって
いる。その状態でシリンダー錠１０１０に図面示しない鍵を差し込んで係合カム１０１６
の第一係合突片１０１７が挿入縦開口１０２０内に侵入する方向に回動すると、図７０（
Ｂ）に示すように、第一係合突片１０１７の先端が本体枠用摺動杆１０５０の下降係合穴
１０６２に係合してスプリング１０４８の付勢力に抗して下フック部材１０５２を下方に
押下げ、これと連結されている連結線杆１０５３と上フック部材１０５１も押下げられて
下降する。このため、外枠２の閉鎖用突起３８，４１と本体枠用摺動杆１０５０のフック
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部１０５４，１０６５とが係止状態が解除されるため、本体枠３を前面側に引くことによ
り本体枠３を外枠２に対して開放することができる。なお、本体枠３を閉じる場合には、
フック部１０５４，１０６５がスプリング１０４８の付勢力により上昇した状態（図７０
（Ａ）に示す状態と同じ上昇した位置）となっているが、フック部１０５４，１０６５の
上辺が外側に向かって下り傾斜しているため、強制的に本体枠３を外枠２に対して押圧す
ることにより、フック部１０５４，１０６５の上辺傾斜部が閉鎖用突起３８，４１の下端
部と当接するので、本体枠用摺動杆１０５０が下方に下降し、遂には、フック部１０５４
，１０６５の上向き爪部と閉鎖用突起３８，４１とが再度係止した状態となって本体枠用
摺動杆１０５０が上昇して係止状態に戻る。
【０１８０】
　一方、シリンダー錠１０１０に図示しない鍵を差し込んで係合カム１０１６の第二係合
突片１０１８が挿入縦開口１０２０内に侵入する方向に回動すると、図７０（Ｃ）に示す
ように、第二係合突片１０１８の先端が扉枠用摺動杆１０４０の上昇係合穴１０４５に係
合してスプリング１０４８の付勢力に抗して扉枠用摺動杆１０４０を上方に押し上げ上昇
する。このため、扉枠５のフックカバー２２７と扉枠用摺動杆１０４０の扉枠用フック部
１０４１とが係止状態が解除されるため、扉枠５を前面側に引くことにより扉枠５を本体
枠３に対して開放することができる。なお、扉枠５を閉じる場合には、扉枠用フック部１
０４１がスプリング１０４８の付勢力により下降した状態（図７０（Ａ）に示す状態と同
じ下降した位置）となっているが、扉枠用フック部１０４１の下辺が外側に向かって上り
傾斜しているため、強制的に扉枠５を本体枠３に対して押圧することにより、扉枠用フッ
ク部１０４１の下辺傾斜部がフックカバー２２７の上端部と当接するので、扉枠用摺動杆
１０４０が上方に上昇し、遂には、扉枠用フック部１０４１の下向き爪部とフックカバー
２２７とが再度係止した状態となって扉枠用摺動杆１０４０が下降して係止状態に戻る。
なお、本実施の形態における扉枠用摺動杆１０４０は、コ字状基体１００１の全長とほぼ
同じ長さに形成されると共に、そのコ字状基体１００１が本体枠３の縦方向の側面のほぼ
全長に亘って取り付けられ、しかも、扉枠５との係止部である扉枠用フック部１０４１が
扉枠用摺動杆１０４０の上端部、中央部、下端部の３箇所に形成されているため、扉枠５
と本体枠３の縦方向の全長における施錠が確実に行われ、扉枠５と本体枠３との間を無理
やりこじ開けてその間からピアノ線等の不正具を挿入する不正行為を行うことができない
という利点もある。
【０１８１】
　上記したように、本実施の形態に係る錠装置１０００は、シリンダー錠１０１０に差し
込んだ鍵を一方向に回動することにより、外枠２に対する本体枠３の施錠を解除し、他方
向に回動することにより、本体枠３に対する扉枠５の施錠を解除することができる。この
場合、シリンダー錠１０１０に鍵を差し込むことなく本体枠用摺動杆１０５０のフック部
１０５４，１０６５にピアノ線等を引っ掛けてこれを下降させる不正行為が行われること
があるが、本実施の形態においては、このような不正行為を行うことができないようにな
っている。このような不正行為を防止する構造の第一番目が第一不正防止部材１０２３と
第二不正防止部材１０３２とから構成されるロック機構であり、第二番目の不正防止構造
がコ字状基体１００１の閉鎖空間に扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０が
収納される構造である。
【０１８２】
　まず、第一番目の不正防止構造であるロック機構の作用について図７１を参照して説明
する。まず、外枠２と本体枠３とが閉じている状態においては、図７１（Ａ）に示すよう
に、外枠２の閉鎖用突起４１と第二不正防止部材１０３２の当接部１０３７とが当接した
状態となっている。この状態においては、バネ１０３５の付勢力により第一不正防止部材
１０２３が反時計方向に回動してストッパー片部１０２７が不正防止切欠部１００７内に
侵入し、ストッパー片部１０２７が不正防止切欠部１００７に対応する位置にある本体枠
用摺動杆１０５０の下フック部材１０５２に形成される係合切欠部１０６６と係合した状
態となっている。このため、本体枠用摺動杆１０５０にピアノ線等を引っ掛けて引き降ろ
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そうとしても、ストッパー片部１０２７と係合切欠部１０６６とが係合しているので、本
体枠用摺動杆１０５０を不正に下方に引き降ろすこと（解錠すること）が不能となり、本
体枠３を開放するという不正行為を行うことができない。
【０１８３】
　一方、シリンダー錠１０１０に鍵を差し込んで正規に本体枠３を開錠する場合には、図
７１（Ｂ）に示すように、鍵を回動させることにより係合カム１０１６の第一係合突片１
０１７が挿入縦開口１０２０内に侵入するように回動される。この第一係合突片１０１７
の回動時に、第一不正防止部材１０２３の傾斜部１０２４と第一係合突片１０１７の側面
とが当接するため、第一不正防止部材１０２３が揺動軸穴１０２５を中心として図示の時
計回転方向に回転を始め、ストッパー片部１０２７も不正防止切欠部１００７から退避す
るように移動する。このため、ストッパー片部１０２７と係合切欠部１０６６との係合が
解除された状態となる。このとき、第二不正防止部材１０３２は、バネ１０３５を伸ばし
て当接部１０３７が後退した位置となっている。この状態でさらに係合カム１０１６を回
動させて第一係合突片１０１７も回動させると、第一係合突片１０１７の先端が下フック
部材１０５２の下降係合穴１０６２に係合して本体枠用摺動杆１０５０の全体を下降させ
るので、フック部１０５４，１０６５と外枠２の閉鎖用突起３８，４１との係止状態が解
除されて本体枠３を外枠２に対して開放することができる。
【０１８４】
　なお、本体枠３を外枠２に対して閉じるときには、第二不正防止部材１０３２は、規制
突片１０３１に当接した状態となっているため、第一不正防止部材１０２３と第二不正防
止部材１０３２との位置関係は、図７１（Ａ）に示す状態とほぼ同じ位置関係になってい
る。この状態で本体枠３を閉めると、外枠２の閉鎖用突起４１と第二不正防止部材１０３
２の当接部１０３７とが正面から当接し、最終的に図７１（Ａ）に示す状態となる。この
ため、第一不正防止部材１０２３と第二不正防止部材１０３２とが本体枠３を閉じるとき
に邪魔になることはない。また、本実施の形態においては、第一不正防止部材１０２３と
第二不正防止部材１０３２とが本体枠用摺動杆１０５０の下降動作だけが不正に行われな
いように防止しているのは、本体枠用摺動杆１０５０を不正に開放すれば、解放後に扉枠
用摺動杆１０４０を手動で簡単に開けることができることと、ピアノ線等で摺動杆を上昇
させる不正行為は事実上行い難いという理由により、本体枠用摺動杆１０５０に対する不
正操作ができないように工夫されている。
【０１８５】
　また、上記した第一番目の不正防止構造であるロック機構であっても、第一不正防止部
材１０２３をピアノ線等で揺動させることにより、ロック機構の機能を無力化することも
不可能ではない。そこで、万一ロック機構のロック機能が不正な行為により無力化される
場合を想定すると、本実施の形態においては、錠装置１０００が本体枠３に取り付けられ
た状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とが、そ
れぞれのフック部１０４１、１０５４，１０６５を除いてコ字状基体１００１の閉鎖空間
に収納されて完全に被覆された状態となっているので、ピアノ線等を差し込んでコ字状基
体１００１の閉鎖空間の内部に設けられる本体枠用摺動杆１０５０を引き下げようとして
も、コ字状基体１００１の両側面１００１ａ，１００１ｂによって不正具の閉鎖空間への
侵入が阻止されるため、不正行為を簡単に行うことができない構造となっている。
【０１８６】
　以上、詳述したように、本実施の形態に係る錠装置１０００は、その横幅寸法が従来の
Ｌ字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いコ字状基体１００１の内部に扉枠用摺
動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５０とを摺動可能に設けかつ錠装置１０００を操作す
るためのシリンダー錠１０１０のコ字状基体１００１への取付位置を遊技盤の下端辺より
も下方となる位置としたので、遊技盤４の左右方向及び上下方向の大きさを極めて大きく
すると共に、本体枠３の側面壁５４０～５４３で囲まれる空間を大きくしても、錠装置１
０００を本体枠３の裏側に強固に取り付けることができる。そして、断面コ字状の開放側
が本体枠３の裏面に対面するように取り付けられるため、錠装置１０００が本体枠３に取
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り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆１０４０と本体枠用摺動杆１０５
０とが、それぞれのフック部１０４１、１０５４，１０６５を除いてコ字状基体１００１
に完全に被覆された状態となっているので、ピアノ線等を差し込んで内部に設けられる本
体枠用摺動杆１０５０を引き下げる等の不正行為を簡単に行うことができない。また、錠
装置１０００の取り付けに際し、コ字状基体１００１の開放側（前方部）の上中下の３箇
所に形成される係止突起１００４を錠係止穴５４８に差し込んで位置決め係止し、コ字状
基体１００１の閉塞側（後方部）の上中下の３箇所に形成されたビス止め部１００３及び
ビス止め部１００３を錠取付穴５４７にビスで固定する構造であるため、錠装置１０００
の前方部を係止突起１００４と錠係止穴５４８で係止し、錠装置１０００の後方部をビス
止め部１００３及びビス止め部１００３と錠取付穴５４７で固定するので、極めて簡単な
構造で錠装置１０００を本体枠３に強固に固定することができるものである。
【０１８７】
　なお、上記した実施形態においては、コ字状基体１００１の下方部をビス止めする構造
として錠取付片１００８に形成されたビス止め部１００３と本体枠３のシリンダー錠貫通
穴５２６の上部近傍に形成した錠取付穴５４７とを螺着する構造としたが、これに代えて
、シリンダー錠１０１０を錠取付片１００８に取り付けるビス１０１２を利用して、該ビ
ス１０１２の先端が錠取付片１００８を貫通して螺着される錠取付穴をシリンダー錠貫通
穴５２６の上下に形成する構造でも良い。また、コ字状基体１００１の下方部をビス止め
しなくても、錠装置１０００の後方部のビス止め部１００３と錠取付穴５４７との固定だ
けでも、錠装置１０００を本体枠３の裏面に強固に固定されることを確認している。更に
、上記した実施形態においては、扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０を左
右の側面１００１ａ，１００１ｂを有するコ字状基体１００１で完全に被覆するものとし
たが、例えば、扉枠用摺動杆１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０を第一側面壁５４０に
密着しない反対側の側面１００１ａに摺動自在にリベット等で装着し、第一側面壁５４０
に密着する側面１００１ｂを省略したＬ字状基体（錠基体）とし、そのＬ字状基体（錠基
体）の側面１００１ａと第一側面壁５４０とによって形成される閉鎖空間に扉枠用摺動杆
１０４０及び本体枠用摺動杆１０５０を収納する構造としてもよい。この場合でも、実施
形態と同じような取付構造及び不正防止構造とすることができる。
【０１８８】
　＜基板ユニット＞
　次に、本体枠３の裏面下部に取り付けられる基板ユニット１１００について、主として
図７２及び図７３を参照して説明する。図７２は、基板ユニット１１００を背面側から見
た斜視図であり、図７３は、基板ユニット１１００を前面側から見た斜視図である。
【０１８９】
　基板ユニット１１００は、本体枠３の裏面下部に複数形成されるホルダ用の取付穴部５
２７（図２２，図２４参照）に取り付けられるものであり、図示すように、合成樹脂成形
された枠用基板ホルダ１１０１に、扉中継基板、電源基板ボックス１１０３、端子基板ボ
ックス１１０４、払出制御基板ボックス１１０５、主ドロワ中継基板、及び副ドロワ中継
基板の各種基板を取り付けることにより構成されている。上記の基板のうち、扉中継基板
、電源基板ボックス１１０３、端子基板ボックス１１０４、及び払出制御基板ボックス１
１０５は、枠用基板ホルダ１１０１の後面側に前後方向に重複して取り付けられ、主ドロ
ワ中継基板及び副ドロワ中継基板は、枠用基板ホルダ１１０１の前面側に取り付けられる
ものである。なお、払出制御基板ボックス１１０５の裏面には、電源基板等からの電磁波
の影響を防止するためにシールド板が取り付けられ、また、主ドロワ中継基板及び副ドロ
ワ中継基板は、基板カバー１１０９に被覆されて取り付けられている。
【０１９０】
　まず、枠用基板ホルダ１１０１は、横長状に合成樹脂で成形され、図示すように、その
後面側一側部に配線用開口１１２４が形成され、図示は省略するが、配線用開口１１２４
の内側に扉中継基板を取り付けるための中継基板用凹部が形成されている。この枠用基板
ホルダ１１０１の左右両辺及び下辺には、基板ユニット１１００を本体枠３に取り付ける
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ための取付片１１２２が外側に向かって突設され、該取付片１１２２を本体枠３の前記取
付穴部５２７（図２２参照）に対応させて図示しないビスで止着することにより、基板ユ
ニット１１００が本体枠３の背面下部に取り付けられる。なお、取付穴部５２７は、図２
４に示すように、取付片１１２２の外形形状に合致する外周壁を有して形成されている。
更に、枠用基板ホルダ１１０１の他端側（図７３の右側）側壁の外側に、配線を係止する
ための配線掛止片１１２３が突設形成されている。
【０１９１】
　また、枠用基板ホルダ１１０１の前面側のほぼ中央には、アウト球通路１１１９が逆さ
Ｌ字状に形成されている。このアウト球通路１１１９は、前述したアウト口６０６（図３
１参照）、球抜排出通路５２４（図２２参照）の下流側、及び落下口６２９（図２９参照
）と対応するように上方が幅広く形成され、下流側が球を列状に排出するように幅狭く形
成されている。したがって、基板ユニット１１００を本体枠３に取り付けたときには、図
２５に示すように、アウト球通路１１１９の幅広上流部がアウト口６０６の下面を支持す
る通路支持突起５１３の後方に位置するようになっている。そして、アウト球通路１１１
９の下流端からアウト球や入賞球、あるいは球抜き球がパチンコ遊技機の外部（一般的に
、島の回収樋）に向かって放出されるものである。
【０１９２】
　基板カバー１１０９には、主ドロワ中継基板に設けられる主ドロワ中継コネクタ１２０
０及び払出制御基板用コネクタ１２０１と、副ドロワ中継基板に設けられる副ドロワ中継
コネクタ１２０２及び扉枠用コネクタ１２０３とが基板カバー１１０９の外側に突出する
ための長方形状のコネクタ用開口が開設されている。
【０１９３】
　払出制御基板ボックス１１０５は、横長の長方形状の払出制御基板が固定されるボック
ス主体と、ボックス主体に取り付けられて払出制御基板の表面を覆うカバー体と、から構
成されている。ボックス主体とカバー体とは、その一側辺を係合させ、その他側辺に分離
切断部１１８３でカシメ固定している。これによってボックス主体とカバー体とを分離す
るためには、分離切断部１１８３を切断しないと分離できないようになっている。ただし
、分離切断部１１８３におけるカシメ固定は、複数箇所（図示の場合は、１～４の数字で
示す４箇所）のうち、いずれかをカシメ部材でカシメれば良く、例えば、検査等で分離す
る必要がある場合には、３回まで行うことができる。もちろん、不正に分離した場合には
、切断した痕跡が残ることになるので、不正行為があったか否かを直ちに知ることができ
るようになっている。
【０１９４】
　＜カバー体＞
　次に、カバー体１２５０について、図６、図２４及び図２８を参照して説明する。カバ
ー体１２５０は、本体枠３の後面開口５８０を覆うものであり、その一側の上中下の３箇
所に本体枠３の背面一側に形成されるカバー体支持筒部５７５に上方から挿入される軸支
ピン１２５１が形成され、その他側のほぼ中央に球通路ユニット７７０に形成されるカバ
ー体係合溝７８５と係合する係合片１２５２が形成されている。しかして、カバー体１２
５０の軸支ピン１２５１をカバー体支持筒部５７５に差し込むことにより、カバー体１２
５０を本体枠３に開閉自在に軸支し、係合片１２５２をカバー体係合溝７８５に係止する
ことにより、カバー体１２５０を本体枠３に閉じた状態とすることができ、遊技盤４に設
けられる各種部品の背面を保護することができる。なお、開放する場合には、係合片１２
５２とカバー体係合溝７８５との係合を解除すればよい。
【０１９５】
　また、図示の場合のカバー体１２５０においては、開放側の係合片１２５２の上下に止
め穴１２５３が形成され、また、本体枠３の施錠壁５６９に突設される施錠用突出鉤片５
７０を貫通させる貫通穴１２５４が形成され、更に詳細に図示しないが、次に説明する第
二実施形態に係るカバー体１２７０と同じように、接続操作用開口１２５５、立壁、当接
突起、補強リブが形成されている。これら接続操作用開口１２５５、立壁、当接突起、補
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強リブは、第二実施形態に係るカバー体１２７０の接続操作用開口１２８３、立壁１２８
４、当接突起１２８５、補強リブ１２８６と同じ位置に設けられて同じ機能を奏するもの
である。しかして、カバー体１２５０を閉じた状態で、カバー体１２５０の止め穴１２５
３と本体枠３側の止め穴５６８とを一致させて図示しないビスで止着することにより、カ
バー体１２５０によって本体枠３の後面開口５８０を閉塞固定することができる。そして
、本体枠３に対してカバー体１２５０を閉じた状態で施錠用突出鉤片５７０がカバー体１
２５０の貫通穴１２５４を貫通しているので、例えば、南京錠等の錠を施錠用突出鉤片５
７０に掛け止めることにより、南京錠の鍵を有する責任者しかカバー体１２５０を開放す
ることができないようにすることができる。
【０１９６】
　＜遊技盤の詳細構成＞
　遊技盤４の詳細な構成について、主に図７４～図８２を参照して説明する。図７４は、
遊技盤を可動装飾体が通常の状態で示す正面図である。図７５は、遊技盤を可動装飾体が
可動した状態で示す正面図である。図７６は、遊技盤を斜め後から見た斜視図である。図
７７は、図７４におけるＡ－Ａ断面図である。図７８は、図７４におけるＢ－Ｂ断面図で
ある。
【０１９７】
　図示するように、本実施の形態のパチンコ機１における遊技盤４は、外レール６０２及
び内レール６０３を有し、遊技者が操作ハンドル部４６１を操作することで遊技媒体とし
ての遊技球（単に「球」とも称す）が打ち込まれる遊技領域６０５の外周を区画形成する
枠状の前構成部材６０１と、前構成部材６０１の後側で遊技領域６０５を閉鎖するように
配置される透明板状の遊技パネル５９９と、遊技パネル５９９の外周を覆うと共に遊技パ
ネル５９９を前側から着脱可能に保持し、前構成部材６０１の後側に取付けられる枠状の
パネルホルダ６００と、パネルホルダ６００の後側に取付けられる裏ユニット２０００と
、裏ユニット２０００の後側に配置され所定の演出画像を表示可能な演出表示手段として
の液晶表示装置６４０と、パネルホルダ６００の後側に固定され裏ユニット２００及び液
晶表示装置６４０の下部を覆い後側に主制御基板ボックス６２４が固定される盤用基板ホ
ルダ６２３と、前構成部材６０１に配置される図柄表示装置１８００とを備えている。
【０１９８】
　遊技盤４における遊技パネル５９９は、その略中央部分に配置される枠状のセンター役
物１４００と、センター役物１４００の下側かつアウト口６０６の上側で遊技領域６０５
の左右方向略中央に配置されるアタッカユニット１５００と、センター役物１４００の左
右両側の遊技領域６０５内に配置され遊技球が通過可能とされたゲート部材１６００と、
アタッカユニット１５００の左右両側で遊技領域６０５の外周に略沿うように配置される
サイド入賞口部材１７００とを前面側に支持している。
【０１９９】
　また、遊技盤４のセンター役物１４００は、左右の外周面に遊技領域６０５を流下する
遊技球が進入可能とされたワープ入口１４０２と、ワープ入口１４０２に進入した遊技球
を枠内の内側へ導くワープ通路１４０４と、ワープ通路１４０４を流通した遊技球を左右
方向へ転動させた後にセンター役物１４００よりも下側の遊技領域６０５内へ放出可能な
ステージ１４０６とを備えている。なお、ここでは説明の便宜上、ワープ入口１４０２を
センター役物の両側に配置した構成として説明しているが、本実施の形態では右打ちによ
りほぼ確実に図柄変動ユニット１６００に遊技球を入球させるようにするため、ワープ入
口１４０２を右側には設けず、左側にのみ設けることが望ましい。
【０２００】
　更に、遊技盤４のサイド入賞口部材１７００は、左右方向及び上下方向に所定距離離れ
た位置に配置され上方側に開放されて遊技球を常時受入可能とされた二つの一般入賞口１
７０２を夫々備えている。
【０２０１】
　また、遊技盤４の図柄表示装置１８００は、図７４に示すように、遊技領域６０５の外
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側でアウト口６０６よりも右側の前構成部材６０１下部に配置されており、第一始動口１
５０２への遊技球の入賞を契機として変動表示される第一特別図柄表示器１８０２と、第
二始動口１６２０への遊技球の入賞を契機として変動表示される第二特別図柄表示器１８
０４と、通過ゲート１６１０を遊技球が通過することで変動表示が開始される普通図柄表
示器１８０６と、第一特別図柄表示器１８０２や第二特別図柄表示器１８０４が変動表示
中に第一始動口１５０２へ遊技球が入賞した場合に変動表示の開始を保留した記憶数を表
示する第一特別図柄記憶数表示器１８０８と、第一特別図柄表示器１８０２や第二特別図
柄表示器１８０４が変動表示中に第二始動口１６２０へ遊技球が入賞した場合に変動表示
の開始を保留した記憶数を表示する第二特別図柄記憶数表示器１８１０とを備えている。
なお後述するが、この実施の形態にかかるパチンコ機１では、普通図柄の変動表示を保留
する機能をあえて搭載していない。
【０２０２】
　図柄表示装置１８００の第一特別図柄表示器１８０２と第二特別図柄表示器１８０４は
、夫々７セグメントＬＥＤにより構成されており、各セグメントの組み合わせ態様によっ
て、第一始動口１５０２や第二始動口１６２０への始動入賞による特別抽選（大当り抽選
）結果（本発明における遊技抽選結果）を示唆するようになっている。具体的には、第一
始動口１５０２及び第二始動口１６２０へ始動入賞に基づいて７セグメントＬＥＤにて特
別図柄の変動表示を開始し、所定期間の経過後（第一特別図柄変動パターン選択手段２５
６４で選択した第一特別図柄変動パターン及び第二特別図柄変動パターン選択手段２５７
４で選択した第二特別図柄変動パターンに応じた変動時間の経過後）に特別図柄の変動表
示を停止して７セグメントＬＥＤに所定の態様を表示する。また、普通図柄表示器１８０
６は、二色の色（本例では赤色と緑色）に発光可能なＬＥＤにより構成されており、遊技
球が通過ゲート１６１０を通過することで抽選される普通抽選結果を発光色によって示唆
するようになっている。なお、通過ゲート１６１０を遊技球が通過して普通図柄表示器１
８０６が当りを示唆する色（例えば、緑色）に発光すると、第二始動口１６２０（図８７
参照）を閉鎖する可動部材１６２１（図８７参照）が所定時間（例えば、０．２秒）拡開
して遊技球が第二始動口１６２０へ入賞可能となるようになっている。
【０２０３】
　また、第一特別図柄記憶数表示器１８０８、第二特別図柄記憶数表示器１８１０は、夫
々二つのＬＥＤによって構成されており、各ＬＥＤの点灯・点滅の組み合わせによって保
留された記憶数（例えば、最大四つ）を示唆するようになっている。
【０２０４】
　なお、この実施の形態にかかるパチンコ機１では、第一始動口１５０２への入賞があっ
たときは、３個の遊技球（賞球）が払い出されるのに対し、第二始動口１６２０への入賞
があったときは、第一始動口１５０２への入賞があったときよりも少ない賞球しか払い出
されないようになっている。より具体的には、第二始動口１６２０への入賞があったとき
は、１個の遊技球（賞球）のみ払い出されるようになっている。このような賞球払い出し
によれば、遊技領域６０５に打ち出された全ての遊技球が第二始動口１６２０に入賞した
場合であっても、遊技者の持ち球数が増加することはない。また、後述の図柄変動ユニッ
ト１６００と普通図柄の処理設定とによって、開放延長機能が作動している期間（時短遊
技状態）において、右打ちした場合には、それら打ち出された遊技球の全てが通過口１６
１１を通過し、第二始動口１６２０に入賞するようにした場合には、アウト口などの他の
排出口から遊技球が排出されずに遊技者の持ち球も増加も減少もしないもとで、打ち出さ
れた全ての遊技球の別に大当たり抽選が行われる斬新な遊技性を実現することができるよ
うになる。
【０２０５】
　また、図柄表示装置１８００には、第一特別図柄記憶数表示器１８０８や第二特別図柄
記憶数表示器１８１０とは別に、第一始動口１５０２や第二始動口１６２０への始動入賞
に基づいて抽選される特別抽選結果が、アタッカユニット１５００の開閉部材１５０８が
所定パターンで開閉動作する「大当り」の時に、開閉部材１５０８の開閉回数（ラウンド
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回数）を表示するラウンド表示器１８１４と、特別抽選結果が「小当り」（詳細は後述す
る）の時に点灯する一つのＬＥＤからなる小当り表示器１８１６と、を更に備えている。
ラウンド表示器１８１４は、三つのＬＥＤから構成されており、点灯するＬＥＤの位置に
よって「２Ｒ大当り」、「５Ｒ大当り」、「１５Ｒ大当り」の何れかを表示することがで
きるようになっている。
【０２０６】
　この遊技盤４は、図示は省略するが、遊技パネル５９９の前面に複数の障害釘が所定配
列で植設されている。また、遊技パネル５９９は透明板状とされており、遊技者側から遊
技パネル５９９の後側を視認することができるようになっている。この遊技パネル５９９
には、前後方向に貫通し内周形状が所定形状とされた開口部５９９ｅ（図８０及び図８３
等を参照）が複数形成されており、これら開口部５９９ｅに対応して、センター役物１４
００、アタッカユニット１５００、図柄変動ユニット１６００、及びサイド入賞口部材１
７００が夫々前側から遊技パネル５９９に固定されている。
【０２０７】
　また、遊技盤４における遊技パネル５９９の後側に配置される裏ユニット２０００は、
図示するように、遊技パネル５９９から所定距離後側へ離れた位置に液晶表示装置６４０
を支持する裏箱２００２と、裏箱２００２の前端に遊技パネル５９９の後面と近接するよ
うに支持される円環板状の発光装飾体２００４と、発光装飾体２００４と液晶表示装置６
４０とで形成される収容空間２０１０内に配置され裏箱２００２内を移動する可動装飾体
２００６とが備えられている。そして、これら裏ユニット２０００の発光装飾体２００４
及び可動装飾体２００６は、遊技パネル５９９の透明部分や開口部５９９ｅ等を通して遊
技者側から視認できるようになっている。これにより、本例のパチンコ機１では、遊技パ
ネル５９９の後側すなわち遊技領域６０５の後側に、発光装飾体２００４や可動装飾体２
００６が見えるこれまでのパチンコ機には無い特徴的な外観を有し、他のパチンコ機との
差別化して遊技者の関心を強く引き付けることができるようになっている。
【０２０８】
　この裏ユニット２０００における可動装飾体２００６は、詳細な構成は後述するが、液
晶表示装置６４０の上部前面に配置され、左右方向に移動可能とされると共に液晶表示装
置６４０の表示画面を打撃する回動可能な槌部２２０２を有したセンター可動装飾体２２
００と、液晶表示装置６４０の左右両側前面に配置され、左右方向へ移動可能とされたサ
イド可動装飾体２３００と、液晶表示装置６４０の下部前面に配置され、表示画面上に昇
降可能とされたアンダー可動装飾体２４００とを備えている。このサイド可動装飾体２３
００は、左右方向へ移動することで、互いに接近した接近位置と、互いに離反した離反位
置とに位置することができるようになっており、液晶表示装置６４０の表示画面における
遊技者側から視認できる視認範囲を狭くしたり広くしたりすることができ、近接位置から
離反位置へ移動することで表示画面の視認範囲を広くすることができるようになっている
（図７４及び図７５を参照）。
【０２０９】
　［盤用基板ホルダ］
　盤用基板ホルダ６２３の詳細な構成について、図７９及び図８０を参考にして説明する
。図７９は、盤用基板ホルダに主制御基板ボックスを固定した状態で斜め後から示す斜視
図である。図８０は、図７９を盤用基板ホルダ、ドロワホルダ、及び主制御基板ボックス
に分解して斜め後から示す分解斜視図である。
【０２１０】
　この盤用基板ホルダ６２３は、パネルホルダ６００の後側に取付固定されるものであり
、前方及び上方が開放された箱状とされ、その底部が左右方向の略中央で前側に向かって
低くなるように傾斜しており、遊技パネル５９９の後側に排出された遊技球を受け取った
上で、左右方向の略中央から下方へ排出することができるようになっている。この盤用基
板ホルダ６２３の後面には、後側から所定のビスで固定される金属板からなり主制御基板
ボックス６２４に備えられた封止部６２４ａと対応する被封止部１３０２が形成されたカ
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シメベース部材１３００と、中継端子板６２５及びドロワコネクタ６２６，６２７を支持
するドロワホルダ１３５０とが固定されている。
【０２１１】
　本例の主制御基板ボックス６２４は、盤用基板ホルダ６２３の後面との間にカシメベー
ス部材１３００を挟み込むようにして盤用基板ホルダ６２３に支持されると共に、主制御
基板ボックス６２４の封止部６２４ａがカシメベース部材１３００の被封止部１３０２へ
封止されるようになっている。そして、この状態で主制御基板ボックス６２４を盤用基板
ホルダ６２３から取り外す場合、カシメベース部材１３００の被封止部１３０２に開封痕
が残るようになっており、主制御基板ボックス６２４が不正に取り外されたか否かが目視
で判るようになっている。
【０２１２】
　また、主制御基板ボックス６２４を盤用基板ホルダ６２３に固定した状態では、カシメ
ベース部材１３００を盤用基板ホルダ６２３へ固定しているビスの頭が、カシメベース部
材１３００と主制御基板ボックス６２４との間に配置されるようになっており、カシメベ
ース部材１３００ごと主制御基板ボックス６２４が取り外されるのを防止することができ
るようになっている。また、カシメベース部材１３００が金属板により形成されているの
で、被封止部１３０２によって主制御基板ボックス６２４の封止部６２４ａを強固に封止
することができ、不正行為が行われ難い構造となっている。
【０２１３】
　［センター役物］
　センター役物１４００の詳細な構成について、図８１乃至図８３を参考にして説明する
。図８１（Ａ）はセンター役物の左側面図であり、（Ｂ）はセンター役物の正面図であり
、（Ｃ）はセンター役物の右側面図である。図８２は、センター役物を斜め前から見た斜
視図である。図８３は、センター役物を斜め後から見た斜視図である。
【０２１４】
　このセンター役物１４００は、透明な遊技パネル５９９の略中央に形成された最も大き
な開口部５９９ｅの内周縁に略沿った環状で遊技パネル５９９の前面と当接する前面環状
部１４００ａと、前面環状部１４００ａの内周端から遊技パネル５９９の開口部５９９ｅ
内へと延出する挿入環状部１４００ｂとを主に備えており、この環状の環内を通して後側
に配置される可動装飾体２００６や液晶表示装置６４０等が視認できるようになっている
（図７４等を参照）。
【０２１５】
　このセンター役物１４００の前面環状部１４００ａは、図示するように、ステージ１４
０６の前面側を除く左右辺及び上辺が、遊技パネル５９９の前面から所定量（例えば、１
５ｍｍ～２５ｍｍの範囲内）前方へ突出した堰状に形成され、前面環状部１４００ａを越
えて遊技球がセンター役物１４００の外周側から内周側へ移動しないようになっている。
この前面環状部１４００ａには、左右両側の外周面に開口し遊技領域６０５を流下する遊
技球が進入可能とされたワープ入口１４０２と、ワープ入口１４０２へ進入した遊技球を
センター役物１４００の内周側に形成されたステージ１４０６へ誘導するワープ通路１４
０４とが備えられている。なお、図８３中の符号１４０５は、ワープ通路１４０４へ進入
した遊技球が出てくるワープ出口である。
【０２１６】
　また、前面環状部１４００ａには、その外周で上面側に、遊技領域６０５内を上方から
流下してきた遊技球を左右方向外方へ導く誘導棚１４０８が備えられている。この誘導棚
１４０８は、センター役物１４００の左右方向中央から遠ざかるのに従って低くなるよう
な傾斜面とされており、センター役物１４００の上方から流下してきた遊技球をセンター
役物１４００の左右側面側へ誘導できるようになっている。
【０２１７】
　一方、センター役物１４００の挿入環状部１４００ｂは、前後方向の長さ（奥行）が遊
技パネル５９９の厚さと略同じ長さとされている（図７７などを参照）。これにより、遊
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技パネル５９９の後側に配置される裏ユニット２０００の発光装飾体２００４や可動装飾
体２００６等とセンター役物１４００が干渉しないようになっている。
【０２１８】
　しかして、遊技パネル５９９の前方から開口部５９９ｅ内に挿入環状部１４００ｂを挿
入し、遊技パネル５９９の後方からステージ１４０６とワープ通路１４０４のワープ出口
１４０５とステージ１４０６との間に配置され、ワープ通路１４０４から供給された遊技
球を九十九折状に誘導してステージ１４０６へ導く九十九折誘導路１４１０とステージ１
４０６の後側に上方へ向かって延出する透明板状の保護壁部１４１８とを一体的に形成し
た部材を挿入環状部１４００ｂ内に挿入して前面環状部１４００ａと螺着することにより
センター役物１４００が構成される。この九十九折誘導路１４１０は、ステージ１４０６
のある左右方向の中央へ向かって下がる複数段（例えば、五段）の階段状に形成されてい
ると共に、各段の前後方向に対する傾斜が交互に異なるように形成されており、ワープ通
路１４０４から供給された遊技球が前後方向へ交互に転動しながら順次下段へと送られる
ようになっている。この九十九折誘導路１４１０によって、ワープ通路１４０４から供給
された遊技球の速度を減速させてステージ１４０６へ供給することができると共に、九十
九折誘導路１４１０を含めたステージ１４０６の奥行が狭くても、ワープ通路１４０４に
進入した遊技球が短時間でステージ１４０６から遊技領域６０５内へ排出されるのを防止
して、遊技球の転動演出を楽しませることができるようになっている。
【０２１９】
　またステージ１４０６は、全体的に左右方向中央が下がった湾曲面状に形成されており
、前後方向の後側に配置され九十九折誘導路１４１０から供給される遊技球を受ける第一
ステージ１４０６ａと、第一ステージ１４０６ａの前側に配置され左右方向の中央部が滑
らかに盛り上がった形態とされた第二ステージ１４０６ｂとを備えている。また、第一ス
テージ１４０６ａ及び第二ステージ１４０６ｂには、前側が低くなると共に前側へ向かう
に従って左右に広がる湾曲状の凹溝１４１２が形成されており、第一ステージ１４０６ａ
には左右両端と中央の三個所に、第二ステージ１４０６ｂには中央を挟んだ二個所に夫々
配置されている。更に、第二ステージ１４０６ｂには、その中央に遊技球が進入可能とさ
れた進入口１４１４が開口している。
【０２２０】
　ステージ１４０６の前側に位置する前面環状部１４００ａは、第二ステージ１４０６ｂ
の凹溝１４１２が形成された部分を除いて、その前端を遮るように上方に延出した形態さ
れていると共に、左右方向の中央に第二ステージ１４０６ｂの進入口１４１４と連通する
放出口１４１６が形成されている。これにより、ステージ１４０６上を転動する遊技球は
、第二ステージ１４０６ｂの凹溝１４１２又は前面環状部１４００ａの放出口１４１６の
何れかからセンター役物１４００よりも下側の遊技領域６０５内へ放出されるようになっ
ている。なお、センター役物１４００の放出口１４１６は、アタッカユニット１５００に
おける第一始動口１５０２の真上に配置されており（図７４等を参照）、遊技球が、放出
口１４１６から放出されると、高い確率で第一始動口１５０２に入賞できるようになって
いる。
【０２２１】
　また、保護壁部１４１８は、ステージ１４０６や九十九折誘導路１４１０から遊技球が
センター役物１４００の後側へ移動するのを防止している。換言すると、遊技球が、セン
ター役物１４００の後側に配置された裏ユニット２０００の裏箱２００２内（収容空間２
０１０）へ侵入するのを防止することができるようになっている。なお、保護壁部１４１
８を液晶表示装置６４０の前方に上方に向かって延出した板状の部材で構成することによ
り保護壁部１４１８によって液晶表示装置６４０の表示画面の視認の妨げとなることを極
力回避している。すなわち、保護壁部１４１８の上部から後方（液晶表示装置６４０方向
）に向かって延出させて収容空間２０１０の上部を覆うように構成することも可能である
が、後方に向かって延出することによってその部分の厚みが他の部分よりも増し、液晶表
示装置６４０の表示画面の視認を妨げる虞がある。一方、本構成では、保護壁部１４１８
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の一部は液晶表示装置６４０の表示画面の前面に該表示画面と重複して配置されるが、液
晶表示装置６４０の前方に上方に向かって延出した板状の部材で構成されるため、奥行方
向（パチンコ機１の背面方向）への厚みを低減でき、保護壁部１４１８の厚みを均一にさ
せることが可能であるため、その一部の厚みが増したことによる液晶表示装置６４０の表
示画面の視認の妨げとなることを回避できる。また、遊技球が保護壁部１４１８を乗り越
えて収容空間２０１０に侵入した場合には、該遊技球は収容空間２０１０に貯留される。
上述したように、収容空間２０１０は、発光装飾体２００４と液晶表示装置６４０とによ
って囲まれるとともに、発光装飾体２００４のアンダー可動装飾体２４００の両側方であ
って収容空間２０１０の底部に対応する位置には収容空間２０１０内に侵入した遊技球を
保持する侵入球保持部２１１５が形成され、収容空間２０１０内に侵入した遊技球がパチ
ンコ機１の内部に入り込まないようにしている。そのため、収容空間２０１０に貯留され
ている遊技球、具体的には侵入球保持部２１１５上に保持されている遊技球は、保護壁部
１４１８と液晶表示装置６４０との間隙に指を挿入して取り出すことが可能である。これ
により、収容空間２０１０に侵入した遊技球によって収容空間２０１０内に設けられた可
動部材や発光体等の駆動を妨げるような不具合が発生した場合には早急に対処して不具合
の原因となる遊技球を取り除くことができる。なお、アンダー可動装飾体２４００は、ア
ンダー用ベース部材２４０６の一部が侵入球保持部２１１５よりも上部に突出するように
配置されるため、侵入球保持部２１１５に保持された遊技球がアンダー用ベース部材２４
０６の内部への侵入を阻止し、アンダー可動装飾体２４００の駆動を妨げないようにして
いる。加えて、侵入球保持部２１１５は左右方向の端部（アンダー可動装飾体２４００に
近接する端部とアンダー可動装飾部材２４００と最も離隔する端部）が上方に隆起して形
成されるため、侵入球保持部２１１５に保持された遊技球を侵入球保持部２１１５上に止
めることが可能である。また、収容空間２０１０に侵入した遊技球をアウト球通路１１１
９に誘導してパチンコ遊技機の外部（一般的に島の回収樋）に向かって放出されるように
構成してもよく、この場合には収容空間２０１０に侵入した遊技球を収容空間２０１０に
貯留させないため、貯留空間２０１０に貯留される遊技球によって収容空間２０１０内に
設けられた可動部材や発光体等の駆動を妨げるような不具合の発生を抑止できる。
【０２２２】
　また、遊技パネル５９９の前方から開口部５９９ｅ内に挿入環状部１４００ｂを挿入し
、遊技パネル５９９の後方からステージ１４０６と九十九折誘導路１４１０と保護壁部１
４１８とを一体的に形成した部材を挿入環状部１４００ｂ内に挿入して前面環状部１４０
０ａと螺着することによりセンター役物１４００を構成するため、遊技パネル５９９の開
口部５９９ｅよりもステージ１４０６と九十九折誘導路１４１０と保護壁部１４１８とを
一体的に形成した部材によって形成される領域を拡張できる。すなわち、前面環状部１４
００ａ及びステージ１４０６と九十九折誘導路１４１０と保護壁部１４１８とを一体的に
形成した部材を螺着した状態で遊技パネル５９９の前方から開口部５９９ｅ内に挿入する
構成とした場合にはステージ１４０６と九十九折誘導路１４１０と保護壁部１４１８とを
一体的に形成した部材は開口部５９９ｅの開口縁に当接しないように形成しなければなら
ないが、遊技パネル５９９の後方から螺着するように構成することにより開口部５９９ｅ
の開口縁よりも広がった状態で形成することができるため、ステージ１４０６と九十九折
誘導路１４１０と保護壁部１４１８とを一体的に形成した部材をより幅広く形成すること
が可能となる。
【０２２３】
　本例のセンター役物１４００は、ステージ１４０６、九十九折誘導路１４１０、及び保
護壁部１４１８を除いた表面側に、金属光沢を有したメッキ層が備えられており、このメ
ッキ層によって、遊技パネル５９９における開口部５９９ｅの端面が、遊技者側から視認
できないようにして、見栄えが悪くなるのを防止することができるようになっている。ま
た、前面環状部１４００ａの前面には、ワニ皮状の装飾が施されており、本パチンコ機１
の外観上の特徴が形成されるようになっている。また、センター役物１４００は、ステー
ジ１４０６、九十九折誘導路１４１０、及び保護壁部１４１８が無色透明の部材により形
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成されており、これらを通して後側に配置される裏ユニット２０００の可動装飾体２００
６や発光装飾体２００４が視認できるようになっている。
【０２２４】
　このように、ステージ１４０６、九十九折誘導路１４１０、及び保護壁部１４１８を無
色透明の部材（アクリル樹脂等）により形成することにより、これらの下方に遊技者から
視認可能な演出空間（収容空間２０１０）を形成する。そして、ステージ１４０６、九十
九折誘導路１４１０、及び保護壁部１４１８の下方の演出空間に可動部材や発光体等を配
置することにより、該演出空間にて所定の演出を実行可能にしている。これにより演出を
実行可能な領域幅が拡大し、ステージ１４０６、九十九折誘導路１４１０、及び保護壁部
１４１８の上方にて転動する遊技球と、ステージ１４０６、九十九折誘導路１４１０、及
び保護壁部１４１８の下方の演出空間にて実行される演出と、の対比により奥行感を向上
させることができる。なお、少なくとも収容空間２０１０に配置されるアンダー可動部材
２４００の一部を視認可能となるように形成するものであればステージ１４０６、九十九
折誘導路１４１０、及び保護壁部１４１８を有色の部材で構成してもよい。
【０２２５】
　なお、センター役物１４００におけるステージ１４０６は、パチンコ機１が遊技ホール
等の島設備に取付けられた上で、パチンコ機１の前側に遊技者が着座した状態で、遊技者
の目の高さよりも下側となるような位置に配置されており、ステージ１４０６を遊技者が
見下ろすような状態とすることでステージ１４０６や九十九折誘導路１４１０上の遊技球
が見易いようになっている。
【０２２６】
　［アタッカユニット］
　アタッカユニット１５００の構成について、主に図８４乃至図８５を参考に説明する。
図８４は、アタッカユニットを右上斜め前から見た斜視図であり、図８５は、アタッカユ
ニットを左上斜め前から見た斜視図である。
【０２２７】
　このアタッカユニット１５００は、遊技パネル５９９における開口部（図示略）に前側
から挿入され、遊技パネル５９９の後側から後方へ突出する大きさのケーシング１５００
ａと、ケーシング１５００ａの前面から遊技パネル５９９の面に沿って延び開口部の前側
周縁部と当接するフランジ部１５００ｂとを備えている。このケーシング１５００ａには
、大入賞口１５１０を閉鎖する開閉部材１５０８を開閉駆動するためのアタッカソレノイ
ド１５１４が備えられており、アタッカソレノイド１５１４は、図示しないリンク機構に
よって開閉部材１５０８を開閉駆動することができるようになっている。
【０２２８】
　また、ケーシング１５００ａには、大入賞口１５１０に入賞した遊技球を検出するカウ
ントセンサ（図示略）が備えられている。なお、大入賞口１５１０に入賞してカウントセ
ンサによって検出された遊技球は、ケーシング１５００ａ下面の排出口から下方へ排出さ
れるようになっている。
【０２２９】
　アタッカユニット１５００におけるフランジ部１５００ｂの前面には、図示するように
、第一始動口１５０２が、前方へ突出するように備えられている。また、第一始動口１５
０２からは、フランジ部１５００ｂと一体成形された誘導樋１５２２が後方へ延びだして
いる。また、フランジ部１５００ｂは、左右方向へ延びた開閉部材１５０８の下辺を軸心
として回動可能に支持しており、アタッカソレノイド１５１４の開駆動によって開閉部材
１５０８の上辺が前側へ移動することで閉鎖された大入賞口１５１０が開状態となるよう
になっている。
【０２３０】
　また、このフランジ部１５００ｂには、貫通する複数の取付孔１５２４が形成されてお
り、これら取付孔１５２４を介して所定のビスを遊技パネル５９９の前面にねじ込むこと
で、アタッカユニット１５００を遊技パネル５９９に取付固定することができるようにな
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っている。
【０２３１】
　このアタッカユニット１５００は、センター役物１４００と同様に表面がワニ皮状の装
飾が施されていると共に、金属光沢を有したメッキ層が形成されており、本パチンコ機１
を特徴付けるようになっている。
【０２３２】
　［図柄変動ユニット］
　図柄変動ユニット１６００の構成について、図８６を参照して説明する。
　図８６（Ａ）は、図柄変動ユニット１６００を左斜め前から見た斜視図である。
　図８６（Ｂ）は、図柄変動ユニット１６００の正面図である。
　図８６（Ｃ）は、図８６（Ｂ）のＡ－Ａ断面図である。
　図８６（Ｄ）は、図柄変動ユニットを上から見た図である。
　図８６（Ｅ）は、図８６（Ｃ）を反対側から見た断面図である。
【０２３３】
　図柄変動ユニット１６００は、普通図柄及び特別図柄を変動させるためのユニットであ
り、通過ゲート１６１０、案内経路部材１６１１、可動部材１６２１、流路切替部１６２
２及び第二始動口１６２０を備えて構成される。
【０２３４】
　通過ゲート１６１０は、ゲートセンサ１６１２を備えて構成され、このゲートセンサ１
６１２により遊技球が通過したことを検出する。なお、本実施の形態によれば、遊技者が
特定の遊技方法（例えば、右打ち）を行うことにより、ほぼ確実に遊技球が通過ゲート１
６１２を通過するように構成される。
【０２３５】
　なお、主基板２５００は、通過ゲート１６１０に遊技球が通過した場合、普通図柄を変
動させて普通図柄の抽選を行う。普通図柄の変動時間は、ここでは例えば８０ｍｓである
。また変動終了後に普通図柄を確定させるための時間は、ここでは例えば８ｍｓである。
よって、普通図柄の変動開始から終了した後、普通図柄が確定するまでの時間は、８０ｍ
ｓ＋８ｍｓ＝８８ｍｓである。そしてその後、主基板２５００は、普通図柄の抽選に当選
した場合、可動部材１６２１を開放する。可動部材１６２１の開放時間は、ここでは例え
ば２００ｍｓである。
【０２３６】
　案内経路部材１６１１は、通過ゲート１６１０を通過した遊技球を可動部材１６２１ま
で案内する案内部材である。本実施の形態では、案内経路部材１６１１は、ゲートを通過
した遊技球を遊技者から見て奥方向、手前方向、左方向に案内し、最終的に可動部材１６
２１まで案内する。
【０２３７】
　このように、通過ゲート１６１０を通過した遊技球を単に可動部材１６２１まで案内す
るのではなく、紆余曲折させた後に可動部材１６２１まで案内することにより、自由落下
する遊技球のスピードを低減させることができる。
【０２３８】
　そして、この自由落下する遊技球のスピードを低減させることにより、通過ゲート１６
１０を通過した遊技球が可動部材１６２１に到達するまでの時間を調整することができる
。また、可動部材１６２１に複数の遊技球が貯まることを防止することができる。
【０２３９】
　また、案内経路部材１６１１は、このように高さ方向を転動方向に切り替えている構成
により、図柄変動ユニット１６００を高さ方向に縮小させることができる。よって、図柄
変動ユニット１６００全体として小型化を図ることができる。
【０２４０】
　可動部材１６２１は、普通図柄の抽選に当選した場合に開放動作する。本実施の形態で
は、通過ゲート１６１０を通過した遊技球のほぼ全てを開放動作時に受け入れるように構
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成される。
【０２４１】
　具体的には、可動部材１６２１は横方向に延在して構成されている。この延在した構成
により、可動部材１６２１は、遊技球を適切に受け入れることができる。
【０２４２】
　また、この延在した構成により、可動部材１６２１は、通過ゲート１６１０を通過した
遊技球が可動部材１６２１に到達するまでの時間のばらつきを解消することができる。す
なわち、通過ゲート１６１０を通過した遊技球が可動部材１６２１に到達するまでの時間
にはばらつきがあり、早く到達する遊技球もあれば遅く到達する遊技球もある。この場合
、可動部材１６２１は、遊技球の進行方向に延在して構成されているため、開放時に遊技
球を適切に受け入れることができる。
【０２４３】
　流路切替部１６２２は、可動部材１６２１の開放動作時には上述したように遊技球を受
け入れる一方で、可動部材１６２１の閉鎖時には遊技領域に遊技球を排出する。
【０２４４】
　第二始動口１６２０は、通過ゲート１６１０を通過した遊技球が可動部材１６２１の開
放により受け入れられて入賞するための始動口である。主基板２５００は、第二始動口１
６２０に１個の遊技球が入賞した場合、１個の遊技球を払い出す。また主基板２５００は
、第二始動口１６２０に遊技球が入賞した場合、特別図柄を変動させる大当たり抽選を行
う。
【０２４５】
　なお、特別図柄の変動時間は、可動部材１６２１の開放時にはほぼ確実に遊技球が第二
始動口１６２０に入賞するため、遊技球の発射間隔（例えば、６００ｍｓ）よりも短い。
よって、例えば遊技者は、右打ちによりほぼ確実に遊技球が第二始動口１６２０に入賞し
、これにより特別図柄が変動するという一連の遊技をテンポよく行うことができる。
【０２４６】
　以上のように、本実施の形態によれば、通過ゲート１６１０及び第二始動口１６２０を
一体化した図柄変動ユニットにより、通過ゲート１６１０及び第二始動口１６２０を配置
する際に必要な専有面積を小さくすることができる。よって、遊技者の興趣を惹起させる
ために重要な表示装置や演出装置の占有面積をより多くとることができる。
【０２４７】
　また、本実施の形態によれば、例えば通常遊技状態における特別図柄の当選確率（大当
たり確率）を１／２００にする一方で、大当たり遊技後の確変時の大当たり確率を１／１
９０とした場合において、右打ちにより発射された遊技球がほぼ確実に第二始動口に入賞
し、遊技球の発射間隔よりも短い時間で特別図柄が変動するため、確変時の遊技が間延び
することを防止することができる。
【０２４８】
　また、本実施の形態によれば、通過ゲート１６１０を通過した１個の遊技球は、可動部
材１６２１に到達するまでの間に行われる一連の処理（普通図柄を変動させ、可動部材１
６２１を開放させ、第二始動口１６２０に入賞するまでの処理）の契機として機能するこ
とができる。
【０２４９】
　＜主基板及び周辺制御基板による制御構成＞
　本実施形態のパチンコ機１における主基板２５００及び周辺制御基板２６００による詳
細な制御構成について、図８７及び図８８を参照して説明する。図８７は、パチンコ機に
おける主基板周辺の制御構成を概略的に示すブロック図である。図８８は、パチンコ機に
おける周辺制御基板周辺の制御構成を概略的に示すブロック図である。なお、これらの図
面において太線の矢印は電源の接続および方向を示し、細線の矢印は信号の接続および方
向を示している。
【０２５０】
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　本実施形態のパチンコ機１の制御は、大きく分けて主制御基板１３５０及び払出制御基
板１８０４を含む主基板２５００のグループと、第一装飾制御基板１３５４及び第二装飾
制御基板１３５８等を含む周辺制御基板２６００のグループとで分担されている。主基板
２５００のグループは遊技動作（入賞検出や当り判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制
御しており、周辺制御基板２６００のグループは演出動作（発光装飾や可動演出、音響出
力、液晶表示等）を制御している。
【０２５１】
　図８７に示すように、主基板２５００の主制御基板１３５０には、中央演算装置として
のＣＰＵ２５０２、読み出し専用メモリとしてのＲＯＭ２５０４および読み書き可能メモ
リとしてのＲＡＭ２５０６を備えている。このＣＰＵ２５０２は、ＲＯＭ２５０４に格納
されている制御プログラムを実行することによりパチンコ機１で行われる各種遊技を制御
したり、周辺制御基板２６００や払出制御基板１８０４に出力するコマンド信号を作成し
たりする。また、ＲＡＭ２５０６には、主制御基板１３５０で実行される種々の処理にお
いて生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。なお、主制御基板
１３５０は、中継端子板６２５、払出制御基板１８０４、及び電源中継端子板２５２８を
介して電源基板２５３０に接続されており、電源基板２５３０から作動用電力が供給され
るようになっている。
【０２５２】
　この主制御基板１３５０の入力インタフェースには、パネル中継端子板１３５２を介し
て、ゲート部材１６００のゲート部１６０２を通過した遊技球を検出するゲートセンサ１
６１２、一般入賞口１７０２に入賞した遊技球を検出する一般入賞口センサ２１５１、第
一始動口１５０２に入賞した遊技球を検出する第一始動口センサ２１５２、第二始動口１
６２０に入賞した遊技球を検出する第二始動口センサ１６１８、アタッカユニット１５０
０の大入賞口１５１０に入賞した遊技球を検出するカウントセンサ１５１８、及び、全て
の入賞口に対する入賞数をカウントするための全入賞口入賞数検出センサ２５０８が接続
されている。
【０２５３】
　また、主制御基板１３５０の入力インタフェースには、中継端子板６２５を介して、遊
技球を遊技領域６０５へ打ち込むための遊技者によって操作される操作ハンドル部４６１
の操作状態を検出する操作センサ２５１０、本体枠３の開放状態を検出する本体枠開放ス
イッチ２５１２、及び扉枠５の開放状態を検出する扉枠開放スイッチ２５１４も接続され
ている。
【０２５４】
　一方、パネル中継端子板１３５２の出力インタフェースには、アタッカユニット１５０
０の大入賞口１５１０を閉鎖可能な開閉部材１５０８を開閉駆動するアタッカソレノイド
１５１４が接続されており、主制御基板１３５０から駆動信号が出力されるようになって
いる。また、パネル中継端子板１３５２の出力インタフェースには、普通図柄・特別図柄
表示基板２５１６を介して、普通図柄表示器１８０６、第一及び第二特別図柄表示器１８
０２，１８０４、第一及び第二特別図柄記憶数表示器１８０８，１８１０が接続されてお
り、主制御基板１３５０から、図柄表示装置１８００に備えられた普通図柄表示器１８０
６や第一及び第二特別図柄表示器１８０２，１８０４等へ駆動信号を出力することが可能
になっている。
【０２５５】
　一方、払出制御基板１８０４は、中央演算装置としてのＣＰＵ２５１８、読み出し専用
メモリとしてのＲＯＭ２５２０および読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ２５２２を備え
ている。そして、払出制御基板１８０４は、主基板１３５０から入力したコマンド信号を
処理し、払出モータ８１５や、発射制御基板２５２４に接続された発射モータ６９５に対
して駆動信号を出力する。これにより、払出モータ８１５は、駆動信号に従って遊技球を
払い出し、発射モータ６９５は駆動信号に従って遊技球を発射させることが可能になる。
【０２５６】
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　なお、払出制御基板１８０４には、賞球タンク７２０内に貯留された遊技球が無くなっ
たことを検出する球切れスイッチ７７８が接続されており、この球切れスイッチ７７８の
検出に基づいて、遊技者及びホール側（ホールコンピュータ）へ球切れの報知がなされる
。また、払出制御基板１８０４には、皿ユニット３００の貯留部３８１に貯留された遊技
球が満タンになったことを検出する満タンスイッチ９１６が接続されており、この満タン
スイッチ９１６の検出に基づいて、「遊技球を貯留部３８１から取り出して下さい」旨の
報知がなされるようになっている。
【０２５７】
　また、主制御基板１３５０と払出制御基板１８０４との間では、それぞれの入出力イン
タフェースを介して双方向通信が実施されており、たとえば主基板１３５０が賞球コマン
ドを送信すると、これに応えて払出制御基板１８０４から主制御基板１３５０にＡＣＫ信
号が返されるようになっている。
【０２５８】
　更に、主制御基板１３５０および払出制御基板１８０４には、外部端子板２５２６が接
続されており、始動口１５０２，１５０６や大入賞口１５１０等への入賞状態、普通図柄
・特別図柄の変動状態及び特別抽選結果や普通抽選結果等の各抽選結果に基づく遊技状態
等の各種情報が、遊技施設に設けられたホールコンピュータ等へ出力されるようになって
いる。
【０２５９】
　一方、周辺制御基板２６００は、図８８に示すように、ＣＰＵ２６０２をはじめＲＯＭ
２６０４やＲＡＭ２６０６等の電子部品を有しており、これら電子部品によって所定の演
出制御プログラムを実行することが可能となっている。また、周辺制御基板２６００には
、音声や音楽の基となる音源を記憶したＲＯＭ２６０８と、ＲＯＭ２６０８に記憶された
音源を基に、演出内容等に応じた音声や音楽を出力する音源ＩＣ２６１０とが設けられて
いる。また、周辺制御基板２６００には、センター移動用モータ２２１４、槌用モータ２
２２６、サイド用モータ２３２４及びアンダー用モータ２４１２をそれぞれ駆動するドラ
イブ回路２６１１が設けられている。なお、上記の主基板２５００と周辺制御基板２６０
０との間では、それぞれの入出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一方向だ
けの通信が行われており、主制御基板２５００から周辺制御基板２６００へのコマンド送
信はあっても、その逆は行われないようになっている。また、周辺制御基板２６００に対
しても電源中継端子板２５２８を介して電源基板２５３０から作動用電力が供給されるよ
うになっている。
【０２６０】
　なお、周辺制御基板２６００を構成する第一装飾制御基板１３５４及び第二装飾制御基
板１３５８の何れにもＣＰＵ２６０２や音源ＩＣ２６１０を備えるようにしても良いし、
何れか一方のみにＣＰＵ２６０２や音源ＩＣ２６１０を備えるようにしても良い。
【０２６１】
　この周辺制御基板２６００には、液晶表示装置６４０での演出画像の表示を制御する液
晶表示制御基板２６１２が接続されている。この液晶表示制御基板２６１２には、液晶表
示装置６４０が接続されており、液晶表示制御基板２６１２で周辺制御基板２６００から
送信されたコマンド信号を処理し、液晶表示装置６４０に対して駆動信号を出力する。詳
しく説明すると、液晶表示制御基板２６１２には、ＣＰＵ２６１４、ＲＡＭ２６１６、Ｒ
ＯＭ２６１８、ＶＤＰ２６２０及び画像ＲＯＭ２６２２が備えられている。
【０２６２】
　液晶表示制御基板２６１２のＣＰＵ２６１４は、周辺制御基板２６００から送られてき
たコマンド信号を、入出力インタフェースを介して受信すると共に、そのコマンドを基に
演算処理を行って、ＶＤＰ２６２０の制御を行う。ＲＡＭ２６１６は、ＣＰＵ２６１４の
作業領域を提供すると共に、表示コマンドに含まれる情報を一時的に記憶する。また、Ｒ
ＯＭ２６１８は、ＣＰＵ２６１４用（表示制御用）のプログラムを保持する。
【０２６３】
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　また、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）２６２０は、液晶表示装置６４０に組
み込まれたＬＣＤドライバ（液晶駆動回路）を直接操作する描画回路である。ＶＤＰ２６
２０の内部には、レジスタが設けられており、ＶＤＰ２６２０の動作モードや各種表示機
能の設定情報等を保持しておくことが可能となっている。そして、このレジスタに保持さ
れる各種情報をＣＰＵ２６１４が書き換えることにより、液晶表示装置６４０における表
示態様を種々に変化させることが可能となる。画像ＲＯＭ２６２２は、各種の画像データ
を記憶する不揮発性メモリであり、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データおよび
背景画像用のＪＰＥＧ形式画像データ等が記憶されている。
【０２６４】
　なお、周辺制御基板２６００と液晶表示制御基板２６１２との間では、それぞれの入出
力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。また、液晶表示制御基板２６１２に
対しても、周辺制御基板２６００及び電源中継端子板２５２８を介して電源基板２５３０
から作動用電力が供給されるようになっている。
【０２６５】
　また、周辺制御基板２６００には、枠装飾中継端子板２９０を介して、扉枠５に備えら
れた扉枠装飾ランプ２６２４、及びスピーカ１６３等が接続されており、周辺制御基板２
６００から、これらランプやスピーカ１６３等に対して駆動信号が出力されるようになっ
ている。
【０２６６】
　また、周辺制御基板２６００には、枠装飾中継端子板２９０を介して、扉枠５の前面に
配置された三つの押ボタン３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃ（符号は左から順）からなる操
作ボタン３３０が夫々接続されており、各押ボタン３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃの操作
信号が入力されるようになっている。
【０２６７】
　更に、周辺制御基板２６００には、発光装飾体２００４における発光装飾基板２１３０
としての、上部左基板２１３１Ｌ、上部右基板２１３１Ｒ、左下部基板２１３２Ｌ、右下
部基板２１３２Ｒ、左内上部基板２１３３Ｌ、右内上部基板２１３３Ｒ、左内下部基板２
１３４Ｌ、及び右内下部基板２１３４Ｒが夫々接続されており、周辺制御基板２６００か
ら各基板に実装されたＬＥＤ２１２０に対して駆動信号を出力することで各ＬＥＤ２１２
０を適宜発光駆動させて発光装飾体２００４を発光装飾（発光演出）させることができる
ようになっている。
【０２６８】
　また、周辺制御基板２６００には、可動装飾体２００６におけるセンター可動装飾体２
２００のセンター移動用モータ２２１４、センター移動検知センサ２２４０、及びセンタ
ー奥基板２２６２が接続されていると共に、槌用中継基板２２４４を介して、槌用モータ
２２２６、回動検知センサ２２５６、槌支持部装飾基板２２５４、及び槌用装飾基板２６
２６が接続されている。そして、センター移動検知センサ２２４０や回転検知センサ２２
５６からの信号が、周辺制御基板２６００に入力されることで、それらの信号に基づいて
、センター移動用モータ２２１４により左右方向へ移動する摺動体２２２２や、槌用モー
タ２２２６により液晶表示装置６４０を打撃するかのように回動する槌部２２０２を、原
点復帰させることができるようになっている。また、周辺制御基板２６００から槌支持部
装飾基板２２５４や槌用装飾基板２６２６に実装されたＬＥＤ２１２２に対して駆動信号
を出力することで各ＬＥＤ２１２２を適宜発光駆動させて前装飾部材２２４６やセンター
奥装飾部材２２５８を発光装飾（発光演出）させることができるようになっている。
【０２６９】
　更に、周辺制御基板２６００には、可動装飾体２００６におけるサイド可動装飾体２３
００のサイド装飾基板２３１６、サイド上装飾基板２３１８、サイド用モータ２３２４、
及びサイド移動検知センサ２３３８が接続されており、サイド装飾基板２３１６やサイド
上装飾基板２３１８に実装されたＬＥＤ２１２４に対して駆動信号を出力することで、各
ＬＥＤ２１２４を適宜発光させ、サイド装飾部材２３０２を発光装飾（発光演出）させる
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ことができるようになっている。また、サイド移動検知センサ２３３８からの検知信号が
周辺制御基板２６００に入力されることで、その信号に基づいてサイド用モータ２３２４
により左右方向へ移動するサイド装飾部材２３０２を原点復帰させることができる。なお
、周辺制御基板２６００は、左側に配置される左サイド可動装飾体２３００Ｌ、及び右側
に配置される右サイド可動装飾体２３００Ｒを、夫々独立して発光演出や可動演出の制御
をすることができるようになっている。
【０２７０】
　また、周辺制御基板２６００には、可動装飾体２００６におけるアンダー可動装飾体２
４００のアンダー用モータ２４１２及びアンダー移動検知センサ２４２８が接続されてお
り、周辺制御基板２６００にアンダー移動検知センサ２４２８からの検知信号が入力され
ると、その信号に基づいてアンダー用モータ２４１２により上下方向へ移動するアンダー
装飾部材２４０２を原点復帰させることができるようになっている。
【０２７１】
　次に、特別制御処理において主制御ＭＰＵは、図８９に示すように、ステップＳ２０か
らステップＳ９０の処理を実行する。ステップＳ２０の始動口入賞処理では、第一始動口
２１０１や第二始動口１６２０に遊技球が入賞したか否かを判別し、入賞した場合に抽選
の保留状態を更新する処理を実行する。ステップＳ３０の変動開始処理では、夫々の大当
り抽選における記憶数（保留数）を確認し、保留数（合計の記憶数）が０でなければ、そ
れに対応する特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。具体的には、大当り遊技
状態（利益付与状態）を発生させるか否かの判定を行い（当落判定手段）、大当り遊技状
態を発生させる場合には、確変大当りとするか否かを夫々判定する。ステップＳ４０の変
動パターン設定処理では、各特別図柄および各装飾図柄の変動表示に関わる設定を行う。
具体的には、夫々の特別図柄の変動表示パターンを決定し、当該変動表示パターンに対応
して設定される変動時間（特別図柄表示器１８０２，１８０４にて特別図柄の変動表示を
開始してから停止するまでの時間）をタイマにセットする。
【０２７２】
　ステップＳ５０の変動中処理では、変動表示パターン設定処理（ステップＳ４０）で変
動時間が設定されたタイマを監視し、タイマがタイムアウトしたことに基づいて第一特別
図柄表示器１８０２または第二特別図柄表示器１８０４（特別図柄表示器１８０２，１８
０４に相当）における特別図柄の変動表示を停止させる処理を行う。この時、変動開始処
理（ステップＳ３０）にて何れか一方の大当り抽選で大当り遊技状態とする判定がなされ
ていれば、処理選択フラグを「３」に更新し、同抽選で小当り遊技状態とする判定がなさ
れていれば、処理選択フラグを「４」に更新し、大当りまたは小当り遊技状態とする判定
がなされていなければ処理選択フラグを「０」に更新する。
【０２７３】
　ステップＳ６０の大当り遊技開始処理（利益付与状態制御手段）では、大当り遊技状態
を開始するための設定を行う。具体的には後述するが、大当りの種類に応じて開閉部材２
１０７の開放回数や開放時間等の設定を行う。また、ステップＳ７０の小当り遊技開始処
理では、小当り遊技状態を開始するための設定を行う。具体的には後述するが、小当りに
おける開閉部材２１０７の開放回数や開放時間等の設定を行う。ステップＳ８０の大当り
遊技処理では、大入賞口１５１０を開放させると共に、所定個数の遊技球が大入賞口１５
１０に入賞した時、または、所定期間が経過した時開閉部材２１０７を閉塞状態にするた
めの処理を行う。また、大当り遊技状態におけるラウンド回数が所定回数に達していなけ
れば、再び、開閉部材２１０７を開放状態にするための処理を行い、大当り遊技状態にお
けるラウンド回数が所定回数に達した時には、処理選択フラグを「５」に更新する。また
、ラウンド回数が所定回数に達した後、確率変動状態及び時短遊技状態を発生させる処理
を実行する（特別遊技状態制御手段）。
【０２７４】
　ステップＳ９０の小当り遊技処理では、大入賞口１５１０を開放させると共に、所定個
数の遊技球が大入賞口１５１０に入賞した時、または、所定期間が経過した時開閉部材２
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おける大入賞口１５１０の開放は、大当り遊技処理（ステップＳ８０）に比べて、遊技者
への利益が極めて低くなるように設定されている。
【０２７５】
［普通図柄始動入賞処理について］
　この普通図柄始動処理では、遊技中に普通図柄始動ゲートに遊技球が通過するか否かが
判断される。具体的には、上記の通過ゲート１６１０を遊技球が通過しゲートセンサ１６
１２から検出信号が入力されると、普通図柄始動ゲートの遊技球通過と判断され、一方、
検出信号の入力がなければ、ゲート通過は無いものと判断される。
【０２７６】
　次に普通図柄表示器１８０６における普通図柄が未変動状態か否かが判断される。この
とき普通図柄表示器１８０６にて未だ変動表示が開始されていなければ（ＹＥＳ）、次に
当り判定処理が実行される。具体的には、まず普通図柄当り判別用乱数、普通図柄当り図
柄用乱数、可変変動用乱数（可変変動カウンタ）、及び表示パターン乱数等の乱数が取得
される。このうち普通図柄当り判定用乱数は、普通図柄当りであるか否かを決定するため
の乱数である。次の普通図柄当り図柄用乱数は、普通図柄当り判定用乱数によって普通図
柄当りと判別された場合に使用されるものであり、具体的には、普通図柄表示器１８０６
によって停止表示される表示パターンを特定するための乱数である。そして可変変動用乱
数（可変変動カウンタ）は、普通図柄表示器１８０６による図柄の変動時間を可変させる
ための乱数である。また、表示パターン乱数は、普通図柄表示器１８０６に表示される変
動表示パターンを特定するための乱数である。以上の各乱数値が取得され、これらの乱数
が例えばＲＡＭ２５０６に格納されるとともに、普通図柄当り判別用乱数に基づいて普通
図柄当りであるか否かが判定される。なお、普通図柄表示器１８０６が変動中であると判
定された場合には、普通図柄当り判定処理を実行することなく、普通図柄始動入賞処理を
終える。
【０２７７】
　続いて、普通図柄変動設定処理が実行され、ここでは普通図柄の変動時間の設定や、変
動停止時の表示パターンが設定される。
【０２７８】
　その後、抽選の結果が普通図柄当りである場合には、普通図柄当り処理を実行する。こ
こでは、可動片１６２１を一定時間開放位置とし、第二始動口１６２０に対して遊技球を
入賞させることを可能にする。一方、抽選の結果が普通図柄当りでない場合には、普通図
柄始動入賞処理を終える。
【符号の説明】
【０２７９】
　１…パチンコ機（パチンコ機）、２…外枠（外枠）、３…本体枠（本体枠）、４…遊技
盤（遊技盤）、５…扉枠（扉枠）、１０…上枠板、１１…下枠板、…１２…側枠板、１３
…側枠板、１０１…遊技窓。
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